
三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

大森建築設計事務所

図　面　リ　ス　ト
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Ｓ－07

Ｓ－08
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Ｅ－01

Ｅ－02

建　築　工　事 電　気　設　備　工　事

付近見取図・配置図

外部・内部 仕上表

補強前　1階・R階平面図

補強後　1階・R階平面図

補強前　立面図

補強後　立面図

補強前・補強後　矩計図

改修前・改修後　管理棟１階平面詳細図

スロープ詳細図

建具キープラン

改修前・改修後　建具表

改修前　外構図

改修後　外構図

仮設計画図（１）

仮設計画図（２）

1・2階ガス設備撤去・仮設図（渡り廊下）

機械設備特記仕様書

衛生設備撤去・改修図

1・2階ガス設備新設・仮設撤去図

Ｍ－01

Ｍ－02

Ｍ－03

Ｍ－04

図　　面　　名　　称図面番号

機　械　設　備　工　事

Ｅ－03

Ｅ－04

Ｅ－05

Ｅ－06

電気設備工事特記仕様書１

電気設備工事特記仕様書２

電気設備工事特記仕様書３

渡り廊下　電気設備図　（仮設）

渡り廊下　電気設備図　（補強前後）

管理棟　２階　電気設備図　（改修後）

Ｓ－10

Ｓ－11

先端羽根付鋼管杭設計施工標準図

補強前・補強後　軸組図

部材リスト 配筋詳細図

補強前　基礎・Ｒ階床伏図

補強後　基礎・Ｒ階梁伏図

改修特記仕様書１ Ｓ－01 耐震補強工事特記仕様書１

改修特記仕様書２ Ｓ－02 耐震補強工事特記仕様書２

改修特記仕様書３ Ｓ－03 鉄筋コンクリート構造配筋標準図１

改修特記仕様書４ Ｓ－04 鉄筋コンクリート構造配筋標準図２

改修特記仕様書５ Ｓ－05 鉄筋コンクリート構造配筋標準図３

改修特記仕様書６ Ｓ－06 鉄筋コンクリート構造配筋標準図４

改修特記仕様書７



　使用権は発注者に移譲するものとする。また、製本２部により提出すること。

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　建築面積

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改標仕の該当項目等を示す。

章

１

項 目 特 記 事 項

一
 般
 共
 通
 
事
 
項

２）建築工事標準詳細図

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成28年版）

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成28年版

　　　（以下「改修標準仕様書」という。）による。

 １　適用基準等 　１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成28年版）

　※　大型車両通行時には誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全に十分配慮すること。

 ２　施工条件 　施工方法及び検査に関する事項

　※　工事契約後、速やかに調査及び施工計画書等を作成し、現場着手までに市監督員の承諾を得ること。

　※　工事中の安全計画・消防計画等は、市監督員と十分協議し災害防止に努めること。

　※　本工事における諸官庁への届出、手続き及び書類等は、速やかに提出し工事の遂行に影響の無いよう努めること。

　※　特定作業に伴って発生する騒音は、低振動・低騒音に努め騒音規　制法に基づき関係機関への届出・打合せの上、作業に

　　着手する事とし又、周辺住民からの苦情があった時は、工事を一時中断し、誠意をもって地元調整を行い、工事の再開は市

　　監督員の承認を得てから行うこと。

　※　工事期間中、近隣関係者等へ危害を与えないよう注意し、かつ周道路等に資材を落下させたり、ほこり等を飛散させない

　　よう万全の注意を払うこと。

　※　場外退出時、車両足廻りの洗浄等を行い、汚損等しないようにすること。

　※　工事車両の出入りについては、安全確保に十分配慮すること。

　※　工事車両及び工事関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

　※　工事期間中、工事に起因し既存施設破損等を与えた場合は、工事請負者の責任において速やかに現状復旧するとともに市

　　監督員に報告書を提出すること。

　※　工事着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等があれば、市監員立合いのもと写真に記録しておくこと。また、工事過

　　程に於いて、既設施設に破損等を与えた場合は、請負者の負担において速やかに復旧すると共に、市監督員に報告すること。

　※　設計図書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められるもの並びに、取り合いのはつり補修復旧は本工事に含む。

　　なお内訳書の数量は参考とし、当図面を優先する。

　　交換システムの

　　利用

　　再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は受注時において工事請負代金額が１億円以上の工事については、

　工事着手前及び工事完了後に「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督員に提出

　すること。

　　また、工事着手前にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へデータを入力し、工事完了時にはシステムへ実績

　報告を行うこと。

     物税

　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

　から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

　ができる。

　　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

　求することはできない。

(1.3.3)

　　適用する

　　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。
(1.6.2)

　　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

(1.5.2)

    破壊部分の補修

(1.5.3)

　　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

 ４　建設副産物情報

 ５　三重県産業廃棄

 ６　電気保安技術者

 ７　技能士

 ８　施工数量調査

 ９　調査のための

１０　建築材料等
　１）　本工事に使用する木材は、津市公共建築物等木材利用方針に基づき、木材の利用に努めること。

　２）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

　　度測定

(1.6.9)

パラジクロロベンゼン

学校,教育施設

ホルムアルデヒド トルエン キシレン エチルベンゼン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

その他

住宅

施設用途適用

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）

　　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　　）

　　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　　報告書提出部数　２部

　　工法

　　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

　　防止

　　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１１　化学物質の濃

１２　特別な材料の

１３　騒音・振動の

１４　工事写真 　　営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (平成28年版)）に従い撮影する。

　　提出部数　１部　用紙は上質紙とする。

(1.8.2)

　　作成する　（　・　完成図　　・　保全に関する資料　　・（　　　　　））

　　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる

１５　完成図

１６　完成写真 　・ デジタルカメラで撮影し、全てＬ版相当サイズで印刷する。

　　（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）　１部

　　箇所数は外観４面各室２面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合や枚数が多大になる場合には、監督員と協議するこ

　　と。写真は、着工前・施工中・完成を同一場所から、黒板なしで撮影すること。

　　取合い

　　施工範囲

　　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　　施工図

　　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

　　工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　修する。

　　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

１７　設備工事との

１８　既存部分等へ

１９　事故報告

　　　　・本工事（　・　建築工事　　・　電気設備工事　　・　機械設備工事）　　・　別途工事

　２）　防火対象物使用開始届出書

　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

　１）　消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

    法に基づく労働

    災害防止措置

　　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

　規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

　れたものとみなす。

２０　消防提出書類

２１　労働安全衛生

　　用の禁止

　１）　一般事項

　３）　是正措置

　２）　調査の協力

　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は下請負者等

　　屋外広告物を設置する場合は、「三重県屋外広告物条例」第２３条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

　　　に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

　　　　市工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械等

　　　の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用し

　　　てはならない。

　　　　受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

２２　不正軽油の使

２３　屋外広告物

２

仮

設

工

事

　　設置する足場について、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年４月）」により、「働きやすい安

　心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の

　作業は、「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」の２の(２)手すり据置き型方式又は(３)手すり先行専用足場方

　式により行うこと。

(2.2.1)

(表2.2.1)

　　内部足場の種別　・　脚立　　・　足場板　　・（　　　　　）

　　防護シート等による養生　　　・　適用する　　・　適用しない

(2.3.1)

　　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　養生方法（　　　　　　　　　　）

　　既存ブラインド・カーテンの養生

　　　保管場所　・　構内既存施設内

　　固定された備品、机、ロッカーの移動

　　　・　行う　・　行わない

(2.3.2)

(表2.3.1)

　　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

　　仮設扉　　　　　　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　種別　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　・　設置する　　・　設置しない

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り

　装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

組

足

個

台

着

個

個

個

台

個

個

台

個

台

台

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

　数量

 机・いす  温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 FAX
 受注者加入電話

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器

    備品等

(2.4.1)(b)

　　構内既存の施設 ６　仮設便所

 ５　監督員事務所の

 ４　監督員事務所

 ３　仮設間仕切り

 ２　既存部分の養生

 １　足場

　　・　利用できる　　・　利用できない

 ７　工事用水 　　構内既存の施設　

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 ８　工事用電力 　　構内既存の施設　

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　有償利用の場合において、本工事で新規受電又は既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事

　　に含まれる。

 ９　交通誘導警備員 　　配置　　・　図示（図面番号：　　　　　）

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

Ａ-01

原図：Ａ２ 

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

津市　一身田中野　地内

24,871㎡

渡り廊下

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　２階建

耐震補強、外壁改修、防水改修、建具改修

　　外部足場の種別　・　（　　　　　　　　　　　　　　　）枠組み本足場（手摺先行据置型）

Ａ-21

A-22

の処置 (1.3.13)

(1.3.12)　る法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に関する基準

　　本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関す

　以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講

　ずることとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

造成等

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・内装等

（　　　　　）

　　分別解体等の方法

　　・　引き渡しを要するもの　（・　無　　・　　　　　）

　　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（　　　　　）　　処理方法（　　　　　）

 ３　発生材の処理等

　　・  アスベスト成形板等解体時の留意点

  　 　　1.手ばらし等、出来るだけ粉塵の発生しない方法で行うこと。

 　 　 　2.可能であれば湿潤状態（散水）として作業を進めること。

　　   　3.飛散されない様にすること。

　　   　4.保護具及び作業着を着用すること。

　   　　5.解体されたボード等は、蓋のある容器に入れること。

　  　　 6.事前に使用箇所や状況の調査を行い記録すること。

　　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

　　引渡を要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成し、監督員へ提出すること。

　　引渡を要するもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の

　促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従

　い適切に処理し、監督員にマニフェストA、B2、D票を提示すること。

防水改修

※　9月27日より後期の講義が開始されるため、騒音及び振動が生じる作業は、それ以前に終えること。

※　8月8日から10日までオープンキャンパスが行われる為、作業内容は短大関係者及び市監督員と協議すること。

※　8月17、18、21日は、試験が行われるため、騒音振動が生じる作業は行わないこと。

　　完成図作図範囲（　設計図を訂正　）
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特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

３　改修工法等

(4.2.2)(a)

(4.3.4)

(4.4.5)

(4.5.5)

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　エポキシ樹脂JIS A6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)

　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　・　低粘度形　　・　中粘度形

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　）

　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.2)(b)

(4.3.5)

(4.4.6)

(4.5.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

(4.2.2)(c)

(4.3.6)

(4.4.7)

　・　シール工法

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.2)(d)

(4.3.7)

(4.4.8)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　行う　　・　行わない

(4.2.2)(g) 　・　モルタル塗替え工法

　　　材料　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　）

　　　仕上げ厚（　　　　　）

(4.2.2)(e)

(4.4.10)

(図4.4.1)

(4.2.2)(e)

(4.4.11)

(図4.4.2)

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

(4.2.2)(e)

(4.4.12)

(図4.4.2)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

(4.2.2)(f)

(4.4.13)

(図4.4.3)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

(4.2.2)(f)

(4.4.14)

(図4.4.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

(図4.4.4)

(4.4.15)

(4.2.2)(f) 　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

(4.2.2)(h)

(4.5.7)

　・　タイル部分張替え工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

　・　変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂

施工箇所 形状寸法 工法
耐凍害

性有無特注色
役物

Ⅲ類(陶器)Ⅱ類(せっ器)Ⅰ類(磁器)

区分用途によ

る区分　

　・　試験張り　・　行う　・　行わない

　・　見本焼き　・　行う　・　行わない

標準・ 

(4.2.2)(h)

(4.5.8)

　・　タイル張替え工法　

タイルの種別 タイルの大きさ 工法 塗り厚(mm)

タイル側 3～4

小口以上二丁掛け以下

・　25mm角を超え小口未満

・　小口未満
・　ユニットタイル

・　外装　タイル

・　密着張り

・　改良積み上げ張り

・　改良圧着張り

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

　　　　 5～8

　　　　 4～7

下地側　 4～6

　　　　 3～4

　　　　 3～5

(4.5.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法

(4.2.2)(h)

(4.5.16)

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

　　　伸縮調整目地

　　　検査　シーリング接着性試験　

　・　役物（　・　一体成形　　・　接着加工）

　　　注入口付アンカーピンの本数（　　　　　本）

　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験）

(表4.5.4)

(4.4.9)

３
　
防
 水
 改
 修
 工
 事

 １　アスファルト防

　　水
(3.1.4)

(3.3.3)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

　　　　 工　法 　　　　　　　種　別 　　　　　施　工　箇　所

　　　　・　P1B

　　　　・　P1E

　　　　・　P2E

　　　・　B-1　・　B-2　・　B-3

　　　・　E-1　・　E-2　　　   

　　改質アスファルトルーフィングシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

(3.3.2)　　断熱工法の断熱材（P1BI,P2AI,T1BI,P0DI,M3DI,M4DI）

　　　材質　・（　　　　　）

　　　　　　・　Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）

　　　　　　・　Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板２種１号

　　　　　　・　Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板２種２号

　　　厚さ　・（　　　　　）

　　　ルーフドレン回り及び立上がり部周辺断熱材の張りじまい位置　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.3.3)(b)(2)

(3.3.3)(C)

　　脱気装置（M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI）

　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　・　設けない

　　・　仕上塗料　種類（　　　　　）　使用量（　　　　　）

(3.3.5)　　保護コンクリートの厚さ　　こて仕上げ　　・　水下80mm以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　床タイル張り　・　水下60mm以上　　・（　　　　　）

　　保護層　　　　　　・　設ける　　・　設けない

　　屋上排水溝の適用　・　適用する

　　立上り保護　　　　・　乾式保護材（　　　　　）

　　　　　　　　　　　・　れんが（材種　・　JＩS　R1250）

 ２　改質アスファル

　　トシート防水

(3.4.2)

　　改質アスファルトシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　断熱工法の断熱材（M3ASI,M4ASI,P0ASI）

　　　材質、厚さ（　　　　　）

　　　図示　・（　　　　　）

(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

工法

・　M4AS

種別 施工箇所

・　AS-T1　・　AS-T2

・　AS-J2　　　　　 

仕上塗料

　　脱気装置
　　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　　・　設けない

 ３ 合成高分子系

 　ルーフィング

   シート防水

(3.5.2)

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.5.1)及び(表3.5.2)による　・（　　　　　）

　　ルーフィングシート

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.5.1)及び(表3.5.2)による　・（　　　　　）

　　絶縁用シート　・　発泡ポリエチレンシート　

　　固定金具の材質及び寸法形状　・図示（　　　）

　　断熱工法の断熱材（P0SI,S4SI,S3SI,M4SI）

　　　材質、厚さ（　　　）

　　　　　・図示（　　　）

(3.5.3)

(表3.5.1)～

(表3.5.3)

・　S3S 

・　S-F2(SI-F2)

・　S-F1(SI-F1)

・　S3SI

　　　　 工法 　　　　　種別 　　　　　種別 　　　　仕上塗料

(3.5.3)　　脱気装置

　　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　　・　設けない

(3.5.4)　　既存防水層下地がPCコンクリート部材の場合

　　　目地処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　増張り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　保護層の施工・　図示（図面番号：　　　　　）

 ４　塗膜防水

(表3.6.1)

(3.6.3)

(3.6.3)(a)

　　　　　工法

　　　　・　P0X
　　　　・　L4X

　　　　　種別

　 ・　X-1　・　X-2

　　　　施工箇所

　　脱気装置

　　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　　・　設けない

(3.6.3)(b) 　　　　　工法 　　　　　種別 　　　　施工箇所

　　　　・　P1Y
　　　　・　P2Y 　　・　Y-2　・　   

　　保護層　・　図示（図面番号：　　　　）

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

シリコーン系

シリコーン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

施工箇所

・　SR-2

・　MS-2

・　PS-2

・　PU-2

・　SR-1

(3.7.4～7)　　工法

　　　・　シーリング充填工法

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法

　　　・　ブリッジ工法

　　　　　（ボンドブレーカー幅　　㎜、エッジング材幅　　㎜）

(3.7.8)　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

 ７　とい

 ６　シーリング

(3.8.2)

(表3.8.1)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

 ８　アルミニウム製

    笠木

(3.9.2)(c)

(表3.9.1)

　　部材の種類

　　　・　押出し250形

　　　・　押出し300形

　　　・　押出し350形

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（　　　　　）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（　　　　　　））

(3.9.3)(b)　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

　　固定方法　　・（　　　　　　）

(3.9.2)(d)

(3.9.3)

　　表面処理　　・（　　　　　　）

　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応したか固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

２　改修工法の種類

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

・ 樹脂注入工法

・ Ｕカットシール材充填工法
ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮目地改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

・ 各種塗料塗り

・ マスチック塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

４
　
外
 
壁
 
改
 修
 工
 事

 １　施工数量調査 　　・　行う　・　行わない

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

図面参照

Ａ-02

EXP.J

打継部、目地部

 ５　既存防水層表面

    の仕上塗装の除

　　去
(3.2.6)(c)(2)

(3.2.6)(c)(6)

　　（M4AS,M4ASI,M4C,M4DI）　・　行う　・　行わない

　　（L4X）　　　　　　　　　・　行う　・　行わない

　　　防水施工者は、防水材料製造所の施工者とし、監督員の承諾を受ける＞

　　＜保証書（請負人、材料製造所、防水施工者の連帯保証）は各２通提出する。

　　　・　保証年限10年　・　その他（　　　　　）

　　防水工事の保証書の提出及び保証年限

（16本／㎡　25ml/穴）

175 1.4mm程度

改修特記仕様書２



(表4.2.4(その1)

(その2))

(4.2.2)(j)

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材 ・　外装薄塗材Ｅ

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状 工法

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

ローラー・　複層塗材Ｅ

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理

・　凹凸模様
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

厚付け仕上塗材

ローラー

吹付け

・　可とう形改修塗材Ｅ ・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

仕上塗材

可とう形改修用

・（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

　・　外装厚塗Ｃの上塗材がセメントスタッコ以外の場合

　　　材所要量（　　　　　㎏／m2）

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　　　　　　　　　　　　　仕上材塗り（　　　　　）

４　塗り仕上げ

(表4.2.5) 　複層仕上塗材の上塗材の種類

樹脂種類 溶媒種類 外 観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

(4.6.3) 既存塗膜等の除去及び下地処理

処理範囲

・　デッキブラシ

・　高圧ポンプ

・　水洗い工法

・　高圧水洗工法

・　サンダー工法

工法

・　塗膜はく離剤工法

(4.6.4) 　下地調整

５

建

具

改

修

工

事

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　・　撤去工法

２　防火戸

(5.1.4)

３　見本の製作

(5.1.5)

４　防犯建物部品

（5.1.7）

(5.1.6)(c)

５ ブラインドボッ

   クス等

６　アルミニウム製

　　建具

(表5.2.2) 　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具

　・　内部に面する建具

　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

　・　製作する　　・　製作しない

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない

　性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　・　B-1　　・　B-2　　・（　　　　）

　　　・　C-1　　・　C-2　　・（　　　　）

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

(5.2.2)

(表5.2.1)

(5.2.4) 　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

７　網戸

(5.2.3)(e) 　防虫網の材質

　網目

８　樹脂製建具 　性能等級等

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

(5.4.2)

１０　鋼製軽量建具 　鋼製軽量建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　・　H>2400又はW>950の建具

　表面仕上げ

　・　H>2400又はW>950の建具

　　・　塗装

　　・　ビニル被覆鋼板

　　・　カラー鋼板

　・　可動式　　・　固定式

　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　めっき付着量　JIS G 3302　　・　Z12　　・　F12　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　JIS G 3317　　・　Y08　　・（　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ステンレス鋼板（　・　HL　　・　鏡面）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

１１　ステンレス製

　　建具

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

(5.6.3)

(5.6.4)

(5.6.5)

１２　建具用金物

(5.7.2)

(5.7.4)

　金物の見え掛かり部等の材質等

１３　自動ドア開閉

　　装置

(5.8.2)

(5.8.3)

(表5.8.3)

(5.8.3)(f)

　開閉装置の性能値

１４　自閉式上吊り

　　引戸装置

(5.9.3)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

１５　重量シャッタ

　　ー

(5.10.2)

　種類

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能(5.10.2)(c)

(表5.10.1)

　一般重量シャッターのシャッターケース

１６　軽量シャッタ

　　ー

(5.11.2)

(表5.11.1)

　開閉形式

　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　スラットの材質及び形状

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし

　　・　改修標準仕様書(表5.9.1)による　　・（　　　　　）

　　・　一般重量シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

(5.10.2)(f)

(5.10.3)

１７　オーバーヘッ

　　ドドア

(5.12.2)

　セクション材料

　型式及び機構

　開閉方式

　収納形式

(5.12.3) 　ガイドレール

１８　板ガラス

(5.13.4)

(5.13.2)(a)

１９　ガラス留め材

(5.13.2)(b)

２０　ガラス溝の寸

　　法、形状等

(5.13.3)

　・　改修標準仕様書（表5.13.1)　による

２１　ガラスブロッ

　　ク積み

(5.13.5)

　ガラスブロック

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

６ １　一般事項

(6.1.3)(b)

　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改 修 範 囲

・　図示（図面番号：　　　　）

・　図示（図面番号：　　　　）

・　図示（図面番号：　　　　）

(6.1.3)(c)

(6.1.3)(f)

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

　・　図示（図面番号：　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下

(6.2.2)(a)(1)

　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

　合成樹脂塗り床材の除去等

　改修後の床の清掃範囲

　　・　施工範囲及び施工によって汚れが生じた範囲

    地補修

３　既存壁撤去、下

(6.3.2)

　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

４　木下地等

(6.5.1)(c)

(表6.5.1) 　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種 別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

(6.5.2)(b)(1) 　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(b)(2)

(表6.5.3)

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部 位 樹 種 県 産 材

(6.5.2)(c)(i)

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

樹 種 ・ 寸 法部 位 見付け材面の等級 厚さ

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用
・（　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

　　・　行う　　・　行わない

　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

　　・（　　　　　）

　　・（　　　　　）

・（　　　　）

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、難燃処理及び含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

　代用樹種の使用　・　禁止する　　・　禁止しない

内

装

改

修

工

事

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

(5.5.2)

(5.5.5)

(5.2.2)(b)

(5.5.3)

(5.5.4)

(5.7.3)(a)

(5.2.3)(a)

(4.7.2)

(表4.7.1)

(5.4.3)

(5.4.4)

　センサーの種類

(6.2.2)(c)

(6.2.2)(a)(2)

　表面仕上げ　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(6.5.2)(a)(2)

(6.5.2)(b)(3)

造作用集成柱

(5.11.4)

(表6.5.2) 

(6.5.2)(b)(3)

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

Ａ-03

Ａ-18

改修特記仕様書３



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

(6.5.2)(c)(ⅱ) 　「集成材の日本農林規格」以外の製材

(6.5.2)(d)(ⅰ)

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 厚さ 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

(6.5.2)(d)(ⅱ) 　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

(6.5.2)(e) 　・　床張り用合板等

部材名称 樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.5)(a) 　・　防腐、防蟻処理

(6.5.5)(b) 　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3)

　野縁等の種類

　形式及び寸法

（6.6.4） 　既存埋込みインサート

　既存埋め込みインサート、あと施工アンカーの引き抜き試験

　耐震天井

６　軽量鉄骨壁下地

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

　厚さ、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

　　・　ふところ≧1.5m　　・　改修標準仕様書(6.6.4)(h)　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ＞3m　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　使用する　　・　使用しない

　　・　行う（図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)

(6.8.2)(a)

　材料

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 色柄 厚さ 備考

ＦＳ 無地

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 厚さ 備考

半硬質ビニル床タイル

(6.8.2)(c)(1) 　・　帯電防止床シート又は床タイル

厚さ 備考種類 性能

(6.8.2)(c)(2) 　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル

(6.8.2)(c)(3) 　・　耐動荷重性床シート

種類 性能 厚さ 備考

(6.8.2)(c)(4)

種類 性能 厚さ 備考

(6.8.2)(e) 　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考

　・　防滑性床シート又は床タイル

300×300×7.0㎜

(6.8.3)(a) 　工法

(6.8.3)(b) 　ビニル床シート張り

　　下地　　・　モルタル下地　　・　木下地　　・　その他（　　　　　）

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

　・　織じゅうたん

種別 帯電性 品質の程度

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

(6.9.3)(b)

(表6.9.2)

　・　タフテッドカーペット

パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

　・　人体帯電圧

・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　　3KV以下

　・（　　　　）

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

　・　カット、ループ併用

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル

(6.9.3)(c) 　・　ニードルパンチカーペット

厚さ(㎜) 備考帯電性

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）

(6.9.3)(d)

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　）

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　カットパイル

　・　ループパイル

(6.9.3)(e)

(6.9.3)(f)

(6.9.4)(e) 　敷き方

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

９　合成樹脂塗床

(6.10.3)(b)(1)

 (表6.10.4)

(6.10.3)(b)(2)

　　・　薄膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　・　釘留め工法

材料 種別 樹種

・　（　　　）

・　　なら　　
・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

　・　フローリングボード

　　（根太張用）

　・　複合フローリング

　　（根太張用）

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

　下敷き材　　　　　・　第２種第２号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ 大きさ

・複合１種フローリング

・複合２種フローリング

（直張用）

（直張用）

・複合３種フローリング

（直張用）

・　なら　　

・　フローリングブロック（直張用）

・　フローリングボード（直張用）　

・ モザイクパーケット （直張用）

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

・（　　　）

・（　　　） ・（　　　） ・（　　　）

　塗装

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種）

　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り

　　・（　　　　）

１１　畳敷き

(6.12.2)

(表6.12.1)

(6.11.5)

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

１２　せっこうボー

　　ド、その他ボー

　　ド及び合板張り

(6.13.2)

(表6.13.1)

材種 種別 厚さ(mm)

壁

天
井

・　 9.5(準不燃)

・　12.5(不燃)

・　12.5(不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9

・　せっこうボード

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　けい酸カルシウム板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK

(6.13.2)(h) 　遮音シール材

(6.13.3)(e)(3) 　合板類の張付け

　　・　シーリング材　・　ジョイントコンパウンド

(6.13.3)(g)(1)

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法

　　・　継目処理　・　突付け　・　目透し

１３　壁紙張り

(6.14.2)

施工箇所 品質 防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　伸縮調整目地

　タイルの種類

施工箇所 形状寸法 工法
用途によ

る区分　

耐凍害

性有無特注色
役物

Ⅲ類(陶器)Ⅱ類(せっ器)Ⅰ類(磁器)

区分 標準・ すべり

抵抗性

(6.16.3)(b)(1) 　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2)

　・　せっこう系　・　セメント系

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　位置　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）　

　　塗厚（　　　　　）㎜

(6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材打込み工法

種類 種別 厚さ（㎜） 施工箇所

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１

・　Ａ種３

・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　Ａ種２

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

７ １　材料

(7.1.3)(b)

　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　種類　・　Ａ種　　・　Ｂ種

厚さ[㎜]

・（　　　　　）

・（　　　　　）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

塗

装

改

修

工

事

　種別

下地 種別 ひび割れ部の補修

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　モルタル、プラスター面

・　コンクリート、押出成形セメント板面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

３　錆止め塗料塗り

(7.3.2)

　錆止め塗料種別

４　合成樹脂調合ペ

  イント塗り(SOP)

(7.4.2)

(7.4.3～7.4.5)

(表7.4.1)～

(表7.4.3)

　種別

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

・　木部

５　クリヤラッカー

    塗り(CL)

(7.5.2)

(表7.5.1)

　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　　非水分散形塗料

　　(NAD)

(7.7.2)

(表7.7.1)

　種別

　　(DP)

(7.8.2)～

(7.8.4)

(表7.8.1)～

(表7.8.3)

　上塗り等級

　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

下地 種別

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種

　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

８　カーペット敷き

(6.9.3)(a)

(表6.9.1)

(6.8.2)(b)

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.11.3)

(表6.11.5)

(6.11.6)(2)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(c)

１０　フローリング

　　張り

(6.11.4)

(表6.11.2)

(7.3.3) 　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種
(表7.3.3)～

(表7.3.4)
　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

６　アクリル樹脂系

７　耐候性塗料塗り

　　・　亜鉛めっき鋼面

2.5㎜

2.5㎜

Ａ-04
改修特記仕様書４



(8.23.7)

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

８　つや有合成樹脂

９　合成樹脂エマ

　　ルション模様塗

　　料塗り(EP-T)

　種別

(7.11.2)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(表7.11.1)

１０　合成樹脂エマ

　種別

　　ワニス塗り(UC) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.12.1)

１１　ウレタン樹脂

(7.12.2)

　　メル塗り(LE)

(7.13.2)

(表7.13.1)

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１２　ラッカーエナ

　　塗り(WP)

　種別

(7.15.2)

(表7.15.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１３　木造保護塗料

８

１

の

耐
震
改
修
工
事

共
通
事
項

（一般事項）

１ 適用範囲

　工事内容

　　・　鉄骨ブレースの設置工事

　　・　柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法）

　　・　柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）

　　・　柱補強工事（連続繊維補強工法）

　　・　耐震スリット新設工事

　　・　免震改修・制震改修工事

(8.1.1)

(8.1.2)

　工事種別

　　・　鉄筋工事

　　・　あと施工アンカー工事

　　・　コンクリート工事

　　・　鉄骨工事

　　・　グラウト工事

　　・　連続繊維補強工事

　　・　スリット新設工事

　　・　免震改修、制震改修工事

・　基礎工事

８

の

２

耐

震

改

修

工

事

１　既存部分の撤去

　　等

　撤去の範囲

　　・　新設のコンクリート、モルタル、グラウト材、鉄骨、連続繊維に接する部分

　　・　既存コンクリート撤去範囲に面する部分

　既存設備機器、配管撤去、新設、移設等処置

　本工事の範囲

　　・　本工事の範囲として図示された設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分

　　・　設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分は本工事の範囲としない。

２　既存構造体の撤

　　去

　既存構造体の撤去

　はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・（　　　　　）

　　・（　　　　　）

　撤去範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　） 

　撤去範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

撤

去

工

事

(8.21.2)

(8.21.2)

(8.22.2)

(8.23.2)

(8.24.2)

　既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の切断

鉄筋の切断 範囲 適用

・既存鉄筋は切断せず残す

・全ての撤去部分

・コンクリートの撤去範囲の周囲

　より一定長さを残し切断する ・全ての撤去部分

・コンクリート撤去範囲の鉄筋は

　切断する

・切断せず残す範囲を除く撤去する既

　存鉄筋コンクリートの範囲

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）　・適用なし　

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）　・適用なし　

・（　　　　　）

　はつりだした鉄筋の処置

　　・　鉄筋に損傷を与えないよう適切な養生を施す。

　はつりだした鉄骨の処置

　　・　コンクリート等を除去し鉄面を表す。

　　・（　　　　　）

　　・（　　　　　）

(既存部分の処理)

３　既存構造体コン

　　クリートの表層

　　目荒らし

　既存構造体コンクリート面の表層目荒らし

(8.21.3)

(8.22.3)

(8.23.3) 

８

の

３

耐

震

改

修

工

事

鉄

筋

工

事

１　鉄筋

(8.2.1)

(表8.2.1)

　材料　改修標準仕様書(表8.2.1)による

種別 径(㎜)

・　SD295A

・　SD345

・　SD390

２　溶接金網

(8.2.2)

　網目の形状、寸法及び鉄線の径

網目の形状、寸法 鉄線の径(mm)

３　加工

(8.3.2)

４　鉄筋の継手及び

　　定着

(8.3.4)

径 部位

・　Ｄ１９以上

・　Ｄ１６以下　重ね継手

　ガス圧接

　主筋及び耐力壁の重ね継手の長さ

　継手位置

　　・　各部配筋参考図による

　先組み工法等

　　・　柱・梁主筋の継手を同一箇所に設ける

　鉄筋の定着長さ

　　・　改修標準仕様書(表8.3.4)による

　帯筋組立の形

・（　　　　　）

　90°未満の折曲げの内法直径　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

５　鉄筋のかぶり厚

　　さ及び間隔

(8.3.5)

　軽量コンクリートで土に接する部分

　　・　無し

　耐久性上不利な部分（塩害を受けるおそれのある部分等）

６　各部配筋

７ ガス圧接

(8.3.8)

　圧接完了後の試験

　割裂補強筋の適用(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

８ 割裂補強筋

種類 材料 材種 適用箇所

　棒鋼

本数・ピッチ

（　　　　　）

スパイラルの径(㎜)

スパイラルのピッチ(㎜)

・図示

 (図面番号：　　　)

径

・　6Φ

・　9Φ

・　R235

・（　　　）

・はしご筋

・スパイラル筋

壁内方向筋

壁面外方向筋

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

・(　　)

・(　　)

・（　　　）

・（　　　）

・鉄筋コンクリート用

・鉄筋コンクリート用

　棒鋼(異形鉄筋)

・　10

　　・　有り　適用箇所（　　　　　）

　最小かぶり厚さ（　　　　　）㎜

　　・　無し

　　・　有り　適用箇所（　　　　　）

　最小かぶり厚さ（　　　　　　）mm

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　超音波探傷試験　　・　行う　　・　行わない

・（　　　　　）

・（　　　　　）

９　鉄筋の機械式継

　手及び溶接継手

(8.4.2)

(8.4.3)

　・　機械式継手

　　　工法　　　　　　（　　　　　　）

　　　種類　　　　　　（　　　　　　）

　　　品質の確認方法　（　　　　　　）

　・　溶接継手

　　　工法　　　　　　（　　　　　　） 　　　品質の確認方法　（　　　　　　）

　　・　改修標準仕様書(8.3.4)(c)(1)による

コ

ン

ク

リ

ー

ト

工

事

耐

震

改

修

工

事

４

の

８ (コンクリート工事一

 般事項)

１　コンクリートの

　　種類及び強度

(8.1.3)

(8.1.4)

　コンクリートの種別

　普通コンクリートの設計基準強度

(8.9.1)

(8.9.2)

(表8.9.1)

　軽量コンクリートの設計基準強度

設計基準強度Fc
種別 適用範囲

気乾単位

容積質量

所要気乾単位

容積質量
スランプ

・（　　　　　）

設計基準強度Fc
適用範囲

気乾単位

容積質量
スランプ

・2.3t/m3程度

[N/㎜2]

[N/㎜2]

・（　　　　　）

２　構造体コンクリ

　　ートの仕上り

(8.1.4)

　合板せき板を用いる場合の打放し仕上げの種別

(コンクリート)

３　コンクリートの

　　材料

(8.2.5)

(表8.2.3)

　　・　普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

　　・　高炉セメントＢ種又はフライアッシュセメントＢ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・（　　　　　）

　骨材

　アルカリシリカ反応性による区分

　　・　ＡＬ（コンクリート中のアルカリ総量を規制）

　　・　Ａ（安全と認められる骨材を使用）

　　なお、ＡＬで規制できない場合は、Ａとし、その試験は、施工着手前、工事中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合に信

　頼できる試験機関で行い、試験に用いる骨材の採取は、請負者立ち会いのもと、試験を行う者が生コン工場のストックヤー

　ドから試料を採取して試験を行うこと。

　　・　再生骨材Ｈ

　　・　特殊な骨材の使用

　　・　フェロニッケルスラグ細骨材

　　・　銅スラグ細骨材

　　・　電気炉酸化スラグ骨材

４　混和材料

(8.2.5)

　・　混和剤

　　　混和剤の種類

　　　　・　改修標準仕様書(8.2.5)(d)(1)による

　・　混和材

　　　　・　改修標準仕様書(8.2.5)(d)(2)による

５　調合管理強度 　構造体強度補正値（S）

(8.2.5)

(8.8.3)

(8.10.2)

　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　３N/mm2　　・　６N/mm2　　・（　　　　　　）

　　　混和材の種類

６　型枠

(8.2.7)

(8.7.8)

　材料

　　・　複合合板（厚さ　・　12㎜　　・（　　　））

 及び鉄骨ブレースの

 設置工事等)

(8.21.6)

　目荒らし程度

　　・　図示（図面番号：　　　　　)

　　・　平均深さ5～10㎜で最大深さ15㎜程度の凹凸を100㎜間隔程度で施す

　　・　Ⅰ類　　・　Ⅱ類

・　36 ・　１類

・　２類

　　・　材種（　　　　　）　規格（　　　　　　）

　スリーブ

　　・　改修標準仕様書(8.2.7)(g)(2)(ⅰ)による

　　・　改修標準仕様書(8.2.7)(g)(2)(ⅱ)による

７　暑中コンクリー

　　ト

(8.10.2)

構造体強度補正値（S）

８　無筋コンクリー

ト
(8.11.1)

構造体強度補正値（S）

スランプ
　・　15cm　　　・18cm　　　・（　　　　　）

(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

 、溶接金網巻き工法

 及び溶接閉鎖フープ

 巻き工法)

　　打込み工法等

　部位別のコンクリートの打設工法の指定

補強工法 打設工法 部位

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

現場打ち鉄筋コンクリート壁

プ巻き工法

網巻き工法及び溶接閉鎖フー

鉄筋コンクリート柱の溶接金

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

９　コンクリートの

(8.21.8)

(8.23.5)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(1)及び(b)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(2)及び(c)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(1)及び(b)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(2)及び(c)

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　　・　発泡プラスチック保温材等を埋込む

　柱頭柱脚の隙間寸法

　　・　図示（図面番号：　　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　打ち込みコンクリート又はグラウト材の厚さ

　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　60㎜　　・（　　　　　）

(8.23.6)

(8.21.10)

１０　増設壁工事後の

　　仕上げ

(8.22.7)

　・　6N/mm2　　・（　　　　　）

　・　18N/mm2　　・（　　　　　）

・　295A

　セメントの種類

　　　適用箇所　（　　　　　）

　　　修正方法　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　鉄筋相互のあき　（　　　　　　）mm

　　　修正方法　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　鉄筋相互のあき　（　　　　　　）mm

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

Ｄ19以上
Ｄ16以下

Ｓ-9

120

50

Ｓ-9

基礎及び地上部 Ｓ18

　　・　現場打ち鉄筋コンクリート壁等の増設工事

等の増設工事

Ａ-05

柱及び梁主筋

下記以外

改修特記仕様書５

・　24
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一般型 一面せん断型

形状

記号

既存鉄筋の処理

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・既存鉄筋はつり出し

・切断してよい

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・（　　　　　）

・切断してよい

・（　　　　　）

・（　　　　　）

片側スリット 両面スリット

記号

形状

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） ・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） ・　図示（図面番号：　　　　　） 幅Ｗ（㎜）

幅Ｗ（㎜）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

目地部の残存厚さ

ts（㎜）

・　壁厚の1/2以下かつ70㎜以下 ・　壁厚の1/2以下かつ70㎜以下

・（　　　　　）

・（　　　　　）

既存鉄筋の処理 ・　存置する

・　既存鉄筋はつり出し

・　切断してよい

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・　存置する

・　切断してよい

２ スリットの施工

 (あと施工アンカー)

　　 ーの材料

(8.2.4)

(表8.2.2)

　種類

　　・　金属系　セットの方式　・　本体打込み式（　・　改良型　　・　従来型）

　　　　径及び埋込み深さ　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　引張耐力　　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　せん断耐力　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　接合筋の種類・径・長さ　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　接着系　カプセル型回転　・　打撃式　　・　有機系　　・　無機系

　　　　径及び埋込み深さ　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　引張耐力　　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　せん断耐力　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　アンカー筋の種類　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　アンカー筋の新設壁内への定着長さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　あと施工アンカーの性能確認試験　・　行う　　・　行わない

　　ーの施工

(8.12.2)

　穿孔

　　埋込み配管等の探査の方法

　　・　鉄筋探知機(金属探知機)により検査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。

　　・　はつり出しによる。

　　・（　　　　　）

　　あと施工アンカーの施工確認試験　　・　実施する　　・　実施しない

　　確認試験方法

　　　・　改修標準仕様書(8.11.5)による　　・（　　　　　）

　確認強度

　　・（　　　　　）

(場所打ちコンクリー

 ト壁の増設工事)

　場所打ちコンクリート壁の打増部に用いる既存部とのシアコネクタ

　　種類　　　・　金属系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

　　　　　　　・　接着系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

　　径[㎜]　　・　Ｄ１０

　　長さ[㎜]　・　増打壁厚－４０　・（　　　　　）

　　彫込み深さ[㎜]　・　５ｄ(d: シアコネクタの径)以上　・（　　　　　）

　　間隔[㎜]　・　５００×５００

　シアコネクタとセパレーターの兼用　・ 兼用してもよい　　・　兼用しない　　・（　　　　　）

８
の
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震
改
修
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事
　
鉄
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工
事

(8.1.5)

　㈱日本鉄骨評価センター又は㈱全国鉄骨評価機構の「鉄骨製作工事の性能評価基準」に定めるグレードとして国土交通大臣

　から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場

　　・　Ｊ　　・　Ｒ　　・　Ｍ　　・　Ｈ　　・　Ｓ

　施工管理技術者（鉄骨製作管理技術者、鉄骨工事管理責任者等）の適用

(8.1.5)　　・　しない　　・　する

　材質・形状及び寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(8.2.8)

　高力ボルトの適用

(8.2.9)

(8.14.2)

(8.14.7)

　　・　トルシア形高力ボルト　２種（S10T)

　　・　JIS形高力ボルト２種（F10T）

　　・　溶融亜鉛めっき高力ボルト1種（F8T相当)

　高力ボルトの径

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　すべり係数試験

　　・　行う

　試験方法等

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　JIS形・ナット回転法かつボルト長がねじの５倍を超える場合の回転量

　　・　（　　　　　　°）

 １　鉄骨製作工場

 ２　施工管理技術者

 ３　鋼材

 ４　高力ボルト

 １　あと施工アンカ

 ２　あと施工アンカ

 ３　シアコネクター

　仮組の実施

　　・　実施する（　　　　　）　・　実施しない(8.13.10)

　溶接作業における技能資格者の技量付加試験

　　・　実施する（　　　　　）　・　実施しない(8.15.3)

 ５　仮組

 ６　技能資格者

 ７　溶接部の試験 　完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

(8.15.11)　工場溶接の場合

　　・　全数試験とする

　　・　公共建築工事標準仕様書(平成28年版)(7.6.11)(b)による。

 ８　溶接材料 　・　改修標準仕様書(8.2.10)(a)(b)以外の溶接材料

(8.2.10)　材料及び使用箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）

 ９　溶接接合

(8.15.4)

(8.15.7)

　開先の形状　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　スカーラップの形状　・　図示（図面番号：　　　　　）

１０　錆止め塗装

(8.17.3)

　鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブの内面（鉄骨に溶接されたものに限る）

　　・　改修標準仕様書(7.3.2)(表7.3.1)　（　　　　　）種

  耐火被覆材の接着する面への塗装

　　・　行う　　・　行わない

　適用箇所　図示（図面番号：　　　　　）

　種類

　　・　改修標準仕様書(7.3.2)(表7.3.1)　（　　　　　）種

　 　

(8.18.2)

(8.18.3)

部位 種類 仕様

１２　ブレース設置

　　工事後の仕上げ

　・　図示（図面番号：　　　　　）

（グラウト工事）

　　ラウト材

(8.2.6)

(8.2.11)

(表8.2.5)

(表8.2.10)

(8.12.5)

(8.12.4)

　構造体用モルタル

　　・　改修標準仕様書(8.2.6)及び(8.2.11)による。

　無収縮モルタル

　　・　改修標準仕様書(8.2.11)(a)による

　　・（　　　　　）

　グラウト材

　　・　改修標準仕様書(8.2.11)(b)による。

(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

 及び鉄骨ブレースの

 設置工事等)

　増設の現場打ち鉄筋コンクリート壁と既存構造体との隙間の処置方法

部位 処理方法 備考

・　増設壁の上部 ・　グラウト材を注入 ・　寸法は図示による

・（　　　　　）

・（　　　　　） ・（　　　　　） ・（　　　　　）

(8.21.9)

(8.22.7)
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 ２　既存構造体との

　　 法

　　 取合部の処理方

 １　モルタル及びグ
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(連続繊維補強工事)

 １　連続繊維シート

　　等による工法

(8.24.1)

　連続繊維による補強、補修工法

　　・　(財)日本建築防災協会の評価を受けた工法とする。

　　・（　　　　　）

２　連続繊維シート 　連続繊維の材料

　　及び含浸接着樹

　　脂等の材料

　　・（　　　　　）

　工法

(8.23.6)　　・（　　　　　）

　引張強度（含浸硬化後）

　　・（　　　　　）

　ヤング係数（含浸硬化後）

　　・（　　　　　）

３　連続繊維シート

　　の施工準備

　仕上げモルタルの除去

　　・（　　　　　）

　　・　モルタル除去は行わない

　　・　既存構造躯体面まで除去する

　既存モルタルの圧縮強度測定

　　・　行う（　　　　　）

　　・　行わない

　ひび割れ部の改修工法

　　・　樹脂注入工法

　　・　Ｕカットシール材充填工法

　　・　シール工法

 ４　鋼板巻き工法及 　柱頭柱脚の隙間寸法

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　び帯板巻き付け

　　工法
（8.23.6）

 ５　耐震補強後の仕

　　上げ

（8.23.7）

（8.24.5）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

６　炭素繊維シート

　　の施工

　炭素繊維の目付量

　炭素繊維シートの巻き数

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　200g/m2

　　・　300g/m2

　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　１巻き 

　　・　２巻き

　　・（　　　　　）

７　連続繊維補強材

　　の強度試験

(8.24.4)

　引張強度試験

　　・　実施する（JIS A1191に準拠する）

　　　　試験数量（　　　　　）

　　・　実施しない

１１　耐火被覆材の

　　種別及び性能

８
の
９
　
耐
震
補
強
工
事
　
ス
リ
ッ
ト
新
設
工
事
　
免
震
改
修
工
事

(耐震スリット新設工

 事)

 １　スリットの種類

　付着強度試験

　　・　実施する（JIS A6909に準拠する）

　　　　試験数量（　　　　　）

　　・　実施しない(8.25.1)

(8.25.2)　耐震スリットの種類及び形状

　完全スリットの形状

　部分スリットの形状

　スリット部の配管等の調査

　　範囲　　・　スリット新設部に伴う鉄筋コンクリートの撤去範囲全て。

　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　・（　　　　　）

　　方法　　・　鉄筋探査機（金属探知器）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。

　スリットの逃げ位置

　　壁上端部　　　　・　梁との接合部　　・（　　　　　）

　　壁の柱きわ部　　・　柱の仕上げを逃げたきわ部　　・（　　　　　）

　　壁下端部　　　　・　床仕上げ上部　・　床体上部　　・（　　　　　）

　撤去部の補修 

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　充填材

　　・　耐火材　使用箇所（　　　　　）　　仕様（　　　　　）

　　・　遮音材　使用箇所（　　　　　）　　仕様（　　　　　）

(8.26.1)～

(8.26.17)

　免震改修、制震改修に関する仕様は、図示する。

８
の
１
０
　
そ
の
他
工
事

 １　基礎工事

（8.28.2）

（8.28.3）

　既存杭の撤去

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　埋戻し及び盛土の材料及び工法

　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　建設発生土の処理

　・自由処分

　・処分地指定　処分地（　　　　　　　　　　）

　・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8km

　山留めの撤去

　・撤去

　・存置

 ２　地業工事

（8.28.4）

　杭の施工監理

　施工記録

　　　受注者は、杭の施工期間中は、１ 週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に、

　　工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、

　　必ず監督員の確認を受けること。

　　　なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法については、

　　施工計画書に明記しておくこと。

　根拠資料

　　　共通仕様書、特記仕様書及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（施工記録の原本、

　　チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。

　　保管期間は契約書第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定によ

　　る引渡しを受けた日から１０年とする。

　　　また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

  

  

  

　試験杭及び試験掘

　　・ 試験杭　　位置、本数及び寸法は図示(図面番号：　　）による。

　　・ 試験掘　　位置、本数及び寸法は図示(図面番号：　　）による。

　　支持地盤の位置、種類　・ 図示(図面番号：　　　）　・（　　　　）

　杭の支持地盤

　水平方向のずれ

　　（     ）mm以下

　杭の載荷試験

　　試験方法　・ 鉛直載荷　　・ 水平載荷　　・ (        )

　　試験の方法及び報告書の記載は、敷地調査共通仕様書による。

　　位置　　　・ 図示(図面番号：　　　)　載荷荷重　（　　　　　kN）

　　報告書　　・ 提出部数　2部

(8.12.5)

　　平均出検品質限界(AOQL)　・　4.0%　　・　2.5%　　・（　　　　　）

　　検査水準　・　第６水準　　・（　　　　　）

　　ロットの構成（　　　　　）

　工事現場溶接の場合 

　　・　全数試験とする

　　・　公共建築工事標準仕様書(平成28年版)(7.6.11)(b)による。

　　平均出検品質限界(AOQL)　・　4.0%　　・（　　　　　）

　　（平成28年3月4日）

　　本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準を適用する。

　　国土交通省告示第468号　「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」

　適用基準

　　杭工事特記仕様書による。

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

Ａ-06

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

Ｓ-05

（ｻｲﾚﾝﾄ工法）

改修特記仕様書６





特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

附近見取図・配置図三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/500

管理棟

運動場

敷地境界線

道路境界線

研究棟

管理棟

校舎棟

敷地境界線

道
路

境
界

線

敷
地

境
界

線

屋内運動場

大学ホール

Ｎ

渡り廊下

クラブハウス

Ｎ

津市立北立誠小学校

津市立北立誠幼稚園

三重短期大学

▼

1/500配　置　図

附　近　見　取　図

花壇

テニスコート

中庭

花壇

花壇

渡り廊下

植込

排水溝排水溝排水溝 排水溝

キュウビクル

焼却炉

：改修箇所を示す

Ａ-08

原図：Ａ２ 

工事場所



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

外部・内部　仕上表三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

室　　名 天井高さ新　旧

既設

新設

既設

新設

渡り廊下

既設

新設

既設

新設

管理棟・1階 廊下

外 部 ・ 内 部 仕 上 表

外部面

内部面

廻り縁

室内面

室外面

室外面

室内面

内部面

外部面

研究棟・2階 廊下

既設

新設

既設

新設

管理棟・2階 廊下

既設

新設

既設

新設

CH2700

CH2700

塩ビ廻り縁

塩ビ廻り縁

CH2400

CH2400

CH2500

CH2500

塩ビ廻り縁

塩ビ廻り縁

CH2400

CH2400

既設

新設

既設

新設

校舎棟・2階 ホール

室内面

室外面

室内面管理棟・1階 スロープ 新設

Ａ-09

原図：Ａ２ 

床

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、

一部ビニール系タイル貼り　撤去

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、

一部ビニール系タイル貼り　撤去

一部 ビニール系タイル貼り　新設

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、

150角磁器質タイル

（傾斜部・ノンスリップ磁器質タイル）

巾　　木 腰　・　壁 天　 井

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、
ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）

軽鉄間仕切ＰＢｔ=12継目処理　複層塗材Ｅ吹付け 化粧石膏ボードｔ＝9.5モルタル巾木 Ｈ＝100

モルタルコテ押さえ ＡＥＰ塗り木製  ＯＰ塗り Ｈ＝100 化粧石膏ボードｔ＝9.5

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、
ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）

モルタルコテ押さえ ＡＥＰ塗り木製　ＯＳ塗り Ｈ＝100 化粧石膏ボードｔ＝9.5

防水モルタル塗りの上シート防水

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、
ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）

モルタル ＶＰ塗りモルタル ＶＰ塗りＨ=100 有効石膏ボードｔ=7目スカシ張り ＥＰ・ロ-ラー

防水モルタル塗りの上シート防水
モルタル刷毛引リシンガン吹付 大平板ｔ＝7目スカシ900ｘ900 ＶＰ塗り

（シート防水のみ撤去）

高圧洗浄後下地調整の上、
ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）

150角磁器質タイル

（外部外壁） コンクリート打ち放しの上複層塗材Ｅ吹付

（梁・柱天端）コンクリート直均し金コテ仕上げ

ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）歩行用（防滑性）

ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）歩行用（防滑性）

ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）歩行用（防滑性）

ウレタン系塗膜防水（Ｘ－２）歩行用（防滑性）

（内部外壁）高圧洗浄下地調整の上 防水形複層塗料ＲＥ吹付け

（外部外壁）高圧洗浄下地調整の上 防水形複層塗料ＲＥ吹付け

（外部・梁・柱）コンクリート打ち放し防水形複層塗料ＲＥ吹付け

（内部外壁） 防水モルタル塗り金コテ仕上の上　複層塗材ＲＥ吹付

一部ビニール系床シート貼り　撤去

一部 ビニール系床シート貼り　新設

一部モルタル塗り　t=30　撤去

一部モルタル塗り　t=30　撤去

一部モルタル塗り　t=30　新設

一部モルタル塗り　t=30　新設

一部ビニール系タイル貼り　新設

備　　考

（集水器6ヶ所 撤去）

　・アルミ手摺50Φ H160　新設

　・アルミ笠木 W175　新設

　・コンクリート製ベンチ　下地調整の上ＤＰ塗装

　・ＳＵＳ製手摺 Ｈ850，650

　・既設 玄関マット枠共 撤去

　・2/ＡＤ 一部撤去

　・1/ＡＤ 一部撤去

　・3/ＡＤ 一部撤去

　・4/ＡＤ 一部撤去

（集水器6ヶ所 新設）

　・竪樋カラー塩ビパイプ・100Φ・75Φ・50Φ仕上　4ヶ所 撤去

　・竪樋カラー塩ビパイプ・100Φ・75Φ・50Φ仕上　4ヶ所 新設

　・既設ＥＸＰ・Ｊシーリング打ち替え（ＭＳ－２）

特記なき限り、外壁の下地調整は、高圧洗浄（加圧30～50MPａ）後、下地調整（C-1）とする。

（外部軒裏）高圧洗浄下地調整の上 外装薄塗材Ｅ吹付け

（外部軒裏）コンクリート打ち放しの上外装薄塗材Ｅ吹付



　２．　　　　：ﾓﾙﾀﾙ仕上げ（t=30）撤去

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

既設ＡＤ撤去

（既設）シート防水 撤去
（既設）エキスパンション・ジョイント一時撤去

既設ＡＤ撤去

校舎棟

（既設建物） （既設建物）

管理棟

ｽﾛｰﾌﾟｽﾛｰﾌﾟ

研究棟

（既設建物）

　ＵＰ

既設ＡＤ撤去+43

5,400

3
,
00

0

管理棟
（既設建物）

校舎棟

（既設建物）

ＤＷ

1

2

3

4

5

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

Ａ-10

原図：Ａ２ 

補強前　１階・Ｒ階平面図

補強前 Ｒ階 平面図

3,500

7
50

（既設）シート防水 撤去

※特記なき限り、下記とする。

　１．　　　　：改修対象外

（既設建物）

研究棟
（既設）笠木： 防水モルタル金コテ（既設）笠木： 防水モルタル金コテ

+8

（既設）シート防水 撤去
既設ＡＤ撤去

（既設）エキスパンション・ジョイント一時撤去（既設）エキスパンション・ジョイント一時撤去

（既設）シート防水 撤去

+9ベンチ

ベンチ ベンチ

　３．　±0 　：渡り廊下ＦＬからのレベル（cm）

1/100

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

補強前 １階平面図

　２．　　　　：ﾓﾙﾀﾙ仕上げ（t=30）撤去

※特記なき限り、下記とする。

　１．　　　　：改修対象外

　３．　±0 　：土間ｺﾝｸﾘｰﾄＦＬからのレベル（cm）

±0

2,500
+35

7
4
0

±0

ｽﾛｰﾌﾟ新設箇所



ｄ

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

+8

研究棟

（既設建物）

校舎棟

（既設建物） （既設建物）

管理棟

校舎棟

（既設建物）

ＤＷ

1

2

3

4

5

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

管理棟

（既設建物）

ｅ ｆｂ ｃａ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

1/100

2.　　　：新設躯体

1.　　　：改修対象外

※特記なき限り、下記とする。

1.　　　：改修対象外

※特記なき限り、下記とする。

2.　　　：新設躯体

Ａ-11

原図：Ａ２ 

補強後　１階・Ｒ階平面図

スロープ新設

DW

UP

UP スロープ新設

高圧洗浄後下地調整の上ＤＰ塗装

（ベンチ）

（既設）エキスパンション・ジョイント再取付（シーリング共）

（既設）エキスパンション・ジョイント再取付（シーリング共）

ＡＤ新設

ＡＤ新設

ＡＤ新設

3,500

7
50

スロープ新設（1/8）

補強後 Ｒ階 平面図

補強後 １階平面図

EXP.Jシーリング打ち替え

手摺新設
手摺新設

ＡＤ新設

高圧洗浄後下地調整の上
ウレタン塗膜防水（Ｘ-2）歩行用（防滑性） 高圧洗浄後下地調整の上

ウレタン塗膜防水（Ｘ-2）歩行用（防滑性） 高圧洗浄後下地調整の上
ウレタン塗膜防水（Ｘ-2）歩行用（防滑性）

（新設・梁） コンクリート打ち放しの上防水形複層塗料ＲＥ吹付け

（新設）柱：コンクリート打ち放し

防水形複層塗料ＲＥ吹付け

研究棟

（既設建物）

ｽﾛｰﾌﾟ ｽﾛｰﾌﾟ（既設）柱：防水形複層塗材ＲＥ吹付け

（新設）コーナーガード　90×90　Ｈ2,000

（新設）コーナーガード　90×90　Ｈ2,000

＜防水仕様＞

　・既設シート防水及び端部押え金物撤去

　・平場　　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ-2）歩行用（防滑性）

　・立上り　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ-2）

　・下地調整　ｶﾁｵﾝ系下地調整材

　・水洗い　　高圧洗浄（30～50 MPa）

笠木：高圧洗浄後アルミ笠木（W175）

笠木：高圧洗浄後アルミ笠木（W175）

　　　及びアルミ手摺φ50　H160　新設

　　　及びアルミ手摺φ50　H160　新設



1/100

設計ＧＬ

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

Ａ-12

原図：Ａ２ 

補強前 西立面図

補強前　立面図

（既設建物）

（既設建物）

研究棟

（既設建物）

管理棟

1/100

設計ＧＬ

管理棟

（既設建物）

補強前 東立面図

（既設建物）

目地補修

（既設）集水器：竪樋撤去

（既設）集水器：竪樋 撤去 （既設）集水器：竪樋撤去 （既設）集水器：竪樋撤去

（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

目地補修

（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

校舎棟

校舎棟

（既設）スチールパーテーション　ＦＥ塗り

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付 （既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付 （既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付 （既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付
（既設）スチールパーテーション　ＦＥ塗り

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付 （既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）笠木：防水モルタル塗り金ゴテ

（既設）手摺（内外共）：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付

（既設）笠木：防水モルタル塗り金ゴテ

（既設）ベンチ：防水モルタル塗り金ゴテ （既設）ベンチ：防水モルタル塗り金ゴテ

（既設）アルミ水切り

（既設）柱：コンクリート打ち放しの上複層塗材ＲＥ吹付



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100

設計ＧＬ

管理棟

（既設建物）

1/100

設計ＧＬ

管理棟

（既設建物）

（既設建物）

研究棟

1.　　　：改修対象外

※特記なき限り、下記とする。

2.　　　：新設躯体

1.　　　：改修対象外

※特記なき限り、下記とする。

2.　　　：新設躯体

Ａ-13

原図：Ａ２ 

補強後 西立面図

補強後 東立面図

補強後　立面図

（既設建物）

（既設建物）

校舎棟

校舎棟

（既設）スチールパーテーション　ＤＰ塗り（塗替え）

□ー100×50×2.3（ﾀﾃﾖｺ共）

□ー100×50×2.3（ﾀﾃﾖｺ共）

（既設）スチールパーテーション　ＤＰ塗り（塗替え）

※ひび割れ補修等は、施工数量調査を行い、市監督員による確認後施工すること。

Ｕｶｯﾄｼｰﾙ充填工法（1mm以上）

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法（防錆処理共）

・ひび割れ補修

・欠損部補修

・ひび割れ補修

＜外壁クラック補修仕様＞

・浮き部補修

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（1mm以下）

（新設）アルミ手摺50Φ　Ｈ160

新設梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しの上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）手摺（内外共）：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（新設）アルミ手摺50Φ　Ｈ160

（既設）手摺（内外共）：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

φ100

φ75 φ75

φ100

φ50

（新設）竪樋：集水器 カラー塩ビφ100・φ75・φ50

（新設）竪樋：集水器 カラー塩ビφ50

（新設）竪樋：集水器 カラー塩ビφ100・φ75・φ50

φ50

新設柱：コンクリート打ち放しの上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16本/㎡　25ml/穴）

笠木：高圧洗浄後アルミ笠木（W175）設置

笠木：高圧洗浄後アルミ笠木（W175）設置

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付
（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）手摺（内外共）：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）手摺（内外共）：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）ベンチ：高圧洗浄後下地調整の上ＤＰ塗 （既設）ベンチ：高圧洗浄後下地調整の上ＤＰ塗

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上

防水形複層塗料ＲＥ吹付

新設柱：コンクリート打ち放しの上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

新設梁：コンクリート打ち放しの上、防水形複層塗料ＲＥ吹付

新設コーナーガード
90×90　Ｈ2,000 90×90　Ｈ2,000

新設コーナーガード

90×90　Ｈ2,000
新設コーナーガード

90×90　Ｈ2,000
新設コーナーガード

（既設）柱：高圧洗浄後下地調整の上、防水形複層塗料ＲＥ吹付
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設計ＧＬ
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 ベンチ：防水モルタル金ごて仕上の上エポキシ塗床

 笠木：防水モルタル金ごて仕上

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/40

※特記なき限り、　　　　は、既設躯体を示す。

躯体撤去

コンクリート打ち放しの上、外装薄塗材Ｅ吹付

70

245

図面番号

1
5
0

地中梁天端

Ａ-14

原図：Ａ２ 

補強前

補強前・補強後 矩計図

高圧洗浄後下地調整の上ウレタン系塗膜防水（Ｘ－2）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（MS-2　10×10） 水切り撤去後ﾓﾙﾀﾙ補修　H200

防水端部納まり詳細図　1/20

補強後

モルタル巾木

4
0
0

あと施工アンカー打設面目荒らし

1,500 2,000 2,000
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,
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9
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1
,
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1
,
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1
6
0

※特記なき限り、　　　　は、既設躯体を示す。

1
5
0

7
5
0

6
0
0

５ ４ ２３

 ベンチ：高圧洗浄後下地調整の上ＤＰ塗り

ｼｰﾘﾝｸﾞ（PU-2）20×10

コンクリート打ち放しの上、

コンクリート打ち放しの上、

（既設梁）

手摺天端

2FL

3
0

2SL

地中梁天端

基礎底

モルタル巾木：高圧洗浄のみ

4
0
0

防水形複層塗材ＲＥ吹付

高圧洗浄後下地調整の上防水形複層塗材ＲＥ吹付

防水形複層塗材ＲＥ吹付

コーナーガード
90×90　Ｈ2,000　合成ゴム製

コンクリート打ち放しの上、

防水形複層塗材ＲＥ吹付

 笠木：高圧洗浄後アルミ製笠木（W175）新設

高圧洗浄後下地調整の上防水形複層塗材ＲＥ吹付

高圧洗浄後下地調整の上

ウレタン系塗膜防水（Ｘ－2）歩行用（防滑性）

高圧洗浄後下地調整の上防水形複層塗材ＲＥ吹付

アルミ手摺φ50　H160　新設

（既設柱）
高圧洗浄後下地調整の上防水形複層塗材ＲＥ吹付

コーナーガード
90×90　Ｈ2,000　合成ゴム製

コンクリート打ち放しの上、

防水形複層塗材ＲＥ吹付

（軒天）

高圧洗浄後下地調整の上
防水形複層塗材ＲＥ吹付

（垂壁）

基礎一部撤去

3
0
0

900

既設シート防水端部納まり詳細図　1/20

防水ﾓﾙﾀﾙの上シート防水（t=1.2）

コンクリート打ち放しの上、複層塗材ＲＥ吹付

コンクリート打ち放し上、複層塗材ＲＥ吹付

コンクリート打ち放し上、複層塗材ＲＥ吹付

防水押え金物（撤去）
アルミ水切り（撤去）

防水モルタルt=30

既設シート防水（t=1.2）撤去

（シート防水のみ撤去）

アルミ水切り（撤去）
防水押え金物（撤去）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（MS-2）（撤去）

高圧洗浄後下地調整の上外装薄塗材Ｅ吹付



：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去範囲（鉄筋残置）

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/50
Ａ-15

改修前・改修後　管理棟１階平面詳細図

原図：Ａ２ 
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（新設）150角磁器質タイル
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1,250 4,150

5,400

+43

ｽﾛｰﾌﾟ設置

2,500 2,500 2,000 2,500

7,000

2,500 2,500 2,000 2,500

7,000

2,925
ｆ

2,925
ｆ

±0 は、ポーチ1ＦＬからの高さを示す（ｃｍ）註）±0 は、ポーチ1ＦＬからの高さを示す（ｃｍ）註）

改修前　管理棟１階平面詳細図 改修後　管理棟１階平面詳細図1/50 1/50

ｶｯﾀｰ入れ

Ｂ Ｂ

Ｃ
Ｃ

±0
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Ａ

DW

（1,200×600）
玄関ﾏｯﾄ撤去（枠共）

+35

7
4
0

仕上ﾓﾙﾀﾙ撤去

+43

（新設）スロープ

段鼻ﾀｲﾙ撤去後補修

3
0
0
3
0
0

：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ目荒らし範囲

+35

SUS手摺

SUS手摺

SUS手摺

2,640

点字ブロック
300×300

点字ブロック
300×300

（新設）スロープ（1/12以上）

1
5
0

2
,
7
0
0



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/30
Ａ－16

ｽﾛｰﾌﾟ詳細図

原図：Ａ２ 

▽
入口ＦＬ

3
5
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▽
土間ＦＬ
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踊場ＦＬ

1
00

10
0

3
5
0
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150
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150

1,100

100 2,000

1/30

▽
入口ＦＬ

35
0

▽
土間ＦＬ

1/30

特記なき限り下記とする。

　２．手摺高さはFL+650及びFL+850とする。

1/30

特記なき限り下記とする。

　２．手摺高さはFL+650及びFL+850とする。

Ａ　－　Ａ　断面図 Ｂ　－　Ｂ　断面図

Ｃ　－　Ｃ　断面図

1
00

10
0

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ850

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ650

　３．床ﾀｲﾙは、斜路と踊場を色分けすること。

　３．床ﾀｲﾙは、斜路と踊場を色分けすること。

特記なき限り下記とする。

　２．手摺高さはFL+650及びFL+850とする。

　３．床ﾀｲﾙは、斜路と踊場を色分けすること。

笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し金ごて仕上げ

立上り部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上げ 立上り部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上げ

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ850

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ650

150角磁器質ﾀｲﾙ（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

150角磁器質ﾀｲﾙ（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し金ごて仕上げ

笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し金ごて仕上げ

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ850

手摺φ38（ＳＵＳ製　ＨＬ）Ｈ650

立上り部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上げ

1,200 150150 150 1,200 150

3,000

▽階段手摺面

　１．　　　：既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=120） 　１．　　　：既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=120）

　１．　　　：既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=120）

1-Ｄ13

横筋：Ｄ10＠200

差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200

差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200
既設土間配筋（残置）

既設土間配筋（残置）

Ｄ10＠200ﾀﾃﾖｺ共

既存躯体面目荒らし

Ｄ10＠200ﾀﾃﾖｺ共

Ｄ10＠200ﾀﾃﾖｺ共

差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200

1-Ｄ13

横筋：Ｄ10＠200 横筋：Ｄ10＠200
差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200

横筋：Ｄ10＠200
差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200

1-Ｄ13

Ｄ10＠200ﾀﾃﾖｺ共 1-Ｄ13

高圧洗浄後下地調整の上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ-2）
▽

ホールFL+90

既設ﾓﾙﾀﾙ仕上げ撤去（750×3,500）

ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ-2）　※平場とは色分けのこと

＜２階＞

▽

＜１階＞

踊場FL+80

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ

踊場：ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

1/30管理棟入口前ｽﾛｰﾌﾟ詳細図

300 300

1/30

特記なき限り下記とする。

　１．　　　：既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=120）

▽既設段鼻

差筋ｱﾝｶｰ：Ｄ10＠200 1-Ｄ13
Ｄ10＠200ﾀﾃﾖｺ共

1-Ｄ13

1
00

12
5
1
25

600～1,225

段鼻ﾀｲﾙ　150mm角

モルタル金こて仕上げ

新設階段　詳細図

150角磁器質ﾀｲﾙ（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）
（斜路）

（平場）
150角磁器質ﾀｲﾙ 6

5
08
50

1
00

6
50

85
0

150

既設ﾓﾙﾀﾙ仕上げ撤去

ｶｯﾀｰ入れ ｶｯﾀｰ入れ

（斜路）

（斜路）

（平場）
150角磁器質ﾀｲﾙ

（平場）
150角磁器質ﾀｲﾙ



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100

1/100

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

1

2

3

4

5

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 2,925 2,500 2,500 2,000 2,5002,0551,8003,105.62,700

7,000

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

※特記なき限り　　　は、改修対象外を示す。

※特記なき限り　　　は、改修対象外を示す。

原図：Ａ２ 

Ａ-17
建具キープラン

 Ｒ階 平面図

 １階平面図

４

３

２

１
ＡＤ

研究棟

（既設建物）

校舎棟

（既設建物） （既設建物）

管理棟

ｽﾛｰﾌﾟｽﾛｰﾌﾟ

研究棟

（既設建物）

　ＵＰ

管理棟
（既設建物）

校舎棟

（既設建物）

ＤＷ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ



900以上

備 考

付 属 金 物

見 込 　

硝 子

仕 上 　

室 名型 状

70

アルミサッシュ・シルバー撤去

管理棟　1Ｆ廊下

網入り透明ガラスt＝6.8一部 撤去

付属金物一式（丁番　・ステンレス引手Ｌ＝450・戸当り・本締錠・その他）撤去

硝 子

仕 上 　

室 名型 状

数 量記 号 二層ランマＦｉｘ付き両開きドアＡＤ
2

1
1

ＡＤ 1

数 量記 号 1

1,
80

0

1,850

管理棟　2Ｆ廊下

両開きドア

70

アルミサッシュ・シルバー撤去

網入り透明ガラスt＝6.8撤去

付属金物一式（丁番　・ステンレス引手Ｌ＝450・戸当り・本締錠・その他）撤去

1,780

56
0

10
0

1,
80

0

ランマ引き違い付き引き違い戸ＡＤ
3

研究棟　2Ｆ廊下

70

付属金物一式（戸車　・本締錠・その他）撤去

ランマＦｉｘ付き引き違い戸ＡＤ
4

校舎棟　2Ｆ廊下

1,580

管理棟　2Ｆ廊下

1,850

70

11

管理棟　1Ｆ廊下

5
0
0

1
0
0

5
6
0

1
00

1
,8

0
0

網入り透明ガラスｔ＝6.8撤去

3
,0

6
0

1,800

既設アルミサッシュ再使用

既設 網入り透明ガラスｔ＝6.8再使用

既設アクリル板再使用

1,720

2
30

研究棟　2Ｆ廊下

1,720

校舎棟　2Ｆ廊下

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ ＦＬ

ＦＬ

アルミサッシュ・シルバー撤去

網入り透明ガラスt＝6.8一部撤去

アルミサッシュ・シルバー撤去

網入り透明ガラスt＝6.8撤去

付属金物一式（戸車　・本締錠・その他）撤去

網入り透明ガラスｔ＝6.8撤去 網入り透明ガラスｔ＝6.8撤去

網入り透明ガラスｔ＝6.8

1,
8
00

43
0

1
00

5
00

1,
8
00

1,
8
00

23
0

有効開口
9451095

有効開口有効開口

1,
7
50

1
4
0

4
9
0

アルミ両開きドアー撤去
アルミ引違い戸 撤去 アルミ引違い戸 撤去

1
60

3
,0

60

700 595

有効開口
1048

23
0

1,
8
00

ＦＬ

1,650

（枠は既設のまま） （枠は既設のまま） （枠は既設のまま） （枠は既設のまま）

1 2 3 4
1 1 1ＡＤ ＡＤ ＡＤ ＡＤ

1,800

新設　アルミニウム製建具　

アルミ（着色） アルミ（着色） アルミ（着色）

網入り透明ガラスｔ＝6.8 網入り透明ガラスｔ＝6.8 網入り透明ガラスｔ＝6.8

備 考

付 属 金 物
引棒（ｽﾃﾝﾚｽHL　L=600）、ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ仕様ｽﾃﾝﾚｽ床ﾚｰﾙ、標準付属金物

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、自閉装置、指挟み防止ｺﾞﾑ

引棒（ｽﾃﾝﾚｽHL　L=600）、ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ仕様ｽﾃﾝﾚｽ床ﾚｰﾙ、標準付属金物

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、自閉装置、指挟み防止ｺﾞﾑ

引棒（ｽﾃﾝﾚｽHL　L=600）、ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ仕様ｽﾃﾝﾚｽ床ﾚｰﾙ、標準付属金物

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、自閉装置、指挟み防止ｺﾞﾑ

引棒（ｽﾃﾝﾚｽHL　L=600）、ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ仕様ｽﾃﾝﾚｽ床ﾚｰﾙ、標準付属金物

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、自閉装置、指挟み防止ｺﾞﾑ

アルミ（着色）

1,095

745745

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/50

改修前・改修後　建具表三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

既設　アルミニウム製建具

Ａ-18

原図：Ａ２ 

片引き戸 ２連片引き戸２連片引き戸 ２連片引き戸

アルミ両開きドアのみ撤去

※特記なき限り、残置とする。

（欄間部分既設のまま） （欄間部分既設のまま） （欄間部分既設のまま）



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

改修前 外構図三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100
原図：Ａ２ 

Ａ-19

渡り廊下

ｽﾛｰﾌﾟｽﾛｰﾌﾟ

一般閲覧室１ ラウンジ
研究棟

（既設建物）

（既設建物）

廊下

（既設）土間コンクリートト舗装 撤去

1,
82

5

既設地中梁

35
0

1
,7

05

管理棟
（既設建物）

700ｘ600 700ｘ600
（既設）花壇 撤去 （既設）花壇 撤去

水
平
距

離
1
4
0
0
撤

去

（既設）化粧歩車道境界ブロック撤去

4,
20

0

4
,0

0
0

（既設）コンクリート側構W=240 撤去

（
既
設
）
コ

ン
ク
リ
ー

ト
側
構
W
=
2
4
0
 
撤

去

50

1/30（既設）アスファルト舗装　詳細図（参考図）（既設）土間コンクリート舗装　詳細図（参考図） 1/30

（既設）土間コンクリートｔ＝100

1/30（既設）コンクリート側溝Ｗ＝250　詳細図（参考図）

100 50
250

50 100

（既設）グレーチングW=250
地盤面

10
5
～

15
0

（既設建物）

1/100改修前 外構図 凡例
：土間コンクリート舗装ｔ=150 撤去

表層（密粒アスコン）ｔ＝50

管理棟
（既設建物）

（既設建物）

（既設建物）

校舎棟

校舎棟

校舎棟

中　庭

3,450

3
,4

50

3,450

3,450

既設側溝面

既設側溝面

既設側溝面 ▽

▽

▽

ｶｯﾀｰ入れ

ｶｯﾀｰ入れ

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去範囲図　1/300

：アスファルト舗装ｔ=50 撤去

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

：中庭一部撤去（土厚ｔ＝200） 撤去

※既設アスファルト舗装の撤去範囲は、撤去範囲図参照

（
既
設

）
コ
ン

ク
リ

ー
ト
側
構

W
=
2
4
0
 
撤
去

4,
20

0

カッター入れ

カッター入れ

カッター入れ

カッター入れ

（既設）路盤工　撤去

（既設）土間コンクリート舗装 撤去

15
0

15
0

1
00

（既設）路盤工　撤去



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/20・1/30・1/100

改修後　外構図三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

Ａ-20

3,450

3,450

3,450

既設側溝面

既設側溝面 ▽

▽

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

（既設建物）

校舎棟

校舎棟

管理棟

（既設建物）

中　庭

（既設建物）

：新設アスファルト舗装（A-5-15）

ｽﾛｰﾌﾟｽﾛｰﾌﾟ

研究棟

（既設建物）

廊下

（新設）土間コンクリート目地　＠3100　ﾀﾃﾖｺ共

（新設）土間コンクリート舗装 ｔ＝150

校舎棟

（既設建物）

（既設建物）

管理棟

1/100改修後 外構図

（新設）砕石ＲＣ-40

（新設）コンクリート側溝Ｗ＝250　詳細図

100 50
250

50 100

1
50

25
1
50

50

（新設）5－D10

（新設）D10＠200

既設Ｕ字構蓋W=250

1
25

地盤面

1
05

～
15

0

（新設）土間コンクリート舗装　詳細図1/30 （新設）アスファルト舗装　詳細図

1
50

15
0

1/30

D10＠200シングル・クロス

（新設）路盤工（砕石ＲＣ-40）

コンクリート舗装　ＦＣ=24Ｎ/ｍｍ2

目地タテ・ヨコ＠3100

（新設）土間コンクリートｔ＝150　金こて仕上
捨てコンクリート

砕石：再生材

舗装面

（新設）片面歩車道境界ブロック　詳細図

10
0

20
0

土面

1/20

1
60

～
1
10

90

90ｘ90ｘ180

1/30

2
0

50
1
50

表層（密粒アスコン）ｔ＝50

（新設）路盤工（砕石ＲＣ-40）

プライムコートＰＫ－3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧範囲図　1/300

：（新設）土間コンクリート舗装ｔ=150

凡例

※既設アスファルト舗装の復旧範囲は、復旧範囲図参照

1
,
70

5
3
50

1
,8

25

（新設）片面歩車道境界ブロック敷

（Ｌ＝３２ｍ）

（新設）コンクリート側溝Ｗ＝250 （既設Ｕ字構蓋 再取付）

（Ｌ＝27.00 ｍ）

（新設）コンクリート側溝Ｗ＝250 （Ｌ＝4.8ｍ）
（Ｌ＝4.8ｍ）

（新設）コンクリート側溝Ｗ＝2504
,
00

0

▽

境界ブロック面

4,
00

0

▽

境界ブロック面

中庭

既設 化粧ブロック（再利用）

（既設Ｒ付きCｈ-PL側溝蓋　再利用）

（既設Ｒ付きCｈ-PL側溝蓋　再利用）



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/500

敷地境界線

道路境界線

研究棟

管理棟

敷地境界線

道
路

境
界

線

敷
地

境
界

線

屋内運動場

大学ホール

クラブハウス

工事車両通行ルート

校舎棟

運動場

管理棟

Ｎ

渡り廊下

交通誘導員配置
大型車両通行時

仮設計画図（１）

駐輪場
生徒通行用に通路確保（幅1.5ｍ程度）

現場事務所

工事用仮設便所
ポール（既設）

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ Ｈ=1800

凡　例

：工事進入口

：ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ（Ｈ１，８００）

生徒通行用に通路確保（幅1ｍ程度）

Ａ-21

原図：Ａ２ 

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　W=6,000

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　W=6,000

W=6,000

：交通誘導員

作業日常駐

1/500外部仮設計画図

：ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（Ｗ６，０００）



2,925

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

1/100

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

校舎棟

（既設建物） （既設建物）

管理棟

　ＵＰ
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ＤＷ
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31,000
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2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

6,200
ｅ

ｽﾛｰﾌﾟ新設

LGS下地PB t9.5貼　仮設間仕切り

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H1,800

管理棟
（既設建物）

仮設計画図（２）

研究棟

（既設建物）
LGS下地PB t9.5貼　仮設間仕切り

LGS下地PB t9.5貼　仮設間仕切り

LGS下地PB t9.5貼　仮設間仕切り

渡り廊下

凡　例

：床養生（ｼｰﾄ、ﾍﾞﾆｱ）

２階　仮設計画図

Ａ-22

原図：Ａ２ 

管理棟１階仮設計画図 1/100

凡　例

：床養生（ｼｰﾄ、ﾍﾞﾆｱ）



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

Ｓ-01

２．施工上の注意事項 ｃ）コンクリート・無収縮モルタル第一章　工事概要
仮設工事は、次の各項に留意して行うこと。　

材　　料 種　　目 試験方法 試験回数
１．工事件名　 ａ）既存部材の仕上げ材及び機具類に損傷を与えないよう充分注意すること。なお

コンクリート スランプ JIS A 5308 圧縮強度試験用供試体採取時
　　場合によっては、必要に応じてシート等で養生する。

空気量荷卸し地点に２．工事場所　
おけるﾚﾃﾞｨ 試験体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの の強度指定の ・1回につき材令7日と28日のそれ３．工事概要　 第四章　撤去工事 品質検査 ための圧縮強 　ぞれ3本とする。尚、監督員の

度試験 　指示により試験回数を増やす
４．工事範囲　　 １．撤去工事 　ことがある。

ａ）補強部材の設置に伴い、設置される構面内の既存仕上げ・躯体と土間等の一部
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ　　を撤去する。

　尚、1回に付き6本の供試体ｂ）補強部材と接する既存コンクリート面は、充分に目荒らしを行う。
　を作成し、材令7日、28日で

５．工事計画 ｃ）塗り仕上げまたはこれに準ずる仕上げ材、及び躯体を撤去する場合は、両面か 　各3本とする。
本工事は、既存の構造体に対して部材を増設する事に依って耐震性能の向上及び改 　　らカッターで切り込みをつけてから撤去する。

善を図るもので、既存躯体との接合が極めて重要である。また、この工事は限られ ｄ）撤去に際しては、廃棄物の処理に関する法律に準拠する。

た場所で行われるもので、一般の建築工事とは施工方法等相当異なる面がある。 ２．撤去工事における注意事項　　　　 ２．施工内容

よって、設計の主旨及び最終的な建物の状態を十分理解した上で工法を選び、施工 ａ）コンクリート及び塗り仕上げを部分的に撤去する場合は、既存部分の仕上げに ａ）既存躯体の実測とスミ出し ｆ）コンクリート打設

計画をたてなければならない。特に、次の点に十分注意する事。 　　損傷を与えないよう充分注意する。特に、塗り仕上げ、増設部材設置構面内の ｂ）既存柱面及び梁面にアンカー孔を施し、 ｇ）コンクリート養生

ａ）躯体寸法、階高寸法その他は実測による。 　　壁コンクリート及び土間コンクリート等の撤去に際しては、カッター等で切り 　　樹脂接着系アンカー設置後、鉄筋を定着 ｈ）無収縮グラウトモルタル

ｂ）既存コンクリートとの一体化を図る。 　　込みを付け、既存部分の保護をはかる。 ｃ）梁筋の加工及び組立 ｉ）型枠撤去及び清掃

ｃ）新設部と既存部材との定着を十分に行う。 ｂ）増設する部材に接する既存コンクリートは、充分に目荒らしを行い、増設部材 ｄ）清掃及び水湿し ｊ）圧縮試験

ｄ）騒音、粉塵及び汚染など支障を及ぼす範囲をできるだけ小さくする。 　　との一体化を図る。なお、目荒らしは深さ６㎜程度の凹凸で全体を荒らすよう ｅ）型枠組立

ｅ）仕上げ及びコンクリート等の撤去に際しては、最小限必要な範囲とし、残 　　にする。

　　りの部分を傷めない様に十分注意する。 ｃ）はつり工事は、構造躯体に悪影響を与えない方法で丁寧に行うこと。（電気ピ ３．　接着系アンカーの施工

ｆ）既存配管、配線及び器具等を十分調査し、損傷を与えないように注意する。 　　ックを用いる等） ａ）穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査器等により確認し、既存部の損傷を極力避

ｇ）施工に先立ち全工程の施工計画書を作成し、確認を得る事。各試験は、試 ｄ）コンクリート打設前には粉塵、はつりがら等を清掃し、数日前から水湿めしを 　　ける。

　　験方法及び結果報告を遅滞なく行うこと。なお、施工計画書は工事種別ご 　　行う。 ｂ）施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカー埋め込み前には穿孔

　　とに作成すること。 ｅ）既存の躯体状態の確認及び必要と認められる場合は、適宜補修をする事。 　　内の切り粉等を除去する。

ｃ）アンカーが既存鉄筋に当たった場合や、斜めの打ち込み、穿孔に失敗した場合は、

６．工事内容　　　本工事の工事項目及び箇所数は、下表による。 　　アンカーピッチを守り、打ち直しとする。

ｄ）固着度検査の結果、不合格となった場合は、アンカーピッチを守り打ち直しとする。第五章　鉄筋コンクリート造新設壁　増設工事（基礎打増し工事を含む）
階

ｅ）あと施工アンカーの埋込み長さは、8d以上とする。

１．材　　料 ｆ）アンカー筋の定着は、20d（ナット付き異形棒鋼）以上とする。　ナット取付

（１）使用材料及びメーカー指定使用材料及びそれらの材料のメーカー指定は、次の 　　のためにネジ切りを行う場合には先端より50mm以下とする。

　　　とおりとする。 ｇ）アンカーは所定の位置、深さに垂直に取り付けるものとし、ピッチおよび配置方

ａ）鉄筋 　　法は接着系アンカーの配筋要領図による。

又、上記工事に伴う撤去・修復等の工事も併せて行うものである。 鉄筋は、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定する熱間

圧延異形棒鋼は、D16以下・SD295A、D19以上・SD345規格

とする。

ｂ）普通コンクリート第二章　総則
１）設計基準強度　Fc=　21N/mm2

１．摘要範囲 ２）レデイーミクストコンクリートを使用

本工事は、設計図及び本仕様書に基づくものとし、これらの記載無き場合は、次に ３）混和剤は、AE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とする。

定める優先順位の仕様書に拠ることとする。　 ４）粗骨材の最大寸法　20mm以下

（１）　本特記仕様書　　 ５）スランプ　18cm以下

（２）「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、耐震改修設計指針 ｃ）アンカー

　　　　・同解説」（財団法人　日本建築防災協会） アンカーは、カプセル型樹脂アンカーとする。

・旭化成工業株式会社　　ARケミカルセッター　APシリーズ

・日本デコラックス株式会社　　ケミカルアンカー　Rタイプ

（４）　工事内訳書

２．疑　　義

図面と仕様書の内容に相違があった場合や不明な箇所が生じた場合は、すべて監督

員と協議に拠るものとする。

３．材料等の試験

ａ）工事に使用する材料について試験を行うときは、監督員立ち会いのもとで採取

　　し封印または検印を受ける。

ｂ）各種材料の試験・性能等の確認・試験は公的機関において試験を受け、

　　その成績書を監督員に提出する。

４．提出書類　

ａ）その他監督員の指示するもの

５．近隣対策及び公害防止

近隣住民とのトラブルがないように細心の注意を払わなければならない。

特に騒音・振動・ほこり等に注意し、それが発生しない様に施工方法を検討し対処

する。また、安全管理に十分注意し、施工にあたる。

第三章　仮設工事

１．施工内容

ａ）工事期間中に施設の一般使用が考えられるため、工事箇所周囲に仮囲等を設け、

　　工事関係者以外の工事箇所立ち入りを防ぎ安全を図る。また、工事関係車両及

　　び一般使用者との出入口を明確に分ける。

ｂ）補強部材の周りには、適切な仮設を設けて施工性の向上と安全性の確保を図る。

既存壁はしあき かぶりｺﾝｸﾘｰﾄ
(5d以上) ﾋﾟｯﾁ(7.5d以上かつ30cm以下)

せん断補強筋

へりあき
(2.5d以上
かつ主筋の内側)

良(○) 不可(×)

ｼﾝｸﾞﾙ配置

あと施工ｱﾝｶｰ

･ｱﾝｶｰがｼﾝｸﾞﾙの場合は
　原則として壁芯とする｡

ﾅｯﾄ付として
8d以上 20d以上

はしあき
(5d以上) ﾋﾟｯﾁ(7.5d以上かつ30cm以下)

ｹﾞｰｼﾞ(5.5d以上)

へりあき
(2.5d以上
かつ主筋の内側)ﾀﾞﾌﾞﾙ配置

▽

ナット下端

　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

（３）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年度版）

補強工法 箇所

1 立体フレーム増設補強

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

ａ）　耐震補強

津市　一身田中野　地内

　　　本工事は、耐震補強改修工事及び、それに伴う補修

　　　に関するものである。なお、別途改修工事等に留意する。
312-1999

NEXCO試験方法

接着系アンカーの配筋要領図

耐震補強工事特記仕様書（1）

５．無収縮モルタル圧入工事

ａ）圧入モルタルは早強型特殊セメント系無収縮モルタルとし、調合はプレミックス

　　とする。

ｂ）材料は下記メーカー、もしくは同等品以上とする。

ｃ）事前に詳細な施工要領書を監督員に提出し承諾を得る。

ｄ）打ち込み前に、既存コンクリート表面及びコンクリート打ち継ぎ部の清掃及び水

　　湿しを充分に行う。

ｅ）圧入は適切な圧力で中断しないように連続圧送する。（2.3kg/cm2）

ｆ）グラウト孔をスパン中央部上下端に、空気抜きを上部スパン両端に設ける。

ｇ）グラウト孔にホースを接続し、連続圧送を行う。グラウトモルタルが空気抜きに

　　出てくることを確認した段階で注入を中断し各空気抜きパイプを確認した後再び

　　加圧グラウトを行い、作業を終了する。

ｈ）モルタル圧入部の型枠は注入圧力に耐え得るグラウト用とし、周囲に急結性又は

　　速乾性コーキング材を施し、モルタル漏れの無いようにする。

ｉ）モルタルグラウト型枠の取り外し時期については、監督員の指示による。　

ｊ）施工時及び養生期間中（7日間以上）は、常に湿潤状態を保ち、圧入モルタルの

　　温度を5℃以上に保つ。

　　又、施工時には水温の管理を充分に行い、水温10℃以上にて施工する。　

ｋ）圧入モルタル硬化中は圧入口、空気抜きパイプ等の密栓（バルブコック）を確認

　　し、有害な衝撃振動を与えない。

ｌ）圧縮強度等　　圧縮強度　30N/mm2

　　乾燥収縮　1×10-4以下

６．　新設壁の開口補強等

ａ）開口補強筋は、開口端より40d以上の長さで、壁内に定着させる。

ｂ）開口が、柱又は梁に接する場合、開口補強筋用のアンカーを設置し、アンカー筋

　　と開口補強筋を重ね継手により接続する。重ね長さは、40d（dは、太い方の

　　鉄筋の径）以上とする。

ｃ）開口補強筋用アンカーの有効埋込長さは10d以上とする。（dは、アンカー筋

　　の径）

ｄ）設備開口は、Ｗ300×Ｈ300以下とする。

　　（あと施工アンカーが設備開口に当る場合は、アンカー位置をずらし設計通りの

　　　総本数を確保する）

７．施工上の注意事項　

新設壁増設工事は、次の各項に留意して行うこと。　　

ａ）型枠等の加工にさきがけて、既存躯体の寸法等の実測を行い、これらの納まりが

　　確実になるよう充分な注意を払う。

ｂ）型枠は、一般の型枠と異なり、周辺既存部材との接続となり、コンクリート打設

　　時に型枠の移動が生じたり、セメントペーストが流失する恐れがあるので、サポ

　　ート及びゴムパッキング等を用いて十分注意を払う。

ｃ）コンクリートの打設は、バイブレーター等を用いて密実なコンクリートとする。

　　（7日間程度）は充分な湿潤養生を行う。又、養生期間中は、振動等を与えない

　　ように注意する。（膨張性混和材は、メーカーの管理において生コン工場で混和

　　する。）

ｄ）コンクリートには、膨張性の混和材を添加するのでコンクリート強度の発現中

４．スパイラル筋

　　ａ）新設壁（ブレースを含む）の周囲で、あと施工アンカーを設置した部分には、割

　　　　裂防止のため、スパイラル筋を配筋する。

　　ｂ）壁厚とスパイラル筋径の関係は、以下の通りとする。

幅　　　180　　　スパイラル径φ100

幅　　　200　　　スパイラル径φ120

幅　　　250　　　スパイラル径φ150

幅　　　300　　　スパイラル径φ200

ｃ）ラップ長はピッチの2倍以上とし、結束線にて結束する。

幅　　　150　　　スパイラル径φ75

若しくは同等品以上とする。同等品の認定については、公的機関による

引張強度・せん強度確認を必要とする。

（２）試験・確認等

使用材料の内、次のものは、施工業者の責任において検査・試験を行う。

ａ）カプセル型樹脂接着アンカー（全数打音確認）

ｂ）カプセル型樹脂接着アンカー（引張試験）

引張試験は、各階新設壁1枚当たり3本の試験を行う。場所は、係員の指示に

従い下記の張力を確認する。（地中梁は、増しコンクリート打設前に地中梁上

端で行う。）

◎　アンカー径ごとの試験張力は、次表による

ｱﾝｶｰ径 ｺｰﾝ状破壊時確認張力(kN)
引張耐力(kN)

Ｄ10

Ｄ16

Ｄ16

Ｄ25

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ強度　Fc=18.0N/mm2

備　考

有効埋込長10ｄ
有効埋込長10ｄ42.3

51.2
17.8
14.5

11.9
34.2
28.2

 9.7

・日本ヒルテイ株式会社　　HVU－G／EA

・太平洋セメント株式会社　太平洋プレユーロックス

・デンカ株式会社　デンカプレタスコンＴ－1

・株式会社ＡＢＣ商会　ノンシュリンクライト　グラウト

・BASFジャパン株式会社　マスターフロー870グラウト

6か所

・打ち込み日毎に1回とする。

・打ち込み日毎に1回以上とする。

耐震補強工事特記仕様書１



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

原図：Ａ２ 

耐震補強工事特記仕様書(2)

（２）試験・確認等 ５．無収縮モルタル圧入工事

使用材料の内、次のものは、施工業者の責任において検査・試験を行う。 ａ）圧入モルタルは早強型特殊セメント系無収縮モルタルとし、調合はプレミックス ｱﾝｶｰ筋接着系ｱﾝｶｰ
ｱﾝｶｰ筋ａ）頭付きスタッド（溶接部の曲げ試験） 　　とする。 接着系ｱﾝｶｰ

曲げ試験は、一辺に付き一本行う。曲げ試験は、頭付きスタッドの角度が垂直 ｂ）材料は下記メーカー、もしくは同等品以上とする。接着系ｱﾝｶｰ 既存躯体面目荒らし
から30゜になるまでハンマー又はその他適当な方法で曲げる。曲げ方向は、 ・（株）小野田プレユーロックス （柱、梁）
溶接部の外観に欠陥がある場合、その部分に最大引張力がかかるように曲げる。 ・電気化学工業（株）デンカプレタスコンＴ－１

ｂ）カプセル型樹脂接着アンカー（全数打音確認） ・（株）ＡＢＣ商会ノンシュリンクライト　グラウト ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｃ）カプセル型樹脂接着アンカー（引張試験） ・日曹マスタービルダーズ（株）マスターフロー８７０グラウト φ6 加工

ﾋﾟｯﾁ 50引張試験は、各階ブレース1枚当たり3本の試験を行う。　場所は、係員の ｃ）事前に詳細な施工要領書を監督員に提出し承諾を得る。
割裂補強筋 指示に従い下記の張力を確認する。（地中梁は、増しコンクリート打設前に ｄ）打ち込み前に、既存コンクリート表面及びコンクリート打ち継ぎ部の清掃及び水
(ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋6φ-@50)目荒し 地中梁上端で行う。） 　　湿しを充分に行う。

ｅ）圧入は適切な圧力で中断しないように連続圧送する。（2.3kg/cm2）
新設壁

◎　アンカー径ごとの試験張力は、次表による ｆ）グラウト孔をスパン中央部上下端に、空気抜きを上部スパン両端に設ける。

ｇ）グラウト孔にホースを接続し、連続圧送を行う。グラウトモルタルが空気抜きに
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ強度　Fc=17.6N/mm2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ強度　Fc=20.6N/mm2

　　出てくることを確認した段階で注入を中断し各空気抜きパイプを確認した後再び
ｱﾝｶｰ径 ｺｰﾝ状破壊時 ｺｰﾝ状破壊時壁横筋 確認張力(kN) 確認張力(kN) 　　加圧グラウトを行い、作業を終了する。引張耐力(kN) 引張耐力(kN)

壁縦筋 ｈ）モルタル圧入部の型枠は注入圧力に耐え得るグラウト用とし、周囲に急結性又は （ｽﾊﾞｲﾗﾙ筋の径は詳細図による）
D13

　　速乾性コーキング材を施し、モルタル漏れの無いようにする。割裂補強筋
D16目荒し (ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋6φ-@50) ｉ）モルタルグラウト型枠の取り外し時期については、監督員の指示による。　
D19

ｊ）施工時及び養生期間中（7日間以上）は、常に湿潤状態を保ち、圧入モルタルの
D22

　　温度を5℃以上に保つ。 割裂補強スパイラル筋納まり図
　　又、施工時には水温の管理を充分に行い、水温10℃以上にて施工する。　

※本建物の1階は　Fc=17.6N/mm2 ｋ）圧入モルタル硬化中は圧入口、空気抜きパイプ等の密栓（バルブコック）を確認接着系ｱﾝｶｰ

　　し、有害な衝撃振動を与えない。

ｄ）鉄骨製作工場は、（社）全国鉄鋼工業連合会のRグレード同等以上とする。 ｌ）圧縮強度等　　圧縮強度　30N/mm2

空気抜き口製作工場使用にあたり工場認定証等の提出をする。 　　乾燥収縮　1×10-4以下

ｅ）無収縮モルタル
上部型枠

６．施工上の注意事項　
材　　料 種　　目 試験方法 試験回数鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造新設壁施工要領図

鉄骨枠付ブレース増設工事は、次の各項を厳守し行うこと。
ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ・打ち込み日毎に1回とする。 ａ）鉄骨の加工に先立ち、既存躯体の寸法等の実測を行い、工作図及び原寸図を作成
無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入口　尚、1回に付き6本の供試体 上部型枠　　し、承諾を受ける。　を作成し、材令7日、28日で

ｂ）コンクリートドリルの径は、樹脂アンカーに適したものを用いる。この場合ドリ　各3本とする。
　　リングを行う前に、鉄筋探査器などの方法により既存鉄筋及び埋設管の位置をさ

縦型枠
　　けて、ドリリングする。

接着系ｱﾝｶｰ 空気抜き口 空気抜き口２．施工内容 ｃ）鉄骨の加工組立は、昭和56年建設省告示　第1103号によるほか、建設省通達　
ｳﾚﾀﾝ系ｺｰｷﾝｸﾞａ）既存躯体の実測とスミ出し ｅ）鉄骨建て方及び水湿し 　　住指発第220号（イ）の認定以上とする。なお、鋼材の溶接部分については日
（速乾性）空気抜き孔@1000 ｂ）鉄骨の加工組立（工場で行う） ｆ）型枠組立 　　本建築学会の鋼構造建築溶接部分の超音波探傷検査基準（JIS Z 3060

圧入口ｃ）アンカー孔を施し、樹脂接着系 ｇ）無収縮グラウトモルタル 　　基準）に規定する検査を行う。

　　アンカーを設置する。 ｈ）型枠撤去及び清掃 　　検査機関は、原則として（社）日本溶接協会によるWES8701（溶接構造
圧入孔

A-A'断面図ｄ）清掃　 　　物非破壊検査事業者の技術種別基準）の認定検査機関とする。検査者は（社）日

　　本非破壊検査協会により工事に対応した資格を有する者とする。第三者による検割裂補強筋(ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋6φ-@50)
３．　接着系アンカーの施工 　　査は工場溶接、現場溶接共100％行うこと。 下部型枠

ａ）穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査器等により確認し、既存部の損傷を極力避 ｄ）鉄骨の建方にはクレーン等を用い、つり上げて搬入した後、設置位置に吊り込み 立面図ｼｰﾙ(ﾓﾙﾀﾙ) 浅木
　　ける。 　　仮止めする。

鉄骨枠付ブレース無収宿モルタル圧入要領図ｂ）施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカー埋め込み前には穿孔 ｅ）割裂防止補強筋は図示に従い、スパイラル筋を整然と配筋する。又、柱・梁共鋼管ﾊﾞﾀ(2本抱)
　　内の切り粉等を除去する。 　　2辺ずつ配置する。新設壁
ｃ）アンカーが既存鉄筋に当たった場合や、斜めの打ち込み、穿孔に失敗した場合は、

　　アンカーピッチを守り、打ち直しとする。

ｄ）固着度検査の結果、不合格となった場合は、アンカーピッチを守り打ち直しとする。

ｅ）あと施工アンカーの埋込み長さは、８ｄ以上とする。 ｱﾝｶｰ筋ﾋﾟｯﾁ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造新設壁無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入要領図
ｆ）アンカー筋の定着は、20d（ナット付き異形棒鋼）以上とする。　ナット取付

ｽﾀｯﾄﾞﾋﾟｯﾁ
　　のためにネジ切りを行う場合には先端より50mm以下とし、ねじ山が２山以上

　　出るようにナットを取り付ける。

ｇ）アンカーは所定の位置、深さに垂直に取り付けるものとし、ピッチおよび配置方

　　法は接着系アンカーの配筋要領図による。第六章　鉄骨枠付きブレース　増設工事

４．スパイラル筋 （既存梁）

（既
存
柱
）

１．材料　 ａ）新設壁（ブレースを含む）の周囲で、あと施工アンカーを設置した部分には、割

（１）使用材料及びメーカー指定 　　裂防止のため、スパイラル筋を配筋する。

使用材料及びそれらの材料のメーカー指定は次の通りとする。 ｂ）幅とスパイラル筋径の関係は、以下の通りとする。

ａ）鉄骨及び鉄筋 幅 200
スパイラル筋φ120

１）鋼材は、JIS G 3101に規定されているSS400規格品以上とす 200

　　る。 ｃ）ラップ長はピッチの2倍以上とし、結束線にて結束する。
頭付きｽﾀｯﾄﾞ２）頭付きスタッドは、JIS B 1198に規定されている規格品とする。

接着系ｱﾝｶｰ３）アンカー筋は、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定さ
端部ﾅｯﾄ付き

　　れている、熱間圧延異形棒鋼SD345規格品とする。頭部はネジ切り加工
先端45°ｶｯﾄ

　　し、ナット取付のこと。

４）ボルトはトルシア形高力ボルト（S10T）とする。
Lの表

ｂ）アンカー
Lアンカーは、カプセル型樹脂アンカーとする。

・旭化成工業株式会社　　ＡＲケミカルセッター　ＡＰシリーズ D19 160
・日本デコラックス株式会社　　ケミカルアンカー　Ｒタイプ

若しくは同等品以上とする。同等品の認定については、公的機関による引張
標準寸法表ｽﾀ

ｯﾄ
ﾞﾋ

ﾟｯ
ﾁ

強度・せん断強度の確認を必要とする。 ｱ
ﾝｶ

ｰ筋
ﾋ
ﾟｯ

ﾁ

P 175

e2 30以上60以下

e3 100以上P以下

アンカー筋及び頭付きスタッドピッチ標準

8d
以

上
2
00

50

20
ｄ

8d

20
0

e3 P P P P

e2 P P P P

L

1
55

e
3

2
00

1
30

e
2

P

155

P

P

130

P

L 200

８．施工要領図　

A

A'

A

A'
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特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

ｄ≦Ｄ１６

ｄ≦Ｄ２５

ＳＤ３４５
ＳＤ３９０

ＳＤ２９５Ａ・Ｂ ＳＤ２９５Ａ・Ｂ

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ２９５Ｂ

ＳＤ３４５

ＳＤ２９５Ｂ

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ３９０

ＳＤ３４５・ＳＤ３９０

ＳＤ２９５

ＳＤ３４５

ＳＤ３９０

（Ｄ１９～Ｄ３８）

（Ｄ１０～

（Ｄ１０～Ｄ１６）

ｄ≦Ｄ１６

Ｄ１９≦ｄ≦Ｄ２５

Ｄ１９≦ｄ≦Ｄ２５

Ｄ２９≦ｄ≦Ｄ３８

　　　　Ｆｃ≦１８　

３５ｄ（２５ｄ）

３０ｄ（２０ｄ）

４０ｄ（３０ｄ）

２５ｄ

（１５ｄ）

３５ｄ（２５ｄ）

４０ｄ（３０ｄ）

４０ｄ（３０ｄ）

４０ｄ（３０ｄ）

３５ｄ（２５ｄ）

４５ｄ（３５ｄ）

４５ｄ（３５ｄ）

１０ｄかつ

１５０ｍｍ以上

Ｄ３８）

（Ｄ１０～

Ｄ３８）

：継手及び一般

以外の定着長さ

ＳＤ３４５　

ＳＤ３９０　

４０

５０

５０

７０

４０

３０

Ｄ１０ Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９

１１ １４ １８ ２１ ２５ ２８ ３３

２

Ｄ３５

４０

６３

４

４ｄ以上

６ｄ以上

６ｄ以上

８ｄ以上

３ｄ以上

３ｄ以上

４ｄ以上

４ｄ以上

４ｄ以上
５ｄ以上

６ｄ以上

８ｄ以上

（４ｄ以上）

（注１）

Ｄ３２

Ｄ３８

３６

４３

５ｄ以上

５０

４０

あき寸法（ｍｍ）

３０

基礎・梁側・柱・壁施工箇所

セメントの種類

平均温度

期間中の

存置

（間隔）

最外径Ｄ

床版下・梁下

土に接しない部分

柱・梁・床スラブ・耐力壁

屋根スラブ

床スラブ

非耐力壁

柱

梁

耐力壁

かぶり厚さ

１８０゜

１３５゜

９０゜

９０゜以下

曲げ角度 折り曲げ図 名称 ｄ；鉄筋径 鉄筋の種類 Ｄ；折り曲げ寸歩

曲げ角度 折り曲げ図

Ｄ；折り曲げ寸歩 Ｌ；余長

フックの必要な位置

鉄筋の種類

Ｌ：定着長さ

下端筋

スラブ小梁

ｄ Ｄ

ａ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ｄ
ｄ Ｄ

Ｄ

Ｄ

ｄ

記　　号

鉄　　筋

一　般

部　　　　　　　　位

屋　　　内

（仕上げあり）

土に接する部分　

擁壁・耐圧スラブ

基礎・擁壁・耐圧スラブ

２０℃以上

１０℃以上

Ｌ

Ｌ

Ｌ

６００

ｅ

Ｌ１ Ｌ１

ａ＝０．５Ｌ１

ｄ
１

ｄ
２

ｄ
１

ｄ
２

１．１ｄ１以上

１
．

４
ｄ

２
以

上

ａ

ａ

Ｌ１

４００以上

最外径（ｍｍ）

（仕上げなし）

Ｌ１

Ｌ１

ａ≧０．５Ｌ１

屋外

２９

Ｄ１９ Ｄ２２

３３

Ｄ２５

３８

Ｄ２９

４４

Ｄ３２

４８

Ｄ３５

５３

屋外

（仕上げなし）

（仕上げあり）

屋　　　内

２０℃未満

（　ｄ　）

（　Ｄ　）

Ｆｃ（Ｎ／ｍｍ　）の範囲

ａ

ａ

Ａ種

コンクリートの

材令による場合

（日）

圧縮強度による

場合

コンクリートの

以上となるまで

早強ポルトランド セメント

セメント 混合セメントの

１０ｄかつ
１５０ｍｍ以上

普通ポルトランド

支保工を取り外した後に

取り外す

圧縮強度が５Ｎ／ｍｍ

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｅ）

（イ）せき板の最小存置期間

コンクリート圧縮強度が確認されるまでとする。ただし、支保工除去後、

その部材に加わる荷重が構造計算書におけるその部材の設計荷重を上回る

片持梁、片持ちスラブ、長大スパン梁、大型床版等の型わくを支持する支柱、施工

異形鉄筋の場合

のうち大きい数値以上とする

註記

註記 Ｄは最外径を示す

註記

（イ）一般

註記

（ロ）床版 （ハ）壁

（イ）末端部（フック）

註記

（ロ）中間部

型わくの取外しは型わくの最小存置期間以後に行う。

トの圧縮強度により定める。

ための計算を行うこと。）

寒冷のため強度の発現が遅れると思われる場合は圧縮強度により定める。

確かめた後に取り外す。

荷重が著しく大きな場合の支柱は必要に応じて存置期間を延長する。

・呼び名の数値の１．５倍＋Ｄ

・粗骨材最大寸法の１．２５倍＋Ｄ

支保工（スラブ下、梁下）の存置期間は、設計基準強度１００％以上の

せき板の最小存置期間は（イ）表によりコンクリートの材令、又はコンクリー

場合には、上述の存置期間にかかわらず計算によって十分安全であることを

（注１）（　）内は片持スラブの先端の上端筋、壁の自由端に用いる先端、巾止筋

・上記の値は、フックなしの場合とする。（　）内はフック付きの場合とする。

・重ね継手はＤ２５以下の鉄筋とし、重ね継手長さはＬ１とする。

・せき板の取り外し後も湿潤養生期間（早強ポルトランドセメントは３日間、その他の

　セメントは５日間）は表面を湿潤に保つこと。

・平均気温が１０℃未満の場合は、コンクリートの圧縮強度試験によって所定の強度が

　得られることを確かめなければならない。

註記

註記

抜き取り検査位置での継手はガス圧接を

(i)

(i) 一般部 (ii) 抜き取り検査後の処理

標準とする。

(ii)

（イ）重ね継手（鉄筋径≦Ｄ２５）

（ロ）ガス圧接継手（鉄筋径≧Ｄ１９）

ｄ１≧ｄ２

・原則として（ｉ）に依り、やむ得ない場合のみ（ｉｉ）に依る。

・鉄筋径の異なる場合は細い鉄筋の継手長さに依る。

　但し、出隅はフックが必要

・圧接要領は下図に依る。

　・継手の重ね長さ（ａ）は、１節半以上、かつ１５０ｍｍ以上とする。

・圧接端部の鉄筋径差は５ｍｍ以内とする。

・２５ｍｍ＋Ｄ

　・最小かぶり厚さは、上記数値より１０ｍｍ引いた値とする。

ｅ≦１／５ｄ２

単位（ｍｍ）

（ただし、圧縮強度により定める場合は、圧縮強度試験及び安全を確認する

２段筋については（２５＋Ｄ）ｍｍ以上とし、原則として下表の寸法を鉄筋の

・径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは細い鉄筋の径による。

　・軽量コンクリートの場合は、上記数値より１０ｍｍたした値とする。

・壁の場合及びスラブ筋でＤ１６以下は除く。

コンクリート打ち込み時は、原則として２層受けとする。（下図参照）（ｆ）

あき寸法とする。

　・スラブスペーサーは防錆処理を行なった鋼製とする。

　・（仕上げあり）とは、モルタル塗等の仕上げのあるものとし、仕上塗料、

　　　　吹付け又は、塗装等の鉄筋の耐久性上有効でないものを除く。

　・防水層を有する屋根スラブについては、耐久性有効な仕上がりがある

　　　　ものとしてよい。

コンクリート打設

２層受け

（注２）ｄ　は、鉄筋径の公称直径を示す。

・長大スパン梁とは、内法スパンが梁

註記

成の１０倍を超える場合を示す。

超える場合を示す。

・Ｆｃ（Ｎ／ｍｍ　　）はコンクリートの設計基準強度を示す。

・大型床版とは、内法の面積が２５ｍ　を

§1　　一般事項

２

１

３

４

８

７

５

６

型わくの取外し

鉄筋の間隔鉄筋の標準かぶ

り厚さ

隣りあう継手の

位置

鉄筋の折り曲げ

鉄筋の継手及び

定着

鉄筋の表示方法

定着

溶接金綱の継手

・片持梁先端の上端筋

・柱及び梁（基礎梁を除く）

フープ

スパイラル

壁筋

の出隅の主筋

（ｉｉ）　スラブ筋

・フープ

・スパイラル

・スターラップ

・スターラップ

（ｉ）　スターラップ

・煙突の主筋

・杭基礎のベース筋

（ｉｉｉ）

2

（ｉ）（ｉｉ）以外

３０≦Ｆｃ≦３６

２１≦Ｆｃ≦２７

２１≦Ｆｃ≦２４

27≦Ｆｃ≦３６

ｄ

ｄ

かぶり厚さ

かぶり厚さ
◎品確法により等級指定のあった場合

　カブリ厚さは本表で統一して、水セメント比で調整するものとする。

　打放しの場合のコンクリート打増しは１５ｍｍを標準とする。

・ラス型枠使用の場合はかぶり厚さを上記数値より10mmたした値とする

4.本仕様図に示す単位は特記無き限りすべてｍｍとする。

2.設計図書に記載無き場合は本標準図に従うものとする。

また本標準図に明記無き場合は構造特記仕様書1-2-4に指定した共通仕様書及び日本建築学会「鉄筋コンクリート造配筋指針

3.本標準図は異型鉄筋を対象とし、ｄは呼び名に用いた数値とする。

1.使用材料、工法等は構造特記仕様書による。

同解説による。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図

§2　　共通事項

原図：Ａ２ 

2

2

2

Ｓ-03
鉄筋コンクリート構造配筋標準図１



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

ａ

ａ ａ

ａ

２／３ａ２／３ａ

２／３ａ

基端部長さ

ａ

基端部長さ

２／３ａ

基端部長さ

ａ

基端部長さ

ａ ａ

ａ

ａ

上下ＳＴＰ（ｎ）
適要範囲

斜筋 縦筋

貫通孔補強筋

横筋

ａ

Ｄａ
ａ

連続筋としてよい

Ｌ
＋

１
０

ｄ

Ｌ

６ｄ以上

６ｄ以上

４５゜

４ｄ以上
４５゜

１．５巻

以上

４ｄ

６ｄ以上

６ｄ以上

４５゜

４５゜

１０ｄ以上

４５゜

６
ｄ
以
上

５０ｄ以上かつ３０ｃｍ以上

１２ｄ １２ｄ

１５０

Ｌ

４５゜

５
０

５
０Ｌ
１

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ

１５ｄ

３０ｃｍ以上

５０ｄ以上かつ

１５ｄ

５
０

１５ｄＬ

Ｌ

１５ｄ

５
０

Ｌ
＋

５
ｄ

１
５

ｄ
の

み
の

主
筋

の
み

の
主

筋
の

み
の

主
筋

１
／

２
Ｈ

ｏ
＋

１
５

ｄ
１

／
２

Ｈ
ｏ

＋
１

５
ｄ

最
下

階
柱

脚
一

般
階

柱
脚

Ｌ
以

上
１

／
２

Ｈ
ｏ

＋
１

５
ｄ

最
上

階
柱

頭

Ｌ

≦
３

／
４

Ｈ
ｏ

＊
は

５
０

０
以

上
か

つ
１

，
５

０
０

以
下

設
計

ピ
ッ

チ
Ｐ

１

継
手

位
置

柱
主

筋
の

Ｈ
ｏ

Ｈ
ｏ

Ｄ
＊

設
計

ピ
ッ

チ
Ｐ

１

下
階

の
立

上
り

主
筋

Ｌ
以

上

１
５

ｄ

Ｈ
ｏ

設
計

ピ
ッ

チ
Ｐ

２

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ
＋

５
ｄ

１／２Ｌｏ

１５ｄ

Ｄ１

Ｂ

１／４Ｌｏ

１５ｄ

Ｃ

Ｄ

Ａ

１／４Ｌｏ

１５ｄ
Ｌ

１５ｄ

１５ｄ

１／４Ｌｏ

１５ｄ

Ｃ
Ｂ

Ｄ１

１／４Ｌｏ

Ｄ
１

１５ｄ

１５ｄ

Ｌ

Ｂ

ｈ

Ａ

Ｄ

Ｌ

１５ｄ

Ｌ＋５ｄ

Ｌ＋５ｄ

Ｂ

１５ｄ

Ｄ１０＠１，０００

巾止メ筋の加工

Ｌ Ｌ
１

２００＜φ≦２５０

１００＜φ≦２００

　　　　φ≦１００

２－□－Ｄ１３

１－□－Ｄ１３

１－□－Ｄ１３

１－Ｄ１３（ダブル）

１－Ｄ１３（ダブル）

１－Ｄ１３（ダブル） １－Ｄ１３（ダブル）

１－Ｄ１３（ダブル）

Ｌ

φ
の

範
囲

Ｄ
Ｄ

φφ

ｄ
ｄ

ｎ

Ｌ１

Ｌ１

４
ｄ
以
上

２－□－Ｄ１３

１－□－Ｄ１３

Ｌ
１

４
ｄ

以
上

９０°

６ｄ以上

６ｄ以上

４５゜程度

１／６Ｌｏ

６ｄ以上

４５゜

Ｌ

８
ｄ

以
上

４５゜

Ｄ

ｈ

６ｄ以上

８
ｄ

以
上

４５゜ ４５゜

６ｄ以上

ｈ

Ｄ

Ｌ

１／４Ｌｏ

Ｌｏ

１５ｄ １５ｄ

Ｌ Ｌ

ｈ

１／４Ｌｏ
Ｌ

Ａ

１５ｄ

Ｂ

１５ｄ

Ｂ

40
0

Ｌ Ｌ

Ｌ＋５ｄ

かご鉄筋（柱筋と同径、同材質とする）

※柱頭定着長さが確保できない場合

四隅の柱筋はフック付き

□
－

＠
設

計
ヒ

゜
ッ

チ
□

－
＠

設
計

ヒ
゜

ッ
チ

□
－

＠
設

計
ヒ

゜
ッ

チ
□

－
＠

設
計

ヒ
゜

ッ
チ

５ｄ

２ｄ ２ｄ

１０ｄ

０．８Ｄ

・柱巾が大きくて直線部だけで所要定着長がとれる場合でも柱中心線を越えて垂直アンカーを　　　　　　

第１スターラップは

小梁連続端部は片持梁の先端を貫通

柱面に入れる

折り曲げ　９０゜は余長　　１２ｄ以上

折り曲げ　１３５゜は余長　６　ｄ以上

ダイヤフープ

□－Ｄ１０＠８００

ａ；Ａ－７による

寄せ筋

先
端

小
梁 先端小梁終端部の主筋は、

柱

する通し筋として良い。

　　・連続、ベタ基礎の地中梁下端筋は、立上り部分でＬとする。

するか１８０°フックする。（垂直アンカーは１５ｄ以上）　　　　　

　　　　　　　連続、ベタ基礎：上端筋は　Ｂ　部分に、下端筋は　Ａ　部分に設ける。

　　・地中梁　独立基礎　耐圧スラブあり　：

　　・最上階、一般階梁　　　：上端筋は　Ａ　部分に、下端筋は　Ｃ　部分に設ける。

註記　主筋継手位置

註記　定着部分

柱内に定着する

一般梁の全数を

こと。

ＧＬ

最上階四隅部主筋フックを付ける。

第１フープ

第１フープ

ＧＬ

第１フープ

第１フープ

　　　余長

中央部主筋

　　余長

端部主筋

・ｈ／ａ≦１／６（ｈ／ａ＞１／６の場合は破線による）

・ハンチ長さは図示に依る

□－Ｄ１３

７００≦Ｄ＜９００　　　　ｄ≧２００

９００≦Ｄ　　　　　　　　ｄ≧２５０

５００≦Ｄ＜７００　　　　ｄ≧１７５

１，２００≦Ｄ≦１，５００　６－Ｄ１０以上

　　９００≦Ｄ＜１，２００　４－Ｄ１０以上

　　６００≦Ｄ＜　　９００　２－Ｄ１０以上

腹筋の柱内に定着及び継手は３ｃｍ上

Ｄ≧６００の場合に適用

継手位置は上端筋　Ａ　、下端筋　Ｂ　部分に置く

最下階

一般階

一般階 外端

吊り上げ筋

連続端部分

最上階 大梁 大梁

－Ｄ１３＠３００

Ｘ．Ｙ方向梁の上側主筋

と直交方向に架ける

上端筋は　Ａ　部分に、下端筋は　Ｂ　　部分に設ける。

片持梁内に水平定着する。

片持梁筋折下げ 片持梁筋折下げ

柱

・上下の柱断面が異る場合第１フープを同径で

中フープ

（ハ）補助フープ

（ロ）スパイラルフープ

一般

（イ）一般フープ

末端部

溶接

中間部

・パネルゾーンフープは下階フープと同径とする

・第１フープは梁上面（下面）に入れる。

註記

（ｉ）　小梁（始）終端部

（ハ）先端に小梁がある場合
（ｉｉ）　小梁連続端部

（イ）一般梁と連続する場合　（下端筋は下曲げも可とする）

（ｉ）　一般階

（ｉ）　一般階

（ロ）一般梁と連続しない場合

（ｉｉ）　最上階

（ｉｉ）　最上階

（ロ）フープの配筋（イ）継手及び定着

中子スターラップ設計者の承認必要設計者の承認必要一般

註記　（ロ）、（ハ）の場合９０°フック部分にスラブがあることを原則とする。

・φ≦１／１０Ｄかつ１５０ｍｍ未満のものは補強を省略できる。

・既製品により補強を行う場合は指示による。

・孔が２個以上並ぶときは、その中心距離は孔径の平均値の３倍以上。

・φ≦１／３Ｄ（ＲＣ梁）　　　　　φ≦１／３Ｄ（ＳＲＣ梁）

註記

（イ）補強筋名称

（ニ）貫通補強筋（図面に特記のない場合は、下記による）

（ハ）貫通孔位置

（ロ）定着長さ

（イ）ｈ／Ｄ≦１／６のとき

（イ） （ハ）（ロ） （ニ）

（ロ）ｈ／Ｄ＞１／６のとき

２本重ねたものとする。

§3　　柱 §4　　梁

２

２

１ １

７

６

５

４

３

フープ

片持梁部の定着

定着　　　　　

柱筋の継手及び 梁筋の継手及び

定着　　　　　

巾止め筋

腹筋及び

梁貫通補強

スターラップ

段違い梁

小梁筋の継手

定着　　　　

Ｄ６（又は６Φ）＠１，０００

Ｄ６（又は６φ）

＠１，０００

詳細

主筋折り曲げ

ａ／Ｄ≦１／６

２－□－Ｄ１３（１－□－Ｄ１６）吊り上げ筋

下　ＳＴＰ

横筋 斜筋

縦筋

上　ＳＴＰ

２－□－スターラップと同径

梁主筋のアンカー位置は柱の2/3Ｄを越えてから定着

　　　　　　　　耐圧スラブなし　： 上下端筋共に　Ａ　部分に設ける。

原図：Ａ２ 

鉄筋コンクリート構造配筋標準図２
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特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

５ｈ

ｈ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

＊
Ｌ

Ｌ
＊

１
／

４
Ｌ

ｏ
１

／
４

Ｌ
ｏ

１
／

４
Ｌ

ｏ
Ｌ１

Ｌ
ｏ

１
／

４
Ｌ

ｏ

１／４Ｌｏ

Ｌ１

１／４Ｌｏ

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
ｏ

ＬＣ

Ｌ
１

１／４Ｌｏ１／４Ｌｏ

Ｌ１
Ｌ１

Ｌ
１

ＬＣ

１／４Ｌｏ

１
／

３
Ｈ

ｏ

Ｌｏ

ＬＣ

Ｈ
ｏ

３
０

０
ｂ

２
３

０
０

４０～５０

ｔｗ

３００

ｂ１

Ｂ

３００

３００

ｂ１

ｂ１

Ｂ

３００

ｔ
ｗ

ｔ
ｗ

２
Ｌ
１Ｌ
１

ｎ１本

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ

Ｌ

ｎ１本

Ｄ

Ｄ

Ｌ１

Ｌ
１

２
－
Ｄ
１
０

２
－
Ｄ
１
０

ｎ
２

本

２
Ｌ
１

Ｄ

ｎ
２

本

２
Ｌ
１Ｌ

１

〈
上

、
下

筋
共

〉

２
－

Ｄ
１

３

２
０

０

２００ ２００

２
０

０

Ｌ１

Ｌ

Ｌ１

Ｌ

Ｈ

ｂ１

Ｈ

ｂ１

ｂ
２

ｂ１

Ｈ

Ｌ

Ｌ１Ｌ１

Ｌ
１

２
Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ１

２
Ｌ
１

Ｌ１

３００

１５０

３００

ｔ
ｗ

６ｄ以上

１
５

ｄ
以

上

＊

３５０

Ｌ

ｈ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ１ Ｌ１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ１ Ｌ１

ａ

Ｌ
ａ

Ｌ
ａ

ａ

ａ

ａ

ａ１／２

Ｌ
１

ａ１

ａ
１

／
２

ａ
２

Ｌ３

Ｌ１

ａ１／２ Ｌ１

ａ
２

Ｂ

イ

ａ１

ａ１／２

ａ
１

／
２

イ

（副筋方向）

長辺方向

（
主

筋
方

向
）

短
辺

方
向

（副筋方向）

長辺方向

（
主

筋
方

向
）

短
辺

方
向

梁

基礎はり
＊

＊
＊

柱

はり

柱

内

外

外、内 ＊

〔縦筋〕

内

〔横筋〕

外

ａ

ｂ２≧Ｌ／１００

ｂ１≧Ｈ／１００

壁厚

Ｌは２次壁の長さ

Ｈは２次壁の高さ

壁
厚

壁
厚

ａ

壁

窓
柱

壁

壁

梁

以内

柱 ａ

壁
厚

図面に依る。

端部補強筋は

Ｂ
は

柱
幅

と
す

る

ａ＝１，５００

５－Ｄ１０

（スラブの上端筋の下側に入れる）

ａ×ａ＝１，５００×１，５００

溶接金網６φ×１００×１００

（スラブの上端に入れる）

ｉｉｉ）イ　は水平定着部３００ｍｍ以上かつＢ／　２以上

ｉ）特記なき補強筋はＤ１０＠１００ダブルとする。

ｉｉ）出隅受け部補強筋は特記による

補
強

筋
の

定
着

注ａ１≧ａ２とする

出隅部分の補強筋

一般スラブ配力筋

出隅部分の補強筋

柱又は梁にＬ１定着する

出隅受け部

出隅部

耐圧盤を含む

Ｌ　；一般定着長
＊

継手をしてはいけない位置

やむをえない場合の継手位置

標準継手位置

継手の好ましくない位置

継手の好ましい位置

内側（室内側）の鉄筋

外側（土に接する側）の鉄筋

継手の好ましい位置

註記

　ａ　部スリットは，下記と同等品以上とし、設計者の承認を

　（ｉｉ）ＦＰソフトロックウール２５　（（株）東京パイロン）

　（ｉ）ＳＫ２５　　（（有）あさひ建装）

耐火不燃材

シーリング

振止め筋：

床面

差し筋にて定着

７０以下かつｔｗ／２以下

横筋片側のみ柱に定着

７０以下かつｔｗ／２以下

振止め筋：

振止め筋：

千鳥に折り曲げ 千鳥に折り曲げ

横筋に同径、同ピッチ

振止め筋：

スリット

スリット

スリット

耐火不燃材

＊

シーリング

小さい開口については

Ｄ－６に準ずる。　

壁リストに依る。　

補強筋の径、本数は

　（ｉｉｉ）カネカ耐震スリット　（（株）カネカ）

得るものとする。

軸筋　：　４－Ｄ１６

定着長を確保する

ｉｖ）　ａ１，ａ２　≦１，２００とする。

スターラッフ゜：スターラッフ゜と平行なスラフ゛筋の

最大配筋量と同径同ヒ゜ッチ以上

（ロ）溶接金網に依る場合

原則として（イ）とする。

（イ）鉄筋に依る場合

（ロ）高低差が７０＜ｈ≦２００の場合（イ）高低差がｈ≦７０の場合

（出隅部分補強配筋）

一般床　（ｉ）

（ロ）定着

 (ii)

（出隅受け部配筋）

 (iii)

（ｉ）　上端筋の継手

（イ）継手位置

（ｉｉ）　下端筋の継手

（ロ）土圧を受ける地下壁の壁筋の継手位置

横筋の場合は、１スパンごとに柱に定着することは差し支えない（＊印）。

原則として、はり・柱の中には壁筋の継手を設けないこと。

（イ）壁筋の継手位置

　　原則として（ｉ）に依る。

・内部地中梁との接合は

註記

水平スリット

（イ）

（ニ）

（ハ）

（ロ）内部地中梁との接合（イ）外周地中梁との接合

(i) (ii)

（イ）一般Ｄ≦７００

床版より壁、ブロックが立上がる場合

（ｉ）　ＲＣ壁の場合

（ロ）ダメ穴の処理

（ｉｉ）　ＣＢ壁の場合

（ロ）

垂直スリット

（イ）交差部（水平断面）

（ｉｉ）　耐力壁端部

（ｉ）　一般壁端部

（ロ）端部

 (iv)

・ａ≦３００の場合

・斜線部はフカシを示す。

§6　　壁

§5　　床版　　

４

１

３

２

１

７

６

５

４

３

２

シャーコネクター

床版開口部補強

壁付、床版の

屋根版補強

出隅、入隅部

壁筋の継手

定着　　　　　

段違いスラブ

出隅部補強　　

片持スラブ

スラブ筋の継手

定着　　　　　

置スラブの

補強　　　　

交差部及び端部

スリット形状

壁開口部補強

の配筋　　

接する場合）

（スラブが土に

Ｄ１３

受け筋

Ｄ１０＠４００

（Ｌｏ＝６００＋ｂ２）

Ｄ１０＠４００

Ｄ１０＠４００

〈上、下筋共〉

〈
上
、
下
筋
共
〉

２
－
Ｄ
１
３

スラブ筋と同径、同ピッチ

（ｎ２／２）本－Ｄ１３
〈上、下筋共〉

（ｎ１／２）本－Ｄ１３
〈上、下筋共〉

Ｄ１６

（ａ＝１０ｄ以上）

鉄筋は両方共溶接すること

２－Ｄ１３

Ｄ１３

（ｎ２／２）本－Ｄ１３

（ｎ１／２）本－Ｄ１３

〈上、下筋共〉

〈上、下筋共〉

Ｄ１３

Ｄ１０＠４００

Ｄ１３

受け筋（Ｄ１３）

（Ｄ１３）

受け筋（Ｄ１３）

スラブ筋と同径

同ピッチ

スラブ筋と同径

同ピッチ

Ｄ１３

Ｄ１３ Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

２－Ｄ１３

Ｄ１３

（Ｄ１３）

受け筋

　　振止め筋ピッチは別途指示とする。

　・Ｌ，Ｈが２，５００を越える場合は、

　・＊印部分の鉄筋は、錆止めペイント

　・特記なきは（イ）（ロ）に依る。

　・シーリング仕様は意匠図に依る。

　　又は亜鉛メッキとする

　・スリット位置は図面に依る。

原図：Ａ２ 

鉄筋コンクリート構造配筋標準図３

Ｓ-05



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

　・　１　の鉄筋は２－□－Ｄ１３以上、２本のフープ（スターラップ）より１段太い鉄筋とする。

各　Ｄ１３ 各　Ｄ１３

Ｄ１０＠２００以下

D13

D10@200

各　Ｄ１３

各　Ｄ１３

（イ） （ロ）

Ｄ１０＠２００ Ｄ１０＠２００

Ｄ１０＠１５０Ｄ１０＠１５０
５０５０

Ｄ１３

５０

Ｄ１３
２－Ｄ１０

Ｌ

Ｌ

ＬＬ

Ｌ

Ｄ１３

１，２００＜Ｌｏ≦１，５００Ｌｏ≦１，２００

Ｌｏ≦４，０００ ４，０００＜Ｌｏ≦６，０００

Ｌ

４５゜

１８０以上
ＷＷ Ｈ

1

Ｌ

Ｐ
Ｐ

１
．

５
Ｄ

柱Ｄ

Ｌ

柱Ｄ

Ｐ

Ｌ

Ｐ

１
．

５
Ｄ

２－Ｄ１３

１２０

Ｄ１３＠２００

Ｌ

Ｌ

1

Ｌ

Ｄ１０＠２００

１２０

１－Ｄ１３

1

1

Ｌ

３００φ

梁
Ｄ

１
．

５
φ

４
０

ｄ

柱Ｄ

４
０

ｄ

φ　

Ｄ１０＠１００

４－Ｄ１３

４００φ

６－Ｄ１３

１
０

０

４５０φ ５００φ

８－Ｄ１３

φ　

１５０

１
．

５
φ

　 １
５

０

Ｌ

１５０

Ｌ

Ｂ

６０゜

Ｌ

Ｈ

１
，

０
０

０

１－Ｄ１３

１－Ｄ１６

Ｌ

５
０

０

１
，

０
０

０
５

０
０

Ｌ

Ｌ
１

Ｄ１３＠１００Ｄ１３＠１５０

ｔ

Ｄ１３＠２００

Ｄ１３＠２００

Ｄ１３＠１００

Ｄ１３＠３００

Ｄ１３＠３００

Ｄ１３＠１５０

１５０ １８０

Ｌ１Ｌ１

ｔ

Ａ１ Ｌ１ Ｌ１

Ｌｏ

Ｌ

５
０

０

Ｌｏ

５
０

０

１
，

０
０

０

Ｌ

１
，

０
０

０

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
６００φ

Ｌ

Ｂ

５００

Ｌ

８００

Ｌ

５
０

０

４５０

Ｌ

Ｌ

Ｌ

５００

５
０

０

１５ｄ

Ｌ

１
０

０

Ｌ

１
２

０

Ｌ

１
５

０
１

５
０

２
０

０

Ｄ１０　ａ　２５０

Ｌ

Ｌ

ｈ
≦

１
，

２
０

０

ｈ
≦

１
，

２
０

０

Ｌ

１５０

１
５

０

１５０

１
５

０

２
０

０

２００

Ｌ

ｈ
≦

１
，

２
０

０

ｈ
≦

３
０

０

ｈ
≦

１
，

２
０

０

ｈ
≦

３
０

０

３５０φ

６－Ｄ１３ ８－Ｄ１３ ８－Ｄ１３

１５ｄ

１２０ １２０ １５０

１０８

Ｌ

配筋

Ａ２

版厚ｔ

Ａ１

ＨＯＯＰ

杭径φ　

補強筋

Ｂ２

配筋
Ｂ１

Ａ２

Ａ１

版厚ｔ

（片持長さ）

ａ

ａ

ａ
ａ

ａ

ａ

ａ

Ｌ＞φの場合は工事監理者の指示による

所定より低く止まった場合（Ｌ≦φの場合）

特に杭に水平力を考慮する場合は、別途指示による。

所定の位置に止まった場合

ＰＨＣ杭の全てに補強を行う。

地中梁

コンクリート打ち

地中梁

（梁上）
（梁上）

砕石

径，ピッチ共同じ

土間鉄筋に

良質土

山　砂

山　砂

砕石

　・手摺のコンクリートは、スラブと同時打設とする。

（ハ）柱脚で斜材となる

　・１．５Ｄの範囲の柱の帯筋は１段太いものか、又はダブル巻きとし、＠１００以下とする。

・Ａ２は壁補強筋を示す。

　　　場合　　　梁）幅が同一な場合

（イ）柱幅と斜材（柱又は

註記

　　　なる場合

（ロ）柱幅と斜材幅が異

註記

　・Ｗの巾Ｂ：図面に特記なきときは梁巾とする。

・図面に特記無きは下記に依る。

・図面に特記無きは下記に依る。

（ロ）梁　７０≦ａ≦２００

（イ）柱　７０≦ａ≦２００

ｉｉ）ａ＜７０のときは（イ）（ロ）共補強は原則として無くて良い。

ｉｉｉ）ふかし主筋の躯体へののみ込み長さは１５０以上とする。

ｉ　）ａ＞２００のときは（イ）、（ロ）共設計図に依る。

（イ）Ｈ≦１，０００

註記

（ロ）Ｈ＞１，０００

註記

　（溶接の場合は溶接長さａ＝１０ｄ）

（ハ）打継面はレイタンス等を取り除いて清掃し、コンクリート打込み前に

　継手用鉄筋の長さはＬとする。　原則として主筋は圧接、機械

　　　水湿しを行う。

（ロ）梁、床版はそのスパンの中央付近で垂直打継ぎとする。

（イ）柱、及び壁は床版又は基礎の上端に設け、水平打継ぎとする。

打継部の位置及び形状

　主筋は柱内に定着させる。

　式ジョイント、又は溶接と

　する。増築取合せ部分の梁

註記 註記

（ロ）土間コンクリートがない場合

（ハ）犬走り

用途：倉庫、工場等。

（イ）柱梁

（イ）ＲＣ壁、ＣＢ壁が土間にのる場合

（ロ）床版、壁

・目地仕様は意匠図参照。

・盛土部分は厚み３００ごとに十分転圧、締め固めること。

（イ）外部

用途：事務所、居室、店舗等。

図面に特記なきは下記に依る

註記

（イ）

（ロ）内部

（ロ）

（イ） （ロ） 丸環を付ける場合（ハ）

（ハ）　金属手摺の場合

ｉｖ）原則として、小梁、耐力壁及びスラブの定着長さは、打ち増し部分を除いて算出する。

部分

セットバック

§8

§10　　杭頭補強

§7　　階段
§9　　雑配筋

§12　　特殊配筋

§11　　　土間

　コンクリート

２

１

４

３

２

１

２

１

３

２

１

斜め梁

斜め柱
（既　製　杭）

片持スラブ型式

折版型式

接合部

基礎と地中梁

増打部補強

手摺

パラペット

打継ぎ

増築部

壁、ブロックと

の接合部

接合部

地中梁との

コンクリート

土間

K1

K2

Ｄ１９＠≦３００

ＨＯＯＰ＠１００

Ｄ１３＠２００（ダブル）

ＳＴＰに同じ

Ｄ１６＠≦３００

３－Ｄ１６

コンクリート止め板

ＨＯＯＰ＠１００

補強筋

コンクリート止め板

基礎下端

３－Ｄ１３

Ａ
２

Ｄ
１

６
Ｄ

１
３

Ｄ１０＠２００

Ｄ１３

Ｄ１０＠２００

Ｄ１０ Ａ
２

Ｄ１０＠２００

Ａ１

Ｄ１０＠２００

Ｂ２

Ｄ１０

Ａ２

Ｂ１

Ｄ１３

Ｂ１ Ｄ１０＠２００

Ａ１

Ｄ１０

Ｄ
１

６
＠

≦
３

０
０

Ｄ１３＠２００（ダブル）

Ｄ１０ピッチは

ＳＴＰに同じ

Ｄ１０ピッチは

Ｄ１６＠≦３００

ＳＴＰに同じ

Ｄ１６＠≦３００

≦３００

Ｄ１６＠

Ｄ１０＠は

Ｄ１０＠１００

Ａ１

（両方向共）

基礎下端

Ｄ１０＠２５０

ＨＯＯＰ　□－Ｄ１０

Ｄ１０

Ｄ１０＠≦４００

Ｄ１６

Ｄ１６

Ｄ１０＠１００

ＳＴＰ　□－Ｄ１０

Ｄ１０＠２００
Ｄ１０

Ｄ１０＠２５０

Ｄ１０＠２００

Ｄ１３

Ｄ１０＠１５０

Ｄ１０＠１５０

Ｄ１０＠１５０

Ｄ１３

Ｄ１０＠１５０

Ｄ１３ ２－Ｄ１３

Ｄ１０＠２００

Ｄ１３
Ｄ１３ Ｄ１３ Ｄ１３

コンクリートブロック帳壁

土間コンクリートの厚さ

Ｄ１０＠１００

ははつり部分を示す。ははつり部分を示す。

原図：Ａ２ 

鉄筋コンクリート構造配筋標準図４

Ｓ-06



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

Ｄｗ

※

※

2

6.0 (STK400)

6.6 (STK400,490)

114.3

139.8

14.8 18.1 21.4 24.7 28.1 34.7 41.0 45.8粘土質地盤2.本工法により施工される基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める長期ならび

1）長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

2）短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

ここで、（i）,（ii）式において、

α：くい先端支持力係数（α＝300）

β：砂質地盤におけるくい周面摩擦力係数（βNs＝15を満たすβ）

γ：粘土質地盤におけるくい周面摩擦力係数（γqu＝15を満たすγ）

    e：有効面積率（e＝0.5)

　　Ap＝A

Ns：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の

     平均値（回）

　　ただし、Nsの範囲は0＜Ns≦30とする。なお、Ns＞30の場合はNs＝30とし、

Ns＝0の場合は摩擦力を考慮しない。

Ls：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計（ｍ）

qu：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（kN/㎡）

　　ただし、quの範囲は0＜qu≦200とする。なお、qu＞200の場合はqu＝200とし、

qu＝0の場合は摩擦力を考慮しない。

Lc：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計（ｍ）

ψ：基礎ぐいの周囲の有効長さ（ｍ）

    Do：くい本体の直径（ｍ）

3.杭材から決まる許容鉛直支持力

：杭材から決まる長期許容鉛直支持力（kN）

杭材の長期許容応力度（＝

：設計基準強度（N/mm ）

Ｆ：杭材の許容応力度を決定する場合の基準値

　（STK400→235N/mm 、STK490→325N/mm ）

t：腐食しろを除いた厚さ(mm)

r：鋼管の半径(mm)

Ae：腐食しろを考慮した杭材の有効断面積（mm ）

4.適用範囲

　1）適用する地盤の種類

           砂質地盤（礫質地盤含む）--国住指第1619-1号　TACP-0354

           粘土質地盤-------------国住指第1618-1号　TACP-0353

fe

F

F

Ra

Ra feAe×10

　　ψ＝π・Ｄo

：くい先端平面積　A  A

3)適用する建築物の規模

【イーゼットの構造・規格】

杭本体部

杭本体径

Ｄo(mm)

厚さ

t(mm)

杭先端羽根部

羽根部径

Ｄｗ(mm)

厚さ

ts(mm)

250

300

300

350

350

12 (SS400)

16 (SS400)

16 (SS400)

16 (SS400)

19 (SS400)

部材

杭本体部

杭先端部

規格

JIS G3444　一般構造用炭素鋼鋼管　　STK400、STK490

JIS G3101　一般構造用圧延鋼材　　SS400、SS490

＝

Ra =
3
2
{αN A N s L

Ra =
3
1 α{ N A p + (β N s L

p + (β s +γqu L c )

s +γqu L c )ψ }

ψ }

(kN)・・・・(i)

(kN)・・・・(ii)

：

＝F・(0.80+2.5t/r)かつ　F※ ≦Ｆ

/1.5）F ※

2

2 2

-3

2

D ・e

DD

2

2

Ap：基礎ぐいの先端の有効断面積（㎡）

N＜12の場合は本工法を適用しない（粘土質地盤）。

　　N＜15の場合は本工法を適用しない(砂質地盤）。

　　上方に1Dwの範囲）の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（回）

N：基礎ぐいの先端付近(くい先端位置より下方に1Dw（Dw：羽根の直径）、

　　ただし、Nの範囲は12≦N≦60とする。なお、N＞60の場合はN＝60とし、

　　ただし、Nの範囲は15≦N≦60とする。なお、N＞60の場合はN＝60とし、

14.8 18.1 21.4 24.7

114.3 139.8 165.2 190.7 216.3

28.1

267.4

34.7 36.7 41.0

355.6318.5くい本体部径

砂質地盤

（礫質地盤）

2)最大施工深さ(m)

1.件名

【許容支持力および適用範囲】

JIS G3106  溶接構造用圧延鋼材　　SM490A

杭の長さ

　  （Ｌ）

周面摩擦力を

考慮する長さ

　　（Lf）

上方向下方向

1Ｄｗの平均Ｎ値

　　　（Ｎ）

　1Ｄｗ以上

支持層根入れ 1Dw

1Dw

支持層

ts

掘削爪

掘削刃

    　基礎ぐいの周囲の地盤の種類：砂質地盤、粘土質地盤

　　　基礎ぐいの先端付近の地盤の種類：

＝π・Dw
2

/4（㎡）

延べ面積が500,000㎡以下の建築物

に短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

Ｄｏ

1.杭材仕様（中部・北陸・近畿地区向け）

190.7

216.3

7.0 (STK400,490)

8.2 (STK400,490)

400 19 (SS400)

22 (SM490A)

22 (SS400)

500

22 (SM490A)550

600

500

580

650

470

700

28 (SM490A)

19 (SS400)

28 (SM490A)

28 (SM490A)

450 19 (SM490A)

22 (SM490A)500　※2

165.2 7.1 (STK400,490)

570  ※2 22 (SM490A)

650  ※2 25 (SM490A)

12.7 (STK490)

22 (SM490A)

600 22 (SM490A)

     800　※2

800  ※1 28 (SM490A)

32 (SM490A)

750 28 (SM490A)
318.5

700 28 (SM490A)

※1：Ｎ値30まで限定     ※2：Ｎ値40まで限定

28 (SM490A)750  ※2

10.3 (STK400,490)

355.6
800 32 (SM490A)

9.5 (STK400,490)

12.7 (STK490)

8.0 (STK400,490)

267.4
12.7 (STK490)

9.3(STK490)

　先端羽根付き鋼管杭

先端羽根付き鋼管杭　設計施工標準図

先端羽根付き鋼管杭　設計施工標準図　＜参考＞

原図：Ａ２ 

2×Dw 1.25×Do
※Dw：杭先端羽根部径　　Do：杭本体径

A：杭心間隔 B：へりあき

【基礎とフーチング形状例】

B B B A B

B
B

B A B

0.
87

・
A

B
B

A

B
B

【施工管理方法】

工　　　程 管理項目 管理方法 管　理　値

・杭径、杭長、肉厚、

・搬入時に測定検査杭径、杭長、肉厚 羽根径、羽根厚に誤

りがないこと

・CCジョイントに異常
・搬入時に目視確認

杭材の受け入れ

継手部
がないこと

・偏芯量±20mm以内・逃げ芯棒にて測定杭芯のずれ

・水準器で確認

・傾斜　1/100以内

杭の鉛直性 （気泡が中央にある

こと）

・機械のトルク計
・杭体のねじり強さ

回転埋設

回転トルク
以内

・ボルトM16　→　

100N・ｍ

・ボルトM20　→　

150N・ｍ

・トルクレンチによる一次締め付けトルク

・シャーレンチによる ・ピンテールの破断二次締め付け

・マーキングで確認 ・マーキングのずれ共廻り防止

ＣＣジョイント

一次締め付けトルク

共廻り防止 ・マーキングで確認

・トルクレンチによる

・マーキングのずれ

・締付トルク　90N・m

・締付トルク　180N・m

・通り芯から測定 ・±100mm以内杭頭のずれ 偏芯量

・専用用紙に記録する
・回転貫入量の管理

回転貫入量
値による

・施工管理トルク表
・機械のトルク計回転トルク

による

・支持層に１Dw以上・機械の深度計埋設深さ

・異常なアンダー

・目視により確認接続状況

ないこと

カット、ピット等が

・水準器で確認 ・傾斜　1/100以内杭の鉛直度

溶接継手

支持地盤の確認

ＡＫジョイント 二次締め付けトルク

B A B

B
A

B

BAB

B
0.

87
・

A
0
.8

7・
A

B

A

A

【継手接続例】

ＡＫジョイント継手ＣＣジョイント継手

カプラー

ねじり補強ピン
締結ボルトセット

クリッパー

ガイドリング
ワッシャー

外プレート
継手部

ボルト

溶接継手

ルート間隔

4.0mm～5.0mm

3.2mm 3.2mm

ルート間隔

1.0mm～5.0mm

鋼管厚

6.0mm以上

鋼管厚

6.0mm未満

裏当て金具
裏当て金具

0～2.4mm

Ｓ-07



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1/100

1/100

2G52G52G52G52G52G52G5

C5 C5 C5 C5 C5 C5

F5 F5 F5 F5 F5 F5

FG5 FG5 FG5 FG5 FG5

補強前 Ｒ階 伏図

補強前 基礎伏図

補強前　基礎・Ｒ階床伏図（渡り廊下）

※特記なき限り、既設杭は鉄筋コンクリート既製杭φ300とする。

Ｘ

Ｙ

原図：Ａ２ 

Ｓ-08



※特記なき限り、下記とする。

　１．既存部材を示す。

　２．通り芯＝部材芯とする

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1

2

3

4

5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1/100

1/100

補強後 Ｒ階 伏図

補強後 基礎伏図

CA CA CA CA CA CA

F
G
A

F
G
A

F
G
A

F
G
A

F
G
A

F
G
A

3,100 3,100

※特記なき限り、下記とする。

　１．既存部材を示す。

　２．通り芯＝部材芯とする

C
G
A

G
A

C
G
A

G
A

C
G
A

G
A

C
G
A

G
A

C
G
A

G
A

C
G
A

G
A

C
G
A

GA

GA

GA

GA

GA

　３．　　　：既設梁下端増し打ちを示す。

補強後　基礎・Ｒ階床伏図（渡り廊下）

FGA FGA FGA FGA FGASP1 SP1SP1SP1SP1SP1

FA FA FA FA FA FA

Ｙ

Ｘ

原図：Ａ２ 

Ｓ-09



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

F5

設計ＧＬ

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

4
,2

7
0

ＲＳＬ

1,
5
00

基礎底

1/100補強前 ３通り軸組図

1,5001,500 2,0002,000

7,000

45 3 2 1

1/100

1,5001,500 2,0002,000

7,000

45 3 2 1

補強前 ｃ，ｄ通り軸組図1/100

2G5 2G5 2G5 2G5 2G5 2G5 2G5C5 C5 C5 C5 C5 C5

F5 F5 F5 F5 F5

C5

F5 F5

※特記なき限り、既設杭は鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ既製杭φ300とする。

補強前 ａ,ｂ,ｅ,ｆ通り軸組図

※特記なき限り、既設杭は鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ既製杭φ300とする。 ※特記なき限り、既設杭は鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ既製杭φ300とする。

地中梁天端

15
0

FG5FG5FG5FG5FG5

設計ＧＬ

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

4
,2

70

ＲＳＬ

1,
50

0

基礎底

1,5001,500 2,0002,000

7,000

45 3 2 1

1/100

1,5001,500 2,0002,000

7,000

45 3 2 1

1/100

既設梁下端打ち増し

地中梁天端

1
5
0

CA

FA

SP1

FGA

GA CGA

CA

FA

SP1

FGA

特記なき限り、既設部材とする。 特記なき限り、既設部材とする。

設計ＧＬ

ｄ ｅ ｆｂ ｃａ ｄ ｅ ｆｂ ｃａ

31,000

6,200 6,200 6,200 6,200 6,2002,055 2,055

4,
2
70

ＲＳＬ

1,
50

0

基礎底

地中梁天端

1
50

1/100

特記なき限り、既設部材とする。

1/100

特記なき限り、既設部材とする。

SP1 SP1

CACA CA

SP1

CA

SP1

CA

SP1

CA

SP1

GA GA GA GA GA

FA FAFA FA FA FA
FGA FGA FGA FGA FGA

18
0

補強梁天端

補強前・補強後　軸組図

補強後 ３通り軸組図
補強後 ａ,ｂ,ｅ,ｆ通り軸組図 補強後 ｃ，ｄ通り軸組図

補強後 ５通り軸組図

C5

GA CGA

原図：Ａ２ 

補強前

補強後

Ｓ-10



特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

５ ４ ３ ２

FA

FGA

 350×750

※特記なき限り、下記とする。

　３．既存躯体と補強部材が接する面は、目荒らしをを行うこと。

　１．　　：既存躯体を示す。

　２．あと施工ｱﾝｶｰ打設前には、既存鉄筋探査を行い既存鉄筋位置を避け打設すること。

　５．あと施工ｱﾝｶｰの躯体への定着長は、20ｄ（ｄ：鉄筋呼び径）以上ナット付とする。

（埋込長：10ｄ以上、定着長：40ｄ以上）

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：6-Ｄ16 

　４．あと施工ｱﾝｶｰの有効埋込長は、7ｄ（ｄ：鉄筋呼び径）以上とする。

既存躯体一部撤去 

 350×700～500

CGA

既設ｽﾗﾌﾞ配筋：基端上端　φ13＠100　　φ9＠300

（主筋方向）（配力筋方向）

基端下端　φ9＠200　 　φ9＠300

先端上端　φ13＠100  　φ9＠300

先端下端　　　なし  　　　なし

割裂補強筋：φ6＠50径120 

割裂補強筋：φ6＠50径120 

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：Ｄ16@200ﾀﾞﾌﾞﾙ　

CA

2-
D1

9

4-
D
192-
D1

9

4-
D
19

H
O
OP

:D
13

@
10

0

500×500

 3-D19

 3-D19

 4-D19

 4-D19 （補強梁天端よりH=200～既存ｽﾗﾌﾞ下端まで）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入 
 2-D10

 2-D10 STP:D13@200

STP:D13@200

GA

 350×750

4,
27

0
1
,5

00

15
0

△設計GL

△

△

△地中梁天端

基礎底

ＲＳＬ

1,
0
50

△手摺天端

1/30´補強詳細図

´既設梁打増し補強要領図 1/30

既
設
柱

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：6-Ｄ16

（埋込長：10ｄ以上、定着長：40ｄ以上）

（埋込長：10ｄ以上、定着長：40ｄ以上）

＜柱梁接合部＞

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：Ｄ16@120ﾀﾞﾌﾞﾙ

4
50

9
00

部材リスト・配筋詳細図

1/50・1/30
原図：Ａ２ 

主筋：4-Ｄ25

ＳＴＰ：　-Ｄ10＠200 ＳＴＰ：　-Ｄ10＠200

主筋：3-Ｄ25

※ＳＴＰは、接着系あと施工ｱﾝｶｰ止めとする。

4
00

＜端部＞ ＜中央＞ ＜CGA梁-既設梁接合部＞

（埋込長：10ｄ以上、定着長：40ｄ以上）

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：4-Ｄ16

 接着系あと施工ｱﾝｶｰ：4-Ｄ25

 補強梁下端主筋

5
0

60

1,500 2,000 2,000

符　号

位　置

Ｂ×Ｄ

主　筋

ＨＯＯＰ

備　考

断　面

Ｘ

Ｙ

柱　頭

12 - φ22

φ9＠250

符　号

位　置

Ｂ×Ｄ

主　筋

備　考

断　面

Ｘ

Ｙ

ＨＯＯＰ

Ｃ５

Ｃ５

柱　脚

12 - φ22

φ9＠250

符　号

位　置

Ｂ×Ｄ

断　面

上端筋

下端筋

ＳＴＰ

備　考

Ｄ

Ｂ

1200×400

400×1200

Ｇ５

外端 中央 内端

350×550

8-φ25 4-φ25 7-φ25

4-φ25 4-φ253-φ25

φ9＠200 φ9＠200φ9＠250

Ｄ

Ｂ

符　号

位　置

Ｂ×Ｄ

外端 中央 内端

断　面

上端筋

下端筋

ＳＴＰ

備　考

ＦＧ５

350×750

1
50

設計GL△

3-φ22 2-φ22 2-φ22

2-φ22 3-φ22 3-φ22

φ9＠300 φ9＠300 φ9＠300

既設基礎リスト　1/50既設梁リスト　1/50既設柱リスト　1/50

設計GL△

6
00

3
00

6
0
0

1,
50

0
5
0

1
20

△基礎底

1,340

3,
00

0

1
,2

00
9
00

90
0

400470 470

下端筋：10-φ16

下
端

筋
：

1
3
-φ

1
3

△CL

4
2
0

1
,0

80
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　　　構内通信線路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　その他発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　電力平準化用蓄電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　分散電源ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電気設備工事特記仕様書

Ⅰ.工事概要
　１．工事名称　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２．工事場所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　３．建物概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用途区分　　　　　
　　　　　　　建　　物　　概　　要　　　　　　　　構　　　造　　　　　階　数　　　　延べ面積(㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防法施行令別表第一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(延べ面積は建築基準法による表記)
　４．工事種目
　　　主な工事種目は、下記の○印のついたものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　事　　　　　場　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　工　　事　　種　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　電力　電灯設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　動力設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　雷保護設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　接地設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　受変電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　電力　直流電源設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　貯蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　設備　交流無停電電源設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　発電　ディーゼル発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ガスエンジン発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ガスタービン発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　太陽光発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　風力発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　通信　構内情報通信網設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　情報　構内交換設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　情報表示設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　映像・音響設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　拡声設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　誘導支援設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　テレビ共同受信設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　テレビ電波障害防除設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　監視カメラ設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　駐車場管制設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　防犯・入退室管理設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　自動閉鎖設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　非常警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ガス漏れ火災警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中央監視制御設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　医療関係設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　構内配電線路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅱ．共通仕様
　１．適用
　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項については下記による。（最新のものを適用）
　　　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）
　　　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編・機械設備工事編）
　　　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」「電気設備工事監理指針」「機械設備工事監理指針」
　　　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）
　　　・国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修「建築設備耐震設計・施工指針」
　　　・電気設備に関する技術基準を定める省令（電気設備技術基準）
　　　・電気工事業の業務の適正化に関する法律
　　　・電気工事士法
　　　・労働安全衛生法
　　　・消防関連法規（条例・所轄署指導要領を含む。）
　　　・電力会社供給約款
　　　・その他関連法令、関連諸基準

　２．一般共通事項
　　　下記の該当する項目を適用する。また、特記事項において選択する事項は、●印のついたものを適用する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　項　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特　　　記　　　事　　　項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　１．一般事項　　　　　(１)工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し監督員指示の下に入念
　　　　　　　　　　　　　　　かつ誠実に施工すること。
　　　　　　　　　　　　　　(２)設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上の誤
　　　　　　　　　　　　　　　記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書のとおりに施工することで将来不具合が発生しうる
　　　　　　　　　　　　　　　と予想される場合については、その都度、監督員と協議すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、設計図書のとおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は、協議のうえ改善策を講じる
　　　　　　　　　　　　　　　こと。
　　　　　　　　　　　　　　(３)他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は、監督員の指示により手直し施工
　　　　　　　　　　　　　　　を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。
　　　　　　　　　　　　　　(２)特別管理産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　　　　　・変圧器　　・コンデンサ
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　現場内の監督員の指定する場所へ保管するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお施工に際して、ＰＣＢ等特別管理産業廃棄物及び疑わしき機器等を発見した場合は、監督員に報告し
　　　　　　　　　　　　　　　対応を協議するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　(３)現場内において再利用を図るもの
　　　　　　　　　　　　　　　　・発生土
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　(４)再資源化を図るもの
　　　　　　　　　　　　　　　　・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材
　　　　　　　　　　　　　　(５)発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、再利用を図るものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。
　　　　　　　　　　　　　　(６)引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資
　　　　　　　　　　　　　　　源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適正に処理し、
　　　　　　　　　　　　　　　監督員に報告すること。（マニフェストＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票を提示すること。）

　　　　　　　　　　　　　　い。

　　　　　禁止　　　　　　　設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等）の規定に違反する燃

　　　　　　　　　　　　　　下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は
　　　　　　　　　　　　　　下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならな

　　　　　　　　　　　　　　(２)防火対象物使用開始届出書
　　　　　　　　　　　　　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　なお、当該手続きに係る費用は受注者の負担とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　手続き　　　　　　　　　・本工事　( ・建築工事　・電気設備工事　・機械設備工事 )　　・別途工事
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　その他　　　　　　　(２)本工事で新規受電または既設電気回路に接続し、通電した時から工事の範囲の電力料金も本工事に含まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、本受電後，引渡しまでの電気主任技術者の設定及びこれに伴う費用負担も本工事に含まれる。

　　　　理　　　　　　　　　かかる費用は本工事に含まれる。

　　　　　　　　　　　　　　（足場等）、養生方法、運送車両、揚重機械、搬入機械の種類、台数及び数量、雨天の場合の処置、受入検査
　　　　　　　　　　　　　　の方法等を記載し監督員に提出する。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　品については、試験及び検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認をするものと
　　　　　　　　　　　　　　する。

　　　　試験　　　　　　　　

　　　　検査時等の電源確保　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　また、必要に応じて操作説明書、操作注意事項書を作成し、機側に備えるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　料をいう。）を使用してはならない。
　　　　　　　　　　　　　　　受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　未加入対策　　　　契約に限る。）の相手方としてはならない。
　　　　　　　　　　　　　 （２）下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないに
　　　　　　　　　　　　　　も関わらず社会保険等が未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。
　　　　　　　　　　　　　　(３) 受注者は、施工体制台帳・再下請通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加
　　　　　　　　　　　　　　入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、
　　　　　　　　　　　　　　速やかに対応すること。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　２．施工仕様
　　　下記の該当する項目を適用する。また、特記事項において選択する事項は、●印のついたものを適用する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　項　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特　　　記　　　事　　　項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１．既設設備等の調査　　　既設設備等の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響をきたさないよう、現地工事着工前に充分な調査
　　　　　　　　　　　　　　を行うこと。
　　　　　　　　　　　　　　(１)地中埋設管路

　　　　　　　　　　　　　　(２)貫通及びはつり
　　　　　　　　　　　　　　　１）項　　目　　・鉄筋　　・配管　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　(３)既設との取合い

　　　　　　　　　　　　　　　２）調査範囲　　・施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　２．施工前の測定等　　　　改修工事にあたっては、工事範囲の既設機器の動作確認及び絶縁測定等を着工前に行い、監督員に報告する
　　　　　　　　　　　　　　こと。
　　　　　　　　　　　　　　
　　３．耐震施工　　　　　　(１)想定される地震に対応するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　(２)耐震計算書を監督員に提出するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　４．耐震基準　　　　　　(１)適用
　　　　　　　　　　　　　　　　耐震措置の計算及び施工方法は、最新版の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（建設大臣官房
　　　　　　　　　　　　　　　官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（独立行政法人建築研究所監修）による。

　　　　　　　　　　　　　　(２)設計用水平地震力
　　　　　　　　　　　　　　　　機器の重量に、設計用水平震度を乗じたものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、特記なき場合、設計用水平震度は次による。
　　　　　　　　　　　　　　　　設計用標準水平震度(Ｋs)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐震安全性の分類　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要機器 　 一般機器 　 重要機器 　 一般機器 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　上層階、屋上及び塔屋　　機器　　　　　　　　２．０　　　１．５　　　１．５　　　１．０　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防振支持の機器　　　２．０　　　２．０　　　２．０　　　１．５　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水槽類　　　　　　　２．０　　　１．５　　　１．５　　　１．０　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間階　　　　　　　　　機器　　　　　　　　１．５　　　１．０　　　１．０　　　０．６　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防振支持の機器　　　１．５　　　１．５　　　１．５　　　１．０　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水槽類　　　　　　　１．５　　　１．０　　　１．０　　　０．６　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　１階及び地下階　　　　　機器　　　　　　　　１．０　　　０．６　　　０．６　　　０．４　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防振支持の機器　　　１．０　　　１．０　　　１．０　　　０．６　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水槽類　　　　　　　１．５　　　１．０　　　１．０　　　０．６　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　６．あと施工アンカー　　性能確認試験及び施工確認試験　　・行う　　・行わない
　　　　　　　　　　　　　　
　　７．基礎の配線ピット　　　基礎に配線ピットを設ける場合、ピットの寸法は敷設するケーブルの曲げ半径、条数、将来増設時の作業性、
　　　　　　　　　　　　　　事故時の対応、排水等に配慮する。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　９．最上階の埋込配管　　　最上階のコンクリート屋根スラブへの埋込配管は、原則として行わない。

　　　　　　　　　　　　　　

　　10．露出配管　　　　　　(１)雨線外など水気のある場所に施設する場合は、Ｕ字配管を行わない。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　11．合成樹脂管　　　　　(１)合成樹脂管の管端には、ブッシングを取り付ける。
　　　　　　　　　　　　　　(２)原則として屋外の露出には使用しない。（ＰＦ管）
　　　　　　　　　　　　　　
　　12．金属製電線管等の塗　(１)露出配管、露出ボックス、鋼製プルボックス等のうち下記の部分には、塗装を施す。
　　　装　　　　　　　　　　　１）屋外、屋内（電気室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）、その他建築意匠上必要な箇所。
　　　　　　　　　　　　　　　２）図面に特記なき場合は、溶融亜鉛メッキ鋼材製のポール及びアームは塗装しなくてもよい。ただし、図
　　　　　　　　　　　　　　　　面に指示がある場合はその指示による。
　　　　　　　　　　　　　　　３）湿気、水気のある場所及びコンクリート埋込みの金属製位置ボックスの内面には絶縁性防錆塗料を充分
　　　　　　　　　　　　　　　　に塗布すること。（監督員が指示した場所は除く。）
　　　　　　　　　　　　　　　４）仮枠貫通部の金属配管には錆止め塗装を施すこと。
　　　　　　　　　　　　　　(２)塗装はエッチングプライマー１種の下地処理のうえ、監督員の指定する色にて調合ペイント２回塗りとす
　　　　　　　　　　　　　　　る。ただし、指定場所及びその他建築意匠上、必要な箇所の露出プルボックスは指定色焼付塗装とする。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　(２)溝はつり及び補修　　・なし　　・あり

　　　　　　　　　　　　　　　バーを使用する。
　　　　　　　　　　　　　　(２)壁面配管で人が容易に触れるおそれのある部分（２ｍ以下）の配管には、突起のない支持金物又は保護カ

　　　　　　　　　　　　　　(３)通路部分では床配管を避け、天井配管の場合は原則２.１ｍ以上とする。
　　　　　　　　　　　　　　(４)監督員の指示がある場合は、上記に係わらずその指示に従う。

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　を挿入する。ただし、長さ１ｍ以下の部分は省略することができる。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　ス　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　(２)屋外形プルボックスと露出配管等の接続部は、カップリング溶接等による。ただし、既設プルボックスに
　　　　　　　　　　　　　　　接続する場合は防水パテ等でシーリングを行う。
　　　　　　　　　　　　　　(３)屋外形プルボックスはボックス内に支持ボルトが突出しない構造とし、取付部にはコーキングを行う。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　13．導入線　　　　　　　　通線を行わない配管及び配線引抜き後に空となった配管には、導入線（φ１.２mm以上の樹脂被覆鉄線等）

　　　　　　　　　　　　　　　　14．ボックス類　　　　　　位置ボックス及びジョイントボックス類は、図面に特記なき場合、原則として金属製とする。

　　15．軽量間仕切のボック　　軽量間仕切に位置ボックスを固定する場合は、ボルト等により堅固に固定する。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　ること。
　　16．プルボックス　　　　(１)屋外形及び特別に製作された特殊形状又は大きいもの（一辺が６００㎜以上のもの）は、製作図を提出す

　　17．ボルト・ナット類　　　屋外に使用する支持金物及びボルト、ナット類で特記のないもの

　　　　　　　　　　　　　　　　下記の箇所で、ケーブル等に行き先等表示札（ケーブル種別及びサイズ、行き先、用途等を表示。）を取
　　　　　　　　　　　　　　　り付ける。
　　　　　　　　　　　　　　　　① ケーブル分岐部分
　　　　　　　　　　　　　　　　② プルボックス内
　　　　　　　　　　　　　　　　③ マンホール及びハンドホールごと
　　　　　　　　　　　　　　(２)ケーブル余長
　　　　　　　　　　　　　　　１）地中線式の場合、マンホール、ハンドホール内でケーブル余長を見込む箇所数

　　　　　　　　　　　　　　　２）架空線式の場合、電柱上でケーブル余長を見込む箇所数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

　　18．ケーブル及び配線　　(１)表示

　　　　　　　　　　　　　　

　　　理　　　　　　　　　　取り付ける。
　　19．高圧ケーブル端末処　　高圧ケーブルの端末処理部、直線接続部等に処理者銘板（屋内外共で、線名、作業日、氏名等を表示。）を

　　20．発生材の処理等　　　(１)引き渡しを要するもの

　　　21．官公署への手続き　　工事の着手、着工、完成にあたり、関係官公署への必要な届出、手続き等を遅滞なく行う。

　　　22．消防法関係の　　　(１)消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　　　23．工事用仮設物　　　　構内への設置　　・できる（施設管理者と協議）　　・できない

　　　24．工事用電力、水、　(１)本工事に必要な工事用電力、水等の費用は受注者の負担とする。

　　　25．工事中等の保安管　　新築、増築等で自家用電気工作物の範囲が変更になった場合、工事着手から引渡しまでの電気保安管理等に

　　　26．搬入計画　　　　　　大型機器、重量物等の搬入前に、搬入経路の有効寸法（扉、天井高さ、搬入経路上の曲がり等）、障害物

　　　27．製品確認　　　　　　発注者及び受注者の協議により仕様を決定し、製作するような規格品でない製品並びに監督員が指定する製

　　　28．機材等の検査及び　　検査及び試験を行うべき機材等は、設計図書によるほか、監督員の指示による。

　　　29．完成確認及び完成　　機器の動作確認、電圧、極性、相回転等確認できるように電源を確保すること。

　　　30．完成時の操作説明　　タイマ、総合盤、動力盤等操作の必要な機器については、使用開始前に操作説明を行うものとする。

　　　31．不正軽油の使用の　　市工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材の搬出入車両を含む。）並びに建

　　　32．社会保険等　　　　(１）適用除外でないにも関わらず社会保険等が未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負

　　　33．その他　　　　　　　設計図書に定められていない事項は監督員に報告し、指示を受けるものとする。

　　　　及び環境保全　　　　
　　　２．施工中の安全確保　　低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

　　　　　　　　　　　　　　り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場と
　　　　　　　　　　　　　　し、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)
　　　　　　　　　　　　　　手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

　　　　税　　　　　　　　　年度の４月１日から８月31日までの間に三重県産業廃棄物税支払い請求書に産業廃棄物税納付証明書を添付し
　　　　　　　　　　　　　　て当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　なお、この期間を超えて請求することはできない。
　　　　　　　　　　　　　　　また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することはできない。

　　　　　　　　　　　　　　気工事士により施工するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　ものとする。
　　　　　　　　　　　　　　(２)電話設備、その他施工に資格が必要なものにあっては、関係法令に基づいた有資格者を配置し、施工する

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　律　　　　　　　　　
　　　　の適正化に関する法　事項を記載した標識を掲げなければならない。

　　　　の調整　　　　　　　電気主任技術者に工事内容の説明を行い、指導を受けるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　また、工事期間中の電気工作物の保安業務も行う。

　　　　え付ける図書　　　　　① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編・機械
　　　　　　　　　　　　　　　　 設備工事編）
　　　　　　　　　　　　　　　② 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編・機械設備工事編）
　　　　　　　　　　　　　　　③ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編
　　　　　　　　　　　　　　　　 機械設備工事編）
　　　　　　　　　　　　　　　④ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」、「電気設備工事監理指針」、「機械設備
　　　　　　　　　　　　　　　　 工事監理指針」
　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 工事写真の撮り方－建築設備編－
　　　　　　　　　　　　　　　⑥ その他、監督員の指示する図書及び工事の容量計算等に必要な図書

　　　　　　　　　　　　　　　なお、書類の作成においては、関連する関係者と充分に調整すること。
　　　　　　　　　　　　　　　① 総合施工計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　　包含工事の場合は、電気設備工事施工計画書とする。
　　　　　　　　　　　　　　　② 工種別施工計画書（施工要領書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　各種工種ごとに作成し、停電及び搬入計画書も作成する。
　　　　　　　　　　　　　　　③ 施工図（プロット図、平面図、展開図、各種詳細図）
　　　　　　　　　　　　　　　　　主要機器、重量機器、3㎏超過吊器具類等については、固定方法、吊り方法等の詳細図を作成し、充分
　　　　　　　　　　　　　　　　な耐震性能を確保する施工方法を提案すること。
　　　　　　　　　　　　　　　④ 耐震計算書、幹線計算書等
　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 照度分布図、センサ動作範囲図など

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　なお、月間工程表には埋設・隠蔽・高所等の施工確認項目の該当時期を印すること。

　　　　　　　　　　　　　　　１）施工可能日
　　　　　　　　　　　　　　　　　・指定なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　・一部指定あり（振動・騒音等作業、重機搬入等入退場、停電作業等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・指定あり

　　　　　　　　　　　　　　　２）施工可能時間帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　・指定なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　・一部指定あり（振動・騒音等作業、重機搬入等入退場、停電作業等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・指定あり

　　　　　　　　　　　　　　　３）概成工期
　　　　　　　　　　　　　　　　　・適用する（工事期日より（　　　　　）日前）　　・適用しない
　　　　　　　　　　　　　　　４）その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、検証等に協
　　　　　　　　　　　　　　力すること。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　手までに「再生資源利用計画書」（建設資材を搬入する場合）及び「再生資源利用促進計画書」（建設副産
　　　　　　　　　　　　　　　物を搬出する場合）を施工計画書に綴じ込んで監督員に提出する。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、工事が変更又は完了した場合には「再生資源利用実施書」（建設資材を搬入した場合）及び「再生
　　　　　　　　　　　　　　　資源利用促進実施書」（建設副産物を搬出した場合）を作成し、監督員に提出する。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、計画書及び実施書の提出とともにＪＡＣＩＣが運営する「建築副産物情報交換システム」へのデー
　　　　　　　　　　　　　　　タ入力も併せて行う。
　　　　　　　　　　　　　　(２)請負額１億円以上の工事について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に従い、再資源化
　　　　　　　　　　　　　　　等が完了した後に報告書を提出すること。

　　　３．足場　　　　　　　　設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省　平成21年４月）によ

　　　４．三重県産業廃棄物　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌

　　　６．電気工事士　　　　　電気工事士法の区分により施工するものとし、契約電力が５００kW以上の電気工作物においても、第一種電

　　　７．有資格者の配置　　(１)消防設備の工事に従事する者は、当該設備に関する甲種消防設備士の資格を有する者とする。

　　　８．電気工事業の業務　　電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める

　　　９．電気主任技術者と　　自家用電気工作物等で電気主任技術者が選任されている施設で工事を行う場合は、電気保安技術者を選任し、

　　　10．現場事務所等に備　　下記の図書（最新版のもの）を備え付ける。

　　　11．施工計画等　　　　　受注者は施工に先立ち、次の書類を提出し監督員と打合せを行う。

　　　12．品質計画　　　　　　品質計画については、監督員の承諾を受けること。

　　　13．測定機器の校正等　　試験に使用する計測器類は２年以内の校正証明書（写）又は有効期限内の精度保証書（写）等を提出する。

　　　14．機器類の能力等　　　機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は原則として表示された数値以上とする。

　　　15．工程表　　　　　　　関連業者間にて十分協議し実施工程表、月間工程表を作成して監督員に提出すること。

　　　16．工事写真　　　　　　営繕工事写真撮影要領（平成28年版）に従い撮影すること。

　　　17．施工条件　　　　　　監督員及び関係部局と協議調整し決定すること。

　　　18．事故の発生時　　　　工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故報告書

　　　19．建設副産物　　　　(１)請負額１億円以上の工事について、再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は工事の着

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

津市　一身田中野　地内

　　　   ＲＣ造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　渡り廊下 　　一階 　　　　　　７項

 　　渡り廊下

　　　５．電気工作物の種類　　・一般電気工作物　　●自家用電気工作物　　・事業用電気工作物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　置　場　所　　　　　機器種別　　　　　●特定の施設　　　　　　　一般の施設　　　　

　　５．はつり　　　　　　　(１)穴開け及び補修　　　・なし　　●あり

　　８．配管・配線の　　　　建物引込部の配管の耐震処置　　　　　　　　　　　　　　●行う　　・行わない
　　　　　　　　耐震処置　　建物のエキスパンションジョイント部の配線の耐震処置　　●行う　　・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　●ステンレス　　・溶融亜鉛メッキ仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

　　　　　　　　　　　　　　　１）項　　目　　・埋設配管　　・構造物　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　２）調査範囲　　・埋設ルート　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　２）調査範囲　　・施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　１）項　　目　　・接続箇所　　・増設箇所　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　●消防設備関係　　●電気工作物関係　　・受電関係　　●通信関係　　・建設工事関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定時間（・（　　）時～（　　）時　　・打ち合わせによる　　・その他（　　　　　　　））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定日（・施設の休業日　　・打ち合わせによる　　・その他（　　　　　　　　　　　　　））

図面名称特記事項 作成年月日工事名称 図面番号
一級建築士事務所 大森建築設計事務所三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

縮尺 事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５
原図：A2１４３３７６号大森幸路 大臣登録一級建築士管理建築士

電気設備工事特記仕様書１

ＮＳ
E-01

　　　　○

　　　　○

　　　　○

　　　　○



　　　(７)分電盤、制御盤等　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、施工年月、受注者名、

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　施工者名を記載する。
　　　(８)分電盤、制御盤等　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、施工年月、受注者名、

　　　　　　　　　　　　　　３）低圧用ＳＰＤクラスⅠの性能　　　　別図による
　　　　　　　　　　　　　　４）通信用ＳＰＤカテゴリＤ１の性能　　別図による
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)盤類　　　　　　　１）形式　　・キュービクル式配電盤 (JIS C 4620)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・高圧スイッチギア　　 (JEM 1425)　( ・ＣＸ　　・ＣＷ　　・ＰＷ　　・ＭＷ )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・開放形配電盤　　・その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　２）中通路　・有　　・無
　　　　　　　　　　　　　　３）特記事項　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(４)交流遮断器　　　　　真空遮断器（ＶＣＢ）
　　　　　　　　　　　　　　　　① 操作方式　　　・手動ばね操作　　・電動ばね操作　　　　・電磁操作
　　　　　　　　　　　　　　　　② 引外し方式　　・電流引外し　　　・コンデンサ引外し　　・直流電圧引外し

　３．機器仕様
　　　下記の該当する項目を適用する。また、特記事項において選択する事項は、●印のついたものを適用する。
　　　なお、詳細については、図面による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　項　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特　　　記　　　事　　　項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【電力設備】　　　　　　

　　１．電灯設備　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　い　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　５）照明器具は、認証書又は認定書、試験成績書を提出すること。
　　　　　　　　　　　　　　６）蛍光灯の点灯管にグローランプを使用するものは、電子点灯管に交換するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　７）ＨＩＤランプを使用する下面開放形器具及びランプの破損による飛散により怪我をする恐れのある場合は、
　　　　　　　　　　　　　　　飛散防止を施したランプとする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)照明制御装置　　　１）センサ類　　・明るさセンサ　　・人感センサ　　・タイマ　　・調光スイッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）調光方式　　・連続調光　　・段階調光　　・ＯＮ／ＯＦＦ制御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)外灯（単独設置）　１）照明用ポール
　　　　　　　　　　　　　　　　①材質　　・アルミニウム製　　・鋼製　　・溶融亜鉛メッキ　　・その他（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　②配線用遮断器又はカットアウトスイッチ内蔵型とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）灯具　　・水銀灯　　・ナトリウム灯　　・Ｈｆ蛍光灯　　・ＬＥＤ灯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）安定器　　・一般形高力率形（ＢＨ）　　・低始動電流形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）電源　　・商用電源（６０Hz）（・２００Ｖ　　・１００Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単独電源（・太陽電池式　　・風車式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（点灯時間（　　　　　）時間、不日照保証日数（　　　　　）日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　６）制御　　・ＥＥスイッチ　　・タイマ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　７）接地　　・単独接地（・本工事　　・別途工事　　・既設利用）　　・共用　　・その他（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)コンセント等　　　　・一般型　　・防水型　　・ハイテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　施工者名を記載する。
　　　　　　　　　　　　　　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）とする。
　　　　　　　　　　　　　　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。
　　　　　　　　　　　　　　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる短絡電流の
　　　　　　　　　　　　　　　値以上とする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　２．動力設備　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)機器類　　　　　　　・分電盤、制御盤等　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)負荷設備　　　　　　・給水　　・排水　　・消火　　・空調　　・換気　　・排煙　　・昇降機
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)負荷設備への接続　　図面に特記明示がない場合、負荷設備への接続は本工事とする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)電動機等の接地　　　・専用接地　　・金属管接地（７.５ｋＷ以下）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)電動機等の力率の　　本工事に含む制御盤には各負荷に力率改善コンデンサを取り付ける。
　　　　改善　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(７)保護継電器　　　　　過負荷、欠相、逆相継電器は熱動式とする。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）とする。
　　　　　　　　　　　　　　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。
　　　　　　　　　　　　　　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる短絡電流の
　　　　　　　　　　　　　　　値以上とする。
　　　　　　　　　　　　　　７）電流計は赤指針付（定格電流指示）とする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　３．雷保護設備　　　　　

　　　(１)避雷針　　　　　　１）受雷部　　　・突針　　・棟上導体　　・笠木等の別途施工物
　　　　　　　　　　　　　　２）避雷導線　　・引下げ導線　　・建築構造体利用
　　　　　　　　　　　　　　３）接地極　　　・接地極埋設　　・建築構造体利用　　・測定用補助接地極
　　　　　　　　　　　　　　４）接地抵抗の測定
　　　　　　　　　　　　　　　　① 測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法
　　　　　　　　　　　　　　　　② 測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回
　　　　　　　　　　　　　　５）接地極埋設標を設置する。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)雷サージ保護　　　１）耐雷トランス　　・設置（・単相用　　・動力用）　　・設置しない
　　　　　　　　　　　　　　２）ＳＰＤ　　・低圧用（・クラスⅠ　　・クラスⅡ）　　・通信用（・カテゴリＣ２　　・カテゴリＤ１）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)電源回路の保護　　１）低圧用ＳＰＤに使用する配線用遮断器は警報接点付とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）主幹機器の２次側に設ける場合の配線用遮断器は、定格遮断容量５ｋＡ以上とする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)通信回線の保護　　　電話回線、制御回線などの通信回線に侵入するおそれがある場所は、雷サージから機器を保護するため
　　　　　　　　　　　　　　通信用ＳＰＤを設置する。
　　　　　　　　　　　　　　
　　４．接地設備　　　　　　

　　　(１)接地工事　　　　　１）種別　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種
　　　　　　　　　　　　　　２）施工　　・各種単独　　・共用有り（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)接地抵抗の測定　　１）測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法
　　　　　　　　　　　　　　２）測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)接地極埋設標　　　　接地には接地極埋設標を施工し、接地極の位置がわかるようにする。
　　　　　　　　　　　　　　

　　【受変電設備】　　　　　

　　５．受変電設備　　　　　　高圧以外の受変電設備については、本項によらず別図による。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(１)既設との取り合い　　・無し　　・改造（機器取替、追加等を含む）　　・増設　　・配線接続
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)機器類　　　　　　　・盤類　　・交流遮断器　　・断路器　　・避雷器　　・負荷開閉器　　・変圧器　　・進相コンデンサ
　　　　　　　　　　　　　　　・直列リアクトル　　・配線用遮断器　　・電磁接触器　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)負荷開閉器　　　　１）形式　　　　・配電盤用　　・引込柱用　　・地中引込用
　　　　　　　　　　　　　　２）配電盤用　　① 操作方式　　　　・フック棒操作　　・遠方手動操作　　・電動操作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 限流ヒューズ　　・有（ストライカ付き）　　・無
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 引外し装置　　　・ストライカ引外し　　・電圧引外し　　・無
　　　　　　　　　　　　　　３）引込柱用　　① 本体及び制御箱の材質　　・ステンレス製　　・鋼製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 保護装置　　過電流蓄勢トリップ付地絡方向継電器とし、制御電源用変圧器内蔵とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 避雷器　　・内蔵　　・無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）地中引込用　　 保護装置は、過電流蓄勢トリップ付地絡方向継電器とし、制御電源用変圧器内蔵とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油入５００ｋＶＡ以上、モールド１５０ｋＶＡ以上の場合は必須とする

　　　(８)進相コンデンサ　　１）絶縁方式　　・油入　　　・モールド　　　・ガス入
　　　　　　　　　　　　　　２）その他　　　① 内部異常を検知して動作する保護接点を設けること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 放電装置を附属又は内蔵すること　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(９)直列リアクトル　　１）絶縁方式　　・油入　　　・モールド
　　　 （進相コンデンサ用） ２）容量　　　　・６％　　　・１３％
　　　　　　　　　　　　　　３）その他　　　内部異常を検知して動作する警報接点を設けること　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　施工者名を記載する。

　　８．電力平準化用蓄電設備

　　　(１)用途　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)機能　　　　　　　　・ピークシフト機能　　・ピークカット機能　　・商用停電時のバックアップ機能
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)蓄電池　　　　　　１）種類　　・リチウム二次電池　　・鉛蓄電池　　・ニッケル水素蓄電池
　　　　　　　　　　　　　　２）容量　　　　（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)性能　　　　　　　１）交流入出力電気方式　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　　　　　２）自立運転　　・する　　・しない

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　３）期待寿命　　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　６）補機類　　　・製造者標準　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(５)計測表示　　　　　　遠方監視用接点　　・設けない　　・設ける（詳細は別図による）

　　　(６)状態・警報表示　　　移報用の遠方監視用接点の搭載を必須とする。

　　９．分散電源
　　　　 ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ　　仕様詳細は別図による。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　４）充放電回数　（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）放電時間　　（　　　　　　　　　　）

　　　(８)燃料移送ポンプ　　１）電動ポンプ　　　・歯車ポンプ　　・油中ポンプ
　　　　　　　　　　　　　　２）手動ポンプ（ウイングポンプ）　　・有　　・無
　　　　　　　　　　　　　　３）電動ポンプ水没防止カバー　　　　・有　　・無

　　　(９)基礎　　　　　　　　・本工事（・２１N/㎜2 　　・１８N/㎜2） 　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　）

　　　(６)性能　　　　　　　　停電補償時間　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　３）系統連系　　・する　　・しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(５)断路器　　　　　　１）形式　　　　・３極単投　　　　・単極単投　　（避雷器用に限る）
　　　　　　　　　　　　　　２）操作方式　　・遠方手動操作　　・フック棒操作（避雷器用に限る）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(７)変圧器　　　　　　１）形式　　　　・油入　　　・モールド
　　　　　　　　　　　　　　２）設置方式　　・屋外型　　・屋内型
　　　　　　　　　　　　　　３）ダイヤル温度計　　・有（・最大値指針 有　・最大値指針 無 ） 　・無

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(10)設備不平衡　　　　　高圧受電の三相３線式における不平衡の制限は、設備不平衡率が３０％以下となるようにする。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(11)キュービクル等　　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、施工年月、受注者名、

　　　　　　　　　　　　　　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）とする。
　　　　　　　　　　　　　　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。
　　　　　　　　　　　　　　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(12)基礎　　　　　　　　・本工事（・２１N/㎜2　　・１８N/㎜2）　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(13)配線ピット及び蓋　１）施工　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）ピット蓋の加工が必要な場合は、本工事にて行うこと。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(14)設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・地上　　・屋上）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　【電力貯蔵設備】　　　　

　　６．直流電源設備　　　　

　　　(１)用途　　　　　　　　・非常用照明器具電源　　・受電変設備制御電源　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)容量　　　　　　　　（　　　　　）ｋＶＡ
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)整流装置　　　　　１）出力電圧　　直流（・１２Ｖ　　・２４Ｖ　　・４８Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ ）
　　　　　　　　　　　　　　２）整流装置は、蓄電池を充電するための電流並びに監視及び制御等で消費される電流を考慮して選定する。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)蓄電池　　　　　　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

　　　　　　　　　　　　　　

　　７．交流無停電電源設備　

　　　(１)用途　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)容量　　　　　　　　（　　　　　）ｋＶＡ
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)給電方式　　　　　　・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)整流装置等　　　　　整流装置、インバーター装置は、接続する負荷の特性を配慮し選定する。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)蓄電池　　　　　　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

　　　　　　　　　　　　　　

　　【発電設備】　　　　　　

　　10．燃料式発電設備　　　

　　　(１)用途　　　　　　　１）用途　　・防災電源専用（防災認定品）　　・防災電源兼用（防災認定品）　　・一般用
　　　　　　　　　　　　　　２）区分　　・常用　　・非常用
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・普通地域　　・塩害地域）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)機器　　　　　　　　・発電装置　　・燃料槽　　・給油ボックス　　・燃料移送ポンプ
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)発電装置　　　　　１）種類　　・ディーゼル発電装置　　・ガスエンジン発電装置　　・ガスタービン発電装置
　　　　　　　　　　　　　　２）形式　　・簡易形　　・オープン式　　・キュービクル式（・８５dB(A)/1m　　・７５dB(A)/1m）
　　　　　　　　　　　　　　３）始動時間（停電検出後）　　・１０秒以内　　・４０秒以内　　・（　　　　　）秒以内
　　　　　　　　　　　　　　４）連続運転時間　　・２時間以上　　・１０時間以上　　・２４時間以上　　・７２時間以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）発電機　 ① 電気方式　　・三相３線式（・６.６ｋＶ 　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 定格周波数　　６０Ｈｚ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 定格出力　　　（　　　　　）ｋＶＡ
　　　　　　　　　　　　　　６）原動機　 ① 定格出力　　・（　　　　　）ｋＷ 以上　　・（　　　　　）ｐｓ 以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 冷却方式　　・ラジエター方式　　・冷却水循環式　　・その他（　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)燃料　　　　　　　１）種類　　・軽油　　・灯油　　・Ａ重油　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　　　　　　　２）引渡時燃料　　・満タン　　・指定なし　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)燃料槽　　　　　　１）形式及び容量　　・パッケージ搭載タンク（　　　　　）リットル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・燃料小出槽（　　　　　）リットル　　　　・主燃料槽（　　　　　）リットル
　　　　　　　　　　　　　　２）燃料小出槽　　　・屋外型（・ステンレス製　　・鋼製）　　　・屋内型（・ステンレス製　　・鋼製）
　　　　　　　　　　　　　　３）主燃料槽
　　　　　　　　　　　　　　　　① 設置場所　　　　・屋内　　・屋外（地上）　　・地下埋設（・タンク室内埋設　　・直埋設）
　　　　　　　　　　　　　　　　② 形式　　　　　　・二重殻タンク　　・一重殻タンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　③ 設置工事　　　　・本工事　　・別途工事　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　④ タンク室工事　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(７)給油ボックス　　　１）材質　　　　　・ステンレス製　　・鋼製　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　　　　　　　２）油量指示計　　・有　　・無

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　２）ＷＡＮ　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(４)支持構造物　　　　　自重、積載荷重、積雪、振動、衝撃等に対し、安全が確保されたものとする。

　　　　　　　　　　　　　　５）機能　　・系統連系（・高圧連系　　・みなし低圧連系　　・低圧連系）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自立運転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　13．その他発電設備　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の仕様詳細は別図による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ダイレクトインダイヤル方式　　　　　　・ダイレクトインライン方式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(３)電話機　　　　　　　・一般電話機　　　　・多機能電話機　　　　・ＩＰ電話機
　　　　　　　　　　　　　　　・デジタルコードレス電話機（ＰＨＳ方式）　・ＩＰコードレス電話機（無線ＬＡＮ方式）　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)出退表示装置　　　１）機器　　　　　・制御装置　　　・出退表示盤　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）出退表示盤　　・発光ダイオード式　　・液晶式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　各機器の仕様詳細は別図による。

　　　　　　　　　　　　　　２）定格周波数　　６０Ｈｚ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　　　　　　　11．太陽光発電設備　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・太陽電池アレイ　　・パワーコンディショナ　　・系統連系保護装置　　・接続箱
　　　　　　　　　　　　　　　・情報処理装置　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)太陽電池アレイ　　１）発電能力　　公称出力（　　　　　）ｋＷ
　　　　　　　　　　　　　　２）架台は、JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持設計標準」による。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)パワーコンディシ　１）出力電気方式　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）
　　　　ョナ及び系統連系保　　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）
　　　　護装置　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　　　　　３）設置場所　　・屋内　　　・屋外　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）設置方式　　・壁掛型　　・自立型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）機能　　・系統連系（・高圧連系　　・みなし低圧連系　　・低圧連系）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自立運転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　６）系統連系技術要件は、関係法令や技術基準等を遵守し、電気事業者と十分協議する。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)情報処理装置　　　１）装置　　・データ処理装置　　・データ表示装置　　・気温計　　・日射計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）記録作成　　・日報　　・月報　　・年報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)仕様詳細　　　　　　仕様詳細は「太陽光発電設備特記仕様書」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　12．風力発電設備　　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・風車発電装置　　・制御装置　　・系統連系保護装置　　・支持構造物　　・情報処理装置
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)風車発電装置　　　　発電能力　　定格出力（　　　　　）ｋＷ

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)制御盤　　　　　　１）出力電気方式　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）

　　　　　　　　　　　　　　２）定格周波数　　６０Ｈｚ
　　　　　　　　　　　　　　３）設置場所　　・屋内　　　・屋外　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）設置方式　　・壁掛型　　・自立型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　６）系統連系技術要件は、関係法令や技術基準等を遵守し、電気事業者と十分協議する。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(５)情報処理装置　　　１）装置　　・データ処理装置　　・データ表示装置　　・風速計　　・風向計　　・気温計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）記録作成　　・日報　　・月報　　・年報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)仕様詳細　　　　　　仕様詳細は「風力発電設備特記仕様書」による。

　　　　　　　　　　　　　　
　　【通信・情報設備】　　　

　　14．構内情報通信網設備　

　　　(１)インターフェース　１）ＬＡＮ　　・１０００ＢＡＳＥ－Ｔ　　・無線ＬＡＮ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(２)機器　　　　　　　　・スイッチ　　・ルータ　　・メディアコンバータ　　・ファイヤウォール　　・時刻同期装置
　　　　　　　　　　　　　　　・ネットワーク管理装置　　・機器収納ラック　　　　・アウトレット
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)ケーブル　　　　　１）幹線系　　　・ＵＴＰ　　・光ファイバ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）支線系　　　・ＵＴＰ　　・光ファイバ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）フロア系　　・ＵＴＰ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)アウトレット　　　　・ローテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））　　・壁コンセント
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　
　　15．構内交換設備　　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・交換装置　　・電話機　　・端子盤類　　・アウトレット
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)交換装置　　　　　１）種別　　・構内交換装置（・デジタルＰＢＸ　　・ＩＰ－ＰＢＸ　　・ＶｏＩＰサーバ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ボタン電話装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）局線応答方式　　・局線中継台方式　　・分散中継台方式　　・ダイヤルイン方式

　　　　　　　　　　　　　　３）保安用接地　　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）本配電盤（ＭＤＦ）　　・自立フレーム（・片面形　　・両面形）　　・交換機一体型　　・壁掛型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）電源装置　　① 形式　 ・別置型　　・一体形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 停電補償時間　 ・３０分以上　　・（　　　　　　　　　　）以上

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)端子盤類　　　　　１）端子盤　　・中継端子盤（ＩＤＦ）　　・室内端子盤
　　　　　　　　　　　　　　２）中継端子盤には実装数の２０％以上、室内端子盤には１０Ｐ以上の接続端子板スペースを見込む。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)アウトレット　　　　・ローテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））　　・壁コンセント
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　16．情報表示設備　　　　

　　　(１)設備　　　　　　　　・マルチサイン装置　　・出退表示装置　　・時刻表示装置　　・警報等表示装置
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)マルチサイン装置　１）機器　　　　　・操作制御部　　・情報表示盤　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）通信方式　　　・ＴＣＰ／ＩＰ　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）操作制御部　　　イメージスキャナ　　・有　　　　・無
　　　　　　　　　　　　　　４）情報表示盤　　・発光ダイオード式　　・液晶式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(４)時刻表示装置　　　１）機器　　・親時計　　・子時計　　・電源装置　　・単独時計　　・その他（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）親時計　 ① 形式　　　　　　・壁掛型　　・自立型　　・ラックマウント型（ラック架組込）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 時刻補正機能　　・ＦＭ放送受信　　（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長波標準電波受信（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 回線数　（　　　　　）回線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 機能　　・電子チャイム（　　）曲　　・時報　　・プログラムタイマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（引渡し時は機器の説明及びプログラムの入力を行うこと。）
　　　　　　　　　　　　　　３）子時計　 ① 方式　　　　・アナログ式　　　　・デジタル式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）電源装置　　運転可能時間（・１０時間　　・（　　　　　）時間）
　　　　　　　　　　　　　　５）単独時計　 ① 方式　　　　　　・アナログ式　　　　・デジタル式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 設置場所　　　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 時刻補正機能　　・有　　　・無

　　　(５)警報等表示装置　　１）機器　　　　・表示盤　　　・検出装置　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）表示盤　　 ① 表示方式　　・表示窓式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 施工　　　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）検出装置　 ① 検出方式　　・電極　　・無電圧接点　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 施工　　　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）図面に特記明示がない場合、検出装置への接続は本工事とする。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　(２)電源の種類により色を区別する。
　　　　　　　　　　　　　　(３)配線器具を取り付ける場所が金属の場合は、絶縁枠を使用する。
　　　　　　　　　　　　　　(４)プレートは、図面に特記なき場合、新金属製とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　なお、器具を実装しない位置ボックスには用途表示をすること。
　　　　　　　　　　　　　　(５)カバープレートは、原則として新金属製とする。

　　　　　　　　　　　　　　(６)フロアプレートは、水平高低調整型（空転防止リング付）とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　測定箇所　(　　　　　　　　　　)　　　　測定回数　(　　　　) 回

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　利用してもよい。（乾燥した場所のコンパクト形器具（２７Ｗ以下）を除く。）
　　　　　　　　　　　　　　(２)接地線は電灯配線と同一太さのケーブルの１芯（緑色）を使用する。ただし、監督員の指示により１.６mm
　　　　　　　　　　　　　　　の絶縁電線（緑線）を添えることもできる。
　　　　　　　　　　　　　　(３)照明器具を設置する前に、照度分布図を作成し監督員の承諾を得ること。
　　　　　　　　　　　　　　(４)照明器具取付完了後、照度測定を行う。照度計は一般形ＡＡ級とする。
　　　　　　　　　　　　　　(５)天井下地材より支持をする場合は、ワイヤ等により脱落防止の措置を行う。

　　　　　　　　　　　　　 (６)パイプ吊りの照明器具は振れ止めを施工する。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　ュービクル等　　　　　　また、既設分電盤・制御盤等を改造した場合は、図面を修正するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　(２)屋外キャビネットで露出配管をボックスに接続する場合は、カップリングを溶接等行い接続部から雨水等
　　　　　　　　　　　　　　　が浸入しない方法とする。ただし、既設ボックスに接続する場合はロックナットとボックスの間にゴムパッ
　　　　　　　　　　　　　　　キン等を取付け、接続部からの雨水等が浸入しないようにする。

　　　備の設置場所　　　　　(２)基礎の高さは周囲の状況を考慮する。
　　　　　　　　　　　　　　(３)電気室には水管、蒸気管、ガス管、ダクト等を通過させない。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　(２)配管の接続は、機器の取外し又は保守点検を考慮し施工する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　測定　　　　　　　　　　　電界強度測定結果による計算書を提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　・施工前　　・躯体上がり時　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　(２)測定の実施
　　　　　　　　　　　　　　　１）項目
　　　　　　　　　　　　　　　　　全受信チャンネルの電界強度、受像画質、等価Ｃ／Ｎ、ビット誤り率の測定及び映像写真の撮影を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　２）測定時期
　　　　　　　　　　　　　　　　　・施工前　　・躯体上がり時　　・施工後　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　３）報告書提出部数
　　　　　　　　　　　　　　　　　・２部　　・（　　　　　）部

　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、配管周りの埋戻し材料は山砂とする。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　・Ｂ種　　( 材料：根切り土の中の良質土 / 工法：機器による締固め )
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

　　　　　　　　　　　　　　(２)特記なき地中埋設配管の深さは、ＧＬ―６００㎜以上とする。
　　　　　　　　　　　　　　(３)根切りの種類は、マンホール、ハンドホール、屋外受変電設備及び自家発電装置の基礎等は総掘り、埋設
　　　　　　　　　　　　　　　管路等は布掘り、外灯基礎、電柱等はつぼ掘りとする。
　　　　　　　　　　　　　　(４)機械掘削は根切り底を乱さないようにする。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　ホール　　　　　　　　２）地耐力
　　　　　　　　　　　　　　　　① 地耐力は、建築基準法施行令第93条の短期応力度とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　② 衝撃係数は、設置場所に応じた衝撃係数とする。
　　　　　　　　　　　　　　３）高さ９００㎜を超えるものにあっては、タラップ付とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、タラップの取付は４５０㎜間隔以内とし、原則として接地を施すこと。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　① 建物への引込口及び送出口付近
　　　　　　　　　　　　　　　　② マンホール・ハンドホール付近
　　　　　　　　　　　　　　　　③ 地中線路の曲折箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　④ 道路横断箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 直線部分では３０ｍ程度に１個
　　　　　　　　　　　　　　

　　20．配線器具の設置　　　(１)特殊コンセントはプラグ付とする。

　　21．照明器具の設置　　　(１)コードペンダント以外の放電灯及び水気のある場所の器具は接地する。なお、金属配管の場合は、配管を

　　22．照明改修の際の測定　　対象室の改修前後の照度及び回路電流値の測定を次のとおり行うこと。

　　23．分電盤、制御盤、キ　(１)図面ホルダー内には、完成図及び回路の行き先がわかる図面を備える。

　　　　　　　　　　　　　　
　　24．受変電設備、発電設　(１)保守点検、防火上有効な空間、維持管理の空間を考慮する。

　　　　　　　　　　　　　　
　　25．発電設備の燃料配管　(１)フレキシブルジョイント取付位置は、施工前に所轄の消防署と十分に打合せを行う。

　　26．電波関係の計算及び　(１)計算書の提出

　　27．土工事　　　　　　　(１)埋戻しの材料及び工法

　　28．ハンドホール、マン　１）地中線路及びハンドホール等沈下が考慮される場合は、沈下対策を施す。

　　29．地中配線路の表示杭　　下記の箇所に、地中配線路の表示杭を設置する。

　　　(１)既設との取り合い　　・無し　　・盤改造　　●配線接続　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

図面名称特記事項 作成年月日工事名称 図面番号
一級建築士事務所 大森建築設計事務所三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

縮尺 事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５
原図：A2１４３３７６号大森幸路 大臣登録一級建築士管理建築士

電気設備工事特記仕様書２

ＮＳ

　　　(１)既設等との取り合　　・無し　　・盤改造　　●配線接続　　・電源供給　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(２)機器類　　　　　　　●一般照明器具　　・照明制御装置　　・外灯（単独設置）　　・コンセント等　　・分電盤、制御盤等

　　　(３)一般照明器具　　　１）形式　　・公共型　　　　●一般型
　　　　　　　　　　　　　　２）灯具　　・Ｈｆ蛍光灯　　●ＬＥＤ灯　　・ＨＩＤ灯　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）用途　　・屋内用　　　　●屋外用　　　・防災用
　　　　　　　　　　　　　　４）環境　　●普通地域　　　・塩害地域
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　　　　　　　　マンホール　２）施工　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事　●既設利用　・その他（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　・スピーカ切替装置　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(２)伝送方式　　　　　　・アナログ伝送方式　　・ネットワーク伝送方式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(５)録画装置　　　　　１）記憶媒体　　デジタル記憶媒体とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）記憶容量　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）時刻補正機能　　・ＦＭ放送受信　　（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長波標準電波受信（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）機能　　　　・警報　　・記録　　・監視カメラ連動制御　　・センサ入切制御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 基本機能　　施解錠制御、許可・不許可設定、設定データバックアップ機能、こじ開け警報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の搭載は必須とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 特記機能　　・遠隔施解錠制御　・スケジュール設定制御　・記録機能　・照明空調制御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・防災防犯インテグレーション機能　・その他（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）認識部　　・バイオメトリックス（　　　　　　　）　　・暗証番号　　・磁気カード　　・ＩＣカード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）セキュリティゲート　　仕様詳細は別図による。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)副受信機　　　　　１）盤形式　　　・自立型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　（表示装置）　　　　２）回線数　　　・（　　　　　）回線　　・（　　　　　）アドレス
　　　　　　　　　　　　　　３）表示装置の仕様詳細は別図による。

　　　(２)受信機　　　　　　１）回線数　　（　　　　　）回線
　　　　　　　　　　　　　　２）種類　　・都市ガス用　　・液化石油ガス用
　　　　　　　　　　　　　　３）設置　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機などとの複合盤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)副受信機　　　　　　設置　　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機などとの複合盤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)検知器　　　　　　１）動作　　・単独（単独動作）　　・連動（受信機に伝送）
　　　　　　　　　　　　　　２）定格電圧　　・ＡＣ１００Ｖ　　・ＤＣ２４Ｖ（受信機等から供給）　　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）ガス検知出力信号　　・有電圧出力方式　　・無電圧接点方式

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)機能　　　　　　　　仕様詳細は別図による。

　　【医療関係設備】　　　　

　　30．非接地電源用分電盤

　　　(１)機器　　　　　　　　・絶縁変圧器　　・絶縁監視装置　　・電流監視装置　　・ 医用接地センタボディー
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(２)仕様詳細　　　　　　仕様詳細は別図による。

　　31．ナースコール設備

　　　(１)形式　　　　　　　　・基本形ナースコール装置　・携帯形ナースコール装置　・情報表示形ナースコール装置　・病床ユニット

　　　(２)仕様詳細　　　　　　仕様詳細は別図による。

　　　　　　　　　　　　　　

　　17．映像・音響設備　　　

　　　(１)設備　　　　　　　　・映像機器　　・音響機器　　・操作装置
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)映像機器　　　　　１）表示機器　　・プロジェクタ（・前面投射式　　・背面投射式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スクリーン（・反射マット形　　・反射ビーズ形　　・反射ストライプ形　　・透過形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スクリーン巻上装置（・電動式　　・手動式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・液晶ディスプレイ

　　　　　　　　　　　　　　２）付属機器　　・録画再生装置（・ＨＤＤ　　・Blu-ray/ＤＶＤ　　・その他（　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・テレビチューナー（・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　　・ＣＳ　　・その他（　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・カメラ　　・パソコン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)音響機器　　　　　１）増幅器　 ① 出力　　（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 方式　　・ステレオ　　・モノラル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
　　　　　　　　　　　　　　２）付属機器　　・グラフィックイコライザー　　・オーディオミキサー　　・電源制御器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　　・メモリオーディオ　　・その他（　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・有線マイクロホン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・無線マイクロホン（・電波式（・アナログ　・デジタル）　・赤外線式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）スピーカ　　・天井分散配置方式　　・集中配置方式　　・併用方式　　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)操作装置　　　　　１）形状　　・卓型　　・キャビネットラック型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）設置　　・固定式　　・可動式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　18．拡声設備　　　　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・増幅器　　・付属機器　　・操作装置　　・スピーカ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)増幅器　　　　　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）
　　　　　　　　　　　　　　　・専用　　出力　（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)付属機器　　　　　　・オーディオミキサー　　・リモコンマイク　　・電源制御器
　　　　　　　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　　・メモリオーディオ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　・アナウンスレコーダ（・チャイム　　・独自メッセージ　　・プログラムタイマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　・有線マイクロホン
　　　　　　　　　　　　　　　・無線マイクロホン（・電波式（・アナログ　・デジタル）　・赤外線式）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(４)操作装置　　　　　　・卓型　　・キャビネットラック型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)スピーカ　　　　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）
　　　　　　　　　　　　　　　・専用　　結線　　・１Ｗ　　・３Ｗ　　・（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　19．誘導支援設備　　　　

　　　(１)設備　　　　　　　　・音声誘導装置　　・インターホン　　・トイレ等呼出装置
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)音声誘導装置　　　１）検出方式　　・磁気式　　・無線式　　・画像認識式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）設置場所　　・屋外（防雨形）　　・屋内
　　　　　　　　　　　　　　３）機能　　・自動火災報知設備より火災報知信号を受信した場合停止する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・タイムスケジュールにより停止及び開始を可能とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）機器　　・制御装置　　・送信機　　・受信機　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）制御装置　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　６）送信機　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　７）受信機　　・スピーカ式　　・イヤホン式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)インターホン　　　１）用途　　・内部受付用　　・外部受付用　　・夜間訪問用　　・身体障害者用　　・保守用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）機能　　・音声通話　　・映像モニタ
　　　　　　　　　　　　　　３）通話網　　・親子式　　・相互式　　・複合式
　　　　　　　　　　　　　　４）通話方式　　・同時通話式　　・交互通話式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）機器　　・親機　　・子機　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　６）親機
　　　　　　　　　　　　　　　　①形状　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　②送受話器　　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　７）子機
　　　　　　　　　　　　　　　　①形状　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　②送受話器　　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)トイレ等呼出装置　１）用途　　・トイレ呼出　　・受付呼出　　・非常通報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）機器　　・親機　　・呼出スイッチ　　・警報装置　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）親機　　・壁掛型　　・卓上型　　・複合盤組込　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　４）呼出スイッチ　　・押ボタン式　　・引紐式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　５）警報装置　　・光　　・音声　　・ブザー　　・ベル　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　20．テレビ共同受信設備　

　　　(１)受信放送　　　　　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・ＣＡＴＶ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)機器　　　　　　　　・増幅器　　・混合器　　・分波器　　・分岐器　　・分配器　　・機器収容箱　　・アンテナ
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)アンテナ　　　　　１）放送　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）マスト　・地上波用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・衛星用　（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）自立用基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　21．テレビ電波障害防除　
　　　設備　　　　　　　　　

　　　(１)対象戸数　　　　　　（　　　　　）戸
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)機器　　　　　　　　・増幅器　　・混合器　　・分波器　　・分岐器　　・分配器　　・機器収容箱　　・アンテナ
　　　　　　　　　　　　　　　・ヘッドエンド装置　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)アンテナ　　　　　１）放送　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）マスト　・地上波用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・衛星用　（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）自立用基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　22．監視カメラ設備　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・カメラ　　・モニタ装置　　・録画装置　　・ハウジング　　・旋回装置
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)カメラ　　　　　　１）色方式　　・白黒　　・カラー
　　　　　　　　　　　　　　２）駆動方式　　・固定式　　・遠隔可動式
　　　　　　　　　　　　　　３）撮影条件　　・昼間　　・薄明時　　・夜間
　　　　　　　　　　　　　　４）設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)モニタ装置　　　　１）色方式　　・白黒　　・カラー
　　　　　　　　　　　　　　２）モニタ　　・液晶　　・ＰＣ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）設置　　・自立型　　・卓上型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　23．駐車場管制設備　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・管制盤　　・検知器　　・信号灯　　・警報灯　　・発券機　　・カーゲート　　・カードリーダ
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)管制盤　　　　　　１）機能　　・入場管理　　・退場管理　　・発券管理　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）形式　　・自立型　　　・壁掛型　　　・卓上型　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)検知器　　　　　　１）方式　　・赤外線式　　・超音波センサ式　　・ループコイル式　　・その他（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）検知器外箱　　　・ステンレス製　　　　・鋼製
　　　　　　　　　　　　　　３）検出対象車両　　四輪軽自動車以上
　　　　　　　　　　　　　　４）検出対象速度　　・２～４０ｋｍ／ｈ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)信号灯・警報灯　　１）方式　　　・発光ダイオード式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）警報音　　・音声　　・ブザー　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）外箱　　　・ステンレス製　　　　・鋼製

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)発券機　　　　　　１）発行券　　　・磁気式　　・ＩＣカード式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）発券方式　　・入場時発行　　・事前発行　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)カーゲート　　　　　・バー式（・グラスファイバー製　　・アルミ製　　・鋼製（防錆処理））
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　24．防犯・入退室管理設　
　　　備　　　　　　　　　　

　　　(１)設備　　　　　　　　・防犯装置　　・入退室管理装置
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)防犯装置　　　　　１）機器　　　・センサ　　・制御装置　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）センサ　　・パッシブセンサ　　　・赤外線センサ　　　・画像センサ　　　・マグネットセンサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ガラス破壊センサ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）制御装置　 ① 形式　　・自立型　・壁掛型　・卓上型　・複合盤組込　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 時刻補正機能　　　・ＦＭ放送受信　　（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長波標準電波受信（・アンテナ設置　　・既設利用）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(３)入退室管理装置　　１）機器　　・制御装置　　・認識部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電気錠（・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・セキュリティゲート　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）制御装置　 ① 形式　　・自立型　・壁掛型　・卓上型　・複合盤組込　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 時刻補正機能　　　・ＦＭ放送受信　　（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長波標準電波受信（・アンテナ設置　　・既設利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　25．自動火災報知設備　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・受信機　　・副受信機（表示装置）　　・中継器　　・発信機　　・感知器
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)受信機　　　　　　１）型式　　　　・Ｐ型１級　　・Ｐ型２級　　・Ｒ型
　　　　　　　　　　　　　　２）回線数　　　・（　　　　　）回線　　　　・（　　　　　）アドレス
　　　　　　　　　　　　　　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能
　　　　　　　　　　　　　　４）盤形式　　　・複合盤組込　　　・自立型　　　・壁掛型　　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　(４)中継器　　　　　　　試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)発信機　　　　　　１）型式　　・アドレス付　　・Ｐ型１級　　・Ｐ型２級
　　　　　　　　　　　　　　２）消火栓ポンプ起動　　特記なき場合は、発信機連動方式とし、発信機表面に「消火栓起動」等の文字を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併記する。
　　　　　　　　　　　　　　３）設置　　・単独設置　　・機器収容箱に組込　　・消火栓ボックス（別途）に組込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　(６)感知器　　　　　　１）型式　　・アドレス付　　・一般型
　　　　　　　　　　　　　　２）種類　　・熱感知器　　・煙感知器　　・炎感知器
　　　　　　　　　　　　　　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能
　　　　　　　　　　　　　　４）設置場所　　・屋内（・一般　　・防水　　・防爆　　・防食　　・その他（　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・屋外（・防水　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　　　　　　　　　　　　　　

　　26．自動閉鎖設備　　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・連動制御器　　・感知器　　・自動閉鎖装置　　・自動開錠装置
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)連動制御器　　　　１）制御対象　　・防火戸　　・防火シャッター　　・防排煙ダンパー　　・非常口等の扉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）回線数　　（　　　　　）回線（遠方復帰機構（　　　　　）回路）
　　　　　　　　　　　　　　３）設置　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機等との複合盤
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)感知器　　　　　　１）型式　　・アドレス付　　・一般型
　　　　　　　　　　　　　　２）種類　　煙感知器（・２種　　・３種）
　　　　　　　　　　　　　　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能
　　　　　　　　　　　　　　４）設置場所　　・屋内（・一般　　・防水　　・防爆　　・防食　　・その他（　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・屋外（・防水　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)自動閉鎖装置　　　１）方式　　・電磁式　　・ラッチ式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）施工　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事　・既設利用　・その他（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)自動開錠装置　　　１）方式　　・電気錠　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）施工　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事　・既設利用　・その他（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　27．非常警報設備　　　　

　　　(１)設備　　　　　　　　・非常放送装置　　・非常ベル
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)非常放送装置　　　１）消防法基準適合マーク品とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）機器　　・増幅器　　・スピーカ　　・非常用リモコンマイク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）増幅器　 ① 出力　　（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 形式　・ロングラック型　・スタンダードラック型　・壁掛型　・その他（　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 機能　・マイク放送　　・自動火災報知設備連動放送　　・緊急地震速報設備連動放送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤ 用途　・拡声設備兼用　　・非常放送専用
　　　　　　　　　　　　　　４）スピーカ　 ① 結線　　・１Ｗ　　・３Ｗ　　・（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 用途　　　　・拡声設備兼用　　　・非常放送専用
　　　　　　　　　　　　　　５）非常用リモコンマイク
　　　　　　　　　　　　　　　　型式　　・壁掛形　　・ラック収納形　　・卓上形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)非常ベル（自動式　１）機器　　・起動装置　　・非常ベル　　・表示灯　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　サイレンを含む）　　２）設置　　・単独設置　　・機器収容箱に組込　　・消火栓ボックス（別途）に組込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　28．ガス漏れ火災警報設　
　　　備　　　　　　　　　　

　　　(１)機器　　　　　　　　・受信機　　・副受信機　　・中継器　　・検知器　　・警報器
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　【中央監視制御設備】　　　　

　　29．中央監視制御設備　　　　

　　　(１)監視制御対象設備　　・動力設備　　・受変電設備　　・発電設備　　・火災報知設備
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)既設との取り合い　　・無し　　・盤改造　　・配線接続　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)機器　　　　　　　　・監視操作装置　　・信号処理装置　　・記録装置　　・伝送装置　　・端末装置
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　(５)監視操作装置　　　１）形式　　　　・壁掛型　　・自立型　　・卓型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）表示装置　　・液晶ディスプレイ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）操作装置　　・タッチパネル　　・キーボード　　・マウス　　・その他（　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)信号処理装置　　　１）形式　　・壁掛型　　・自立型　　・卓型　　・ラック型　　・卓上型　　・その他（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）設置　　・単独　　・監視操作装置に組込　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(７)記録装置　　　　　１）形式　　・壁掛型　　・自立型　　・卓型　　・ラック型　　・卓上型　　・その他（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）設置　　・単独　　・監視操作装置に組込　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）装置　　・プリンタ　　・記録メディア（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　

　　【構内配電線路】　　　　

　　32．構内配電線路　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　・建築物等添架式（・露出配管　　・隠蔽配管　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)建柱　　　　　　　１）施工　　　・本工事　　・既設柱利用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）電柱　　　・コンクリート柱　　・鋼管柱　　・パンザマスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）支持材　　・根かせ　　・根はじき　　・根巻き　　・底板　　・支線（保護ガード　・有　　・無）
　　　　　　　　　　　　　　４）装柱材料　・有（電力仕様）　　・無
　　　　　　　　　　　　　　５）銘板　　　・有　　・無
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)装柱機器　　　　　１）機器　　　　・開閉器　　・避雷器　　・カットアウト　　・碍子
　　　　　　　　（高圧用）　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）耐環境性　　・一般用　　・耐塩用
　　　　　　　　　　　　　　３）開閉器　　　仕様は　５．受変電設備　(６)負荷開閉器　による。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　(４)装柱機器　　　　　１）機器　　・開閉器　　・開閉器箱　　・避雷器　　・カットアウト　　・碍子
　　　　　　　　（低圧用）　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）耐環境性　　・一般用　　・耐塩用
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)ハンドホール、　　１）形式　　・ブロック式　　・現場打ち

　　　　　　　　　　　　　　
　　　(６)鋳鉄蓋　　　　　　１）鋳鉄蓋の刻印は「強電」、「電力」又は「高圧」とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）雨水の流れ込みを防ぐため防水パッキン付とする。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　材料　　　　　　　　　　　　　　・厚鋼電線管　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　４）埋設標識シートの表記は電力用であることがわかるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　

　　【構内通信線路】　　　　

　　33．構内通信線路　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　・テレビ共同受信用　　・防犯用　　・制御用　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(２)配線方式　　　　　　・地中線式（・直埋　　・管路）　　・架空線式（・直接　　・ちょう架線添架）

　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(３)建柱　　　　　　　１）施工　　　・本工事　　・既設柱利用　　・構内配電線柱に添架　　・その他（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　２）電柱　　　・コンクリート柱　　・鋼管柱　　・パンザマスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）支持材　　・根かせ　　・根はじき　　・根巻き　　・底板　　・支線（保護ガード　・有　　・無）
　　　　　　　　　　　　　　４）装柱材料　・有　　・無
　　　　　　　　　　　　　　５）銘板　　　・有　　・無
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(４)ハンドホール、　　１）形式　　・ブロック式　　・現場打ち

　　　　　　　　　　　　　　３）ケーブル支持金物の取付　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所
　　　　　　　　　　　　　　
　　　(５)鋳鉄蓋　　　　　　１）鋳鉄蓋の刻印は「弱電」又は「通信」とする。
　　　　　　　　　　　　　　２）雨水の流れ込みを防ぐため防水パッキン付とする。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　材料　　　　　　　　　　　　　　・厚鋼電線管　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　
　　【その他】　　　　　　　

　　34．消火器　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　１）設置　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事　・機械設備工事 ）　　・別途工事
　　　　　　　　　　　　　　２）消火器　　　　　種別（　　　　　　　　　　）、数量（　　　　　）本
　　　　　　　　　　　　　　３）消火器収納箱　　材質（　　　　　　　　　　）、数量（　　　　　）面

　　　　　　　　　　　　　　

　　標準的な高さであり、詳細については監督員と協議する。（○印はバリアフリー対応）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　名　　　称　　　　　　　側　点　　　　　取付高さ（㎜）　　　　　　　備　　　　　考　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　電力　　　　　接地端子盤　　　　　　　　　床上～下端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　取引用計器　　　　　　　　　地上～窓中心　１,８００～２,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　引込開閉器　　　　　　　　　床上～中心　　１,８００～２,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　電灯　　　　　分電盤　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,５００　上端１,９００㎜ 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　スイッチ　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　○１,０００㎜ 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（一般）　　　　　床上～中心　　　　　　　　　３００　○４００㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（和室）　　　　　床上～中心　　　　　　　　　２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（台上）　　　　　床上～中心　　　　　　　　　１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（ＷＰ）　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（地下）　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンセント（土間）　　　　　床上～中心　　　　　　　　　５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ブラケット（一般）　　　　　床上～中心　　２,１００～２,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ブラケット（鏡上）　　　　鏡上端～中心　　　　　　　　　１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ブラケット（処理場）　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　動力　　　　　壁掛型制御盤　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,５００　上端１,９００㎜ 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　手元開閉器　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　操作スイッチ　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　電話　　　　　端子盤　　　　　　　　　　　床上～下端　　　　　　　　　３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　保安器盤　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁位置ボックス　　　　　　　床上～中心　　　　　　　　　３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁位置ボックス（和室）　　　床上～中心　　　　　　　　　２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　時計・拡声　　壁掛型親時計　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,５００　上端１,９００㎜ 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　子時計　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁掛型スピーカ　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,３００　２,５００㎜ 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　アッテネータ　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　表示　　　　　表示器　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁付発信器　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ベル・ブザー・チャイム　　　床上～中心　　　　　　　 ２,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　インターホン　壁付インターホン　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁位置ボックス　　　　　　　床上～中心　　　　　　　　　３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　壁位置ボックス（和室）　　　床上～中心　　　　　　　　　２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　子機（身障者用）　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　呼出しボタン（身障者用）　　床上～中心　　　　　８００～９５０　便座先端から後方へ100～200㎜　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２個目（高700㎜、便座先端から前方400㎜）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　表示灯（身障者用）　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,８００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　テレビ　　　　機器収容箱　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　直列ユニット　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　　　３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　直列ユニット(和室)　　　　　床上～中心　　　　　　　　　２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　火災報知　　　受信機・副受信機　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　発信器　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　表示灯　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 １,８００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ベル　　　　　　　　　　　　床上～中心　　　　　　　 ２,３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　参考資料：高齢者が居住する住宅の設計に係る指針（最終改正　平成２１年国交省告示第９０６号）
　　　　　　　ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例 整備基準の解説等（平成２５年４月 三重県）

Ⅲ．機器標準取付高さ

　　　(１)用途　　　　　　　　・電話用　　●拡声用　　・時刻表示用　　●火災報知用　　・非常警報用　　●インターホン用

　　　　　　　　　　　　　　　・建築物等添架式（●露出配管　　・隠蔽配管　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　　　(６)地中ケーブル保護　１）種類　　●ＦＥＰ　　・ＧＬＴ（ＰＥライニング管）　　・ＶＥ　　・ＨＩＶＥ　　・ＳＧＰ

　　　　　　　　　　　　　　４）埋設標識シートの表記は弱電用であることがわかるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　３）埋設標識シート　　●２倍長　　・その他（　　　　　　　　　　）

　　　(７)地中ケーブル保護　１）種類　　●ＦＥＰ　　・ＧＬＴ（ＰＥライニング管）　　・ＶＥ　　・ＨＩＶＥ　　・ＳＧＰ

　　　　　　　　　　　　　　３）埋設標識シート　　●２倍長　　・その他（　　　　　　　　　　）

　　　(１)配線方式　　　　　　●地中線式（・直埋　　●管路）　　・架空線式（・直接　　・ちょう架線添架）

　　　　　　　　マンホール　２）施工　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事　●既設利用　・その他（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　３）ケーブル支持金物の取付　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

　　　　　　　　　　　　　　２）標示杭埋設　　●コンクリート製　　●鉄製（アスファルト部分）

　　　　　　　　　　　　　　２）標示杭埋設　　●コンクリート製　　●鉄製（アスファルト部分）

図面名称特記事項 作成年月日工事名称 図面番号
一級建築士事務所 大森建築設計事務所三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

縮尺 事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５
原図：A2１４３３７６号大森幸路 大臣登録一級建築士管理建築士
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（Ｈ）

３００４００ ４００

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一級建築士事務所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５

管理建築士 大森幸路

事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号

一級建築士 大臣登録 １４３３７６号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

１／１５０

※Ａ

※Ａ

E-04

渡り廊下

廊下

ｆｅｄｃｂａ

２
，
０

０
０

４
，
０

０
０

２
，
０

０
０

３，０００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００６，２００

３１，０００

３，０００

校舎棟

管理棟

研究棟

２００

原図：A2

埋設

４００

既設電灯回路に接続

　（ｆ）

　（ｄ）
　（ｅ）

既設ハンドホール

　（ａ）
　（ｃ）

　（ｃ）　
（ｂ）　

６００φ蓋撤去

埋設

渡り廊下

廊下

ｆｅｄｃｂａ

２
，
０

０
０

４
，

０
０

０

２
，
０

０
０

３，０００６，２００６，２００６，２００６，２００６，２００３，０００

３１，０００

校舎棟

管理棟

研究棟

軒天下まで撤去

　（ｅ）
　（ｄ）

　（ｆ）

撤去後絶縁処理

Ａ

（Ｆ）
（Ｅ）

（Ｄ）

（Ｆ）
（Ｅ）
（Ｄ）

３００

Ｒ８Ｋ－６０

（Ｃ）
（Ａ）

（Ｃ）
（Ｂ） （Ｇ）

（ｘ）

ＣＰＥＶ０．９－５Ｐ（２５）

ＨＰ１．２－３Ｐ（２５）

ＨＰ１．２－７Ｐ（２５）

ＨＰ１．２－５Ｐ（２５）

用　　途

Ｃ

ＨＰ１．２－３Ｐ（１９）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ） （ｅ） （ｆ）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（Ｇ２８）

起動

電話 （３１）

ＨＰ１．２－３Ｃ
ＣＰＥＶ０．９－５Ｐ

（Ｇ２２）

ＨＰ１．２－３Ｐ（１９）

ＨＰ１．２－３Ｐ（Ｇ２２）

配　　線

撤去配線リスト

火報

放送

インターホン

火報

放送
インターホン

火報

掘方埋戻し範囲を示す

１Φ　 ＣＶ６０゜－３Ｃ

３Φ　 ＣＶ６０゜－３Ｃ　（ＨＰ２００）

ＨＰ１．２－５Ｐ

（ｘ）

注記

※　　　撤去を示す。×

配線リスト

用　　途

（Ａ） （Ｂ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ）

配　　線　　　　　　　　　　　　　　　配　　管

（Ｃ）

HI16 HI28 HI22 HI22 HI16

ＣＰＥＶ０．９－５Ｐ

ＣＰＥＶ０．９－５Ｐｘ２

ＣＶＶ１．２５－５Ｃｘ２

ＨＰ１．２－３Ｃ

ＨＰ１．２－３Ｐ

ＨＰ１．２－５Ｐ

ＨＰ１．２－７Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

HI54

インターホン

火報

放送

ＨＰ１．２－３Ｐｘ３火報

起動

火報

火報

インターホン

（Ｘ） （Ｙ） （Ｚ）

FEP80 FEP80 FEP30

（Ｊ）

HI16

ＣＶＴ６０

ＣＶＴ６０

ＨＰ１．２－５Ｐ

１φ

３φ

電話 空配管 HI28 HI28 HI28

照明 ＶＶＦ１．６－３Ｃ

（Ｉ）

（Ｘ）（Ｙ）（Ｚ）

（Ｊ）

３００

２００

４００

※Ａ

既設ハンドホール内にて既設配線と接続
（防水接続材使用）

※　　　　プルボックス　２００ｘ２００ｘ２００　ＳＵＳ．ＷＰ

※　　　　プルボックス　３００ｘ３００ｘ２００　ＳＵＳ．ＷＰ

※　　　　プルボックス　４００ｘ４００ｘ２００　ＳＵＳ．ＷＰ

注記

ケーブルは仮設配線ケーブルを再使用とする。

既設配線等十分な調査の上施工の事とする。
渡り廊下露出配管はレースウェイ吊りとする。

※　　　　位置ボックス

※　　　　埋設表示標

ＬＥＤ一体型ベースライト　反射傘付　Ｈｆ３２ｘ２相当

参考型番：ＸＬＷ４６３ＫＥＮＫ

Ａ

既設電灯回路に接続
吊具共

ＣＶＶ１．２５゜－５Ｃｘ２（ＶＥ２２）

渡り廊下　１階　平面図　１／１５０（補強後）

渡り廊下　１階　平面図　１／１５０（補強前）

渡り廊下　電気設備図　（補強前後）

既設ハンドホール蓋新設

Ａ



（保５０）
（ａ）

原図：A2

（既設建物）

管理棟

管理棟

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

一級建築士事務所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５

管理建築士 大森幸路

事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号

一級建築士 大臣登録 １４３３７６号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

１／１５０

ラウンジ

Ｄ
Ｎ

研究室

便所
研究室
英語

研究室
教育原理

（既設建物）

２
，

０
０

０

４
，

０
０

０

２
，

０
０

０

地域問題

廊下

６，２００ ３，０００６，２００ ６，２００ ６，２００６，２００

３１，０００

ｆａ ｅｄｃｂ

３，０００

３，０００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ３，０００

３１，０００

ｆａ ｅｄｃｂ

６，２００

（ｃ）

（ｂ）

渡り廊下

渡り廊下

図面番号

※Ａ

※Ａ

（ｂ）

用　　途 （ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ） （ｅ）

起動

配　　線

火報

放送

インターホン ＣＰＥＶ０．９－５Ｐ

ＨＰ１．２－３Ｐ

ＨＰ１．２－７Ｐ

ＨＰ１．２－５Ｐ

ＨＰ１．２－３Ｃ
ＣＰＥＶ０．９－５Ｐ

火報

放送
インターホン

火報

ＣＶＶ１．２５゜－５Ｃｘ２

ＨＰ１．２－３Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－３Ｐ

仮設配線リスト

注記

※　仮設配線ケーブルは本設に再使用とする。

（ｆ） （ｘ）

１Φ　 ＣＶＴ６０゜

３Φ　 ＣＶＴ６０゜

ＨＰ１．２－５Ｐ

２
，

０
０

０

４
，
０

０
０

２
，
０

０
０

（ｄ）

（ｅ）

（ｆ）

（ｄ）

E-05

（ｘ）

（保８０）ｘ２

（ｄ）（ｅ）（ｆ）
（保５０）

校舎棟

研究棟

渡り廊下　Ｒ階　平面図　１／１５０（仮設）

研究棟

渡り廊下　１階　平面図　１／１５０（仮設）

校舎棟

ＨＰ１．２－３Ｐ

（ｃ）

（ｄ）（ｅ）（ｆ）

（保５０）

（ｃ）

（ａ）

（保５０）

（ａ）

（保５０）

（ａ）

（保５０）

（ｃ）

（ｄ）（ｅ）（ｆ）

（保５０）

（ｂ）

（ｄ）（ｅ）（ｆ）

（保５０）

（ｂ）

（ｅ）
（ｆ）

※Ａ

既設ハンドホール内にて既設配線と接続
（防水接続材使用）

（保５０）※　　　　　　保護管（ＦＥＰ５０）　とする。

（保８０）※　　　　　　保護管（ＦＥＰ８０）　とする。

※　　　　　　保護管（ＦＥＰ３０）　とする。（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

（保３０）

渡り廊下　電気設備図　（仮設）



スイッチ取替
既設電灯回路に接続

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一級建築士事務所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町２６０４－５

管理建築士 大森幸路

事務所登録　　三重県知事　第１－２５９号

一級建築士 大臣登録 １４３３７６号

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

９，０００ ９，０００７，０００ ７，０００

５
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０
０

０
５

，
０

０
０

渡り廊下

ラウンジ

演習室

廊下

ＤＮ

地域問題

研究室

資料室

ＤＮ

演習室演習室 演習室演習室
センター

地域連携

演習室

資料室 資料室共同研究室助手室便所

２
，

５
０

０
７

，
０

０
０

２
，

５
０

０

２
，

０
０

０

７，０００ ２，５００

３，０００３，０００３，０００３，０００３，０００３，０００

３

E-06

管理棟

管理棟　２階　平面図　１／１００

注記

３ＷＰ ３路防雨スイッチ

※　点線は既設配線を示す。

※　☆　壁貫通処理を示す

３ＷＰ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（ころがし）

露出部メタルモールＭ

凡例

特記なき配線は下記による

３路スイッチ

100 プルボックス　100ｘ100ｘ100　SUS　WP

100

☆

原図：A2

３
Ｍ

１／１００

片切　⇒　３Ｗ
露出ボックス取付

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（ＨＩ１６）ＨＩ

ＨＩ

管理棟　２階　電気設備図　（改修後）



□

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町260 4 - 5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
NS

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

M- 1
機械設備特記仕様書（1）

1） 一般事項

　　両を含む。）並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32（製造

　　等の承認を受ける義務等）の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。
2) 調査の協力

　　また、受注者は下請負者等に同調査を協力するよう管理及び監督しなければならない。
3) 是正措置

    受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。

　　また、受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じる

　　よう管理及び監督しなければならない。

    工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用される車両（資機材等の搬入車

    受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

(22) 不正軽油の使用の禁止

3）　現場内において再利用を図るもの　□発生土　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 工事名称

(11) 発生材の処理等

1）　引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2 工事場所
上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

2）　特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3 建築概要 処理方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

消施令の適用

4 適用基準 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による
□ 建設発生木材　）

5）　発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。また再利用を図る

　　ものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。

6）　引渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に

　　関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する

　　法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切処理し、

(12) 電気保安技術者

(13) 施工条件

監督員及び依頼部局と協議調整し決定すること。

1) 施工可能日 ■ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり □ 指定なし

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2) 施工可能時間帯 ■ 指定なし □ 指定あり （　　　時　～　　　時　）

(14) 概成工期

　建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障の

ない状態まで完了していること。

　■ 指定なし □ 指定あり　（　平成　　年　　月　　日　）

(15) 仮設工事

1) 便所 □ 利用できる

2) 工事用水 □ 利用できる（無償）

3) 工事用電力 □ 利用できる（無償）

※ 本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料

金は本工事に含まれる。

(16) 足場

1) 内部足場 □　脚立 □　足場板

2) 外部足場 □　A種　　    □　B種　　□　C種　　□　Ｄ種　　□　Ｅ種　　□　Ｆ種

3) 防護シート等による養生 □　適用する　　□　適用しない

※設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21

年4月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び

幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法に

よる足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場

方式により行うこと。

(2) 機器及び材料等

(17) 建築材料等

工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、

1) 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか

機器明細図、現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。

尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜上メーカー品番を使用しているので、

メーカー選定にあたっては、同等品以上の性能を有するものとする。また、国等による

環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品などの

環境に優しい（環境物品）の調達に努める。

努めること。

又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。

3) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品

を使用すること。ただし認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

(3) 官公署等への届出手続

工事に伴う関係官公署への必要な諸手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに

4) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品

要する費用も負担する。

を使用するように努めること。

1） 消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　　(認定製品の品名：　・間伐材製工事用バリケード・間伐材工事看板・間伐材表示板

・本工事(・建築工事・電気設備工事・機械設備工事)

　　（　　　　　　　　　））

・別途工事

                                                                             

2） 防火対象物使用開始届出書

書類の作成(機械設備図面の作成及び機械設備に関する部分の記入)を行うこと。

(4) 品質管理

工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。

チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。

(5) 出来形管理

以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。

1) 各種機器据付

・ 耐震強度（設計標準震度、アンカーの種類・サイズ確認・埋め込み深さ）

(19) 三重県産業廃棄物税

・ 基礎寸法 ・ 水平、垂直等

　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合

2) 配管・ダクト工事

には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税

・ 支持間隔 ・ 振れ止め支持間隔

納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。なお、この期

3) 屋外排水工事

間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集

・ 排水勾配 ・ 桝の深さ

計）を超えて請求することはできない。

4) 水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ

(20) 事故の発生時

(6) 製品確認

　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員へ通報するとともに、所定の様式

発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品ではない製品については、試

により事故発生報告書を監督員が指示する期日までに監督員へ提出すること。

験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認を行うものとする。

　なお、事故発生後の措置について、監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、

□ 適用する ■ 適用しない

調査、検証等に協力すること。

(7) 耐震安全性の分類

(21) 既設との取合い・養生

構造体（　）類　　建築非構造部材（　）類　　建築設備（　）類

　本工事施工に伴う、既存設備の軽微な加工・改造は、本工事とする。

また、工事施工に際し、既存部分を汚損・破損等しないよう養生を行うこと。なお汚損・破損

(8) 機器の地震力（主要機器） 地域係数   (1.0)

等した場合は、機能・仕上げ共、既設にならい復旧すること。

機器名

設置階 （　　　） 設計標準震度Ks　(       ) 地域係数   (1.0)

水槽類

設置階 （　　　） 設計標準震度Ks　(       )

その他監督員が指示するもの

　　冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編 ２．４．３により、次の

　書類の写しを監督員に提出すること。

　 ・フロン回収行程管理票

   ・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

　撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。

　パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても、上記に準じて

  冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。

(10) 中間技術検査

実施回数　（　　）回

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）平成28年版」

「公共建築改修工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）平成28年版」

「公共建築設備工事標準図（電気、機械設備工事編）平成28年版」

「建築、電気、機械設備工事監理指針平成28年版」

独立行政法人　建築研究所監修

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

　□　適用する　　　　　■　適用しない

2) 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力市内の取り扱い業者から購入するよう

工事細目

　(1) 配管材料 部分的に配管種類を変更する場合は、図面内に明記すること。

■ 給水管 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011

(一般; SGP-FVA, FVB 　地中　; SGP-FVD)

※ 継ぎ手はコア内蔵型とする。

※ 給水管100Aはねじ又はフランジ接合、125A以上は

フランジ接合(工場加工）とする。

水道用硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6742

(一般・地中 ; HIVP)

水道配水用ポリエチレン管　JWWA K 144　（地中：PE）

□ 水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

□ 一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448

※ 地中埋設管は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

雑排水管 □ 配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

□ 土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

通気管 □ 配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 RF-VPは屋外露出不可

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

汚水管 □ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 042

※ 同上ＭＤ継ぎ手　JPF MDJ 002

□ 土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

□ 鉛管 □ 排水・通気用鉛管　　SHASE-S203

給湯管 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 140

□ 水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

□ 一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448

ガス管

土間：　塩化ビニル被覆鋼管（黒）

□ ガス用ポリエチレン管　JIS K 6774　（地中：PE）

※ 地中埋設鋼管は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

消火管 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(白）WSP041 (SGP-VS)

※ 地中埋設管VS は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

屋外埋設排水

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

□ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管　AS-58 (RＥＰ-VU)

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管　JIS K 9797 (RS-VU)

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

□ コンクリート管　JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）

（1類水路用遠心力鉄筋コンクリート管）

□ 冷温水配管 □ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

□ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 140

(一般　; SGP -HVA）

□ 冷却水管 □ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

□ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116　(一般; SGP-VA, VB)

□ フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011　(一般; SGP-FVA, FVB)

ドレン管 □ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。　RF-VPは屋外露出不可。

□ 排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

冷媒管 □ 銅及び銅合金継目無管　硬質、軟質または半硬質　JIS H3300

断熱材被覆銅管　原管はJIS H3300による。 製造者標準品

ただし、保温厚は　ガス管　20mm、液管　10mm(液管の呼び径が9.52mm

以下の断熱厚さは8mmとしてよい) とする。

※ 冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係基準の規定による。

□ 油管 □ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452 溶接接合

□ 蒸気管 □ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

□ ブライン管 □ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

※ 弁類

塩ビライニング鋼管に使用する際は、管端防食コア付き、又はライニング弁を使用すること。

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

ガス事業者の供給規定に準じる

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

(18) 建設副産物

着手前に「再生資源利用計画書（実施書）」（建設資材を搬入する場合）及び「再生資源利用促進計画書

（実施書）」（建設副産物を搬出する場合）を施工計画書に綴じ込んで監督員に提出すること。

　また、工事完了後には「再生資源利用計画書（実施書）」（建設資材を搬入した場合）及び「再生

資源利用促進計画書（実施書）」（建設副産物を搬出した場合）を作成し、　監督員に提出すること。

　計画書（実施書）の提出とともにＪＡＣＩＣが運営する「建築副産物情報交換システム」への

データ入力も併せておこなうこと。

(一般　; SGP -HVA 　地中　; WHTLP 内外面耐熱性硬質塩ビライニング鋼管）

5Ｋ とする。

揚水ポンプ（二次側）、消火ポンプ（二次側）、水道直圧部は　10Ｋとし、それ以外は

□ 利用できない

□ 利用できない

□

□ □

□

構内既存の施設　　□建築工事に準じる

■ 利用できない

■ 利用できる（有償）

■ 利用できる（有償）

　　監督員に報告すること。（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D票を提示すること。）

別記記載の指定資材及び参考見積メーカー又はこれらと同等品以上とする。

品質が求められる水準以上であれば、市内生産品の優先使用に努めること。

機械設備工事特記仕様書

(一般; SGP-VB 　地中　; SGP-VD　)

□

□

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

(9) 冷媒（フロン類）の回収　　　□適用する　　　　　■適用しない

■

□

土間・一般：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

土間・一般：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

□□

下記の該当する項目を適用する。また、特記事項において選択する事項は、

5 一般事項

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督員

指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将

来不具合が発生しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計

図書とおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。

　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努

めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示

により手直し施工を行うこと。

1） 工事書類　： ・打合記録

・工事日報

※ 竣工図・施工図はＣＡＤにより作成すること。

※

2） 工事完成図書：

・機器性能試験成績書　1部

・総合調整測定表（試験結果・測定結果等）　1部

・出来形確認書類　1部　等

・工事写真

・施工要領書・施工計画書

・機器使用願 ・機器明細図

・品質確認書類

工事写真は営繕工事写真撮影要領（平成28年版）に従い撮影すること。

建築包含工事の場合、監督員に確認のこと。※

・工程表　　　　・施工図等

(1) 提出図書

・保守に関する説明書（取扱説明書・保証書）　2部

・官公署届出書類控、検査済証　1部

・機器完成図（ファイル等1部）

・完成図（竣工図｛製本3(原寸 1部､A3(見開き) 2部)｝・施工図｛製本1部｝）

・安全・訓練実施記録

■印のついたものを適用する。

　延べ面積が500㎡以上の工事について、再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は工事

9
1)　使用機械

低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

2)　測定機器の校正記録

工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。

測定に先立ち使用する測定機器の検査済証（写し）又は校正記録（写し）を監督員に

提示すること。

当該工事を施工するに当たって施工時にフロン類の充填、回収作業を行う場合は、フロン類の使用の合理化

3)　フロン回収及び充填

及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月1日施行)等の関係法令を遵守し、第１種フロン類充填回収登録業者
が行うこと。

(23) その他

　　(認定製品の品名：                                                               )

6 工事種目　　給排水衛生設備工事

空調設備工事

・　屋外給水設備工事

・　屋内排水通気設備工事

・　給湯設備工事

・　屋内給水設備工事

・　衛生器具設備工事

・　屋外ガス設備工事

・　屋外排水設備工事

・　屋内消火栓設備工事

・　屋内ガス設備工事

・　浄化槽設備工事

・　機器設備工事 ・　配管設備工事 ・　換気設備工事

・　その他

7 工事概要

給排水衛生設備工事　

(1) 給水設備工事

所要の各所に給水する。直圧部の弁類は、水道局規格品JIS 10K を使用する。

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

津市　一身田中野　地内

4）　再資源化を図るもの　（　□ コンクリート塊　　□ アスファルトコンクリート塊

本工事は図示のごとくを工事範囲とし、高置水槽方式により

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■

■

□ □

□

□

□

□

(2) 都市ガス設備工事

耐震補強工事に伴い、既設配管の撤去新設を行う。

■

(3)　室内外空気の温度測定

8 総合調整

(1)　風量調整

適用する 適用しない

(2)　水量調整

適用する 適用しない

適用する 適用しない

(4)　室内外空気の湿度測定

適用する 適用しない

(5)  室内気流及びじんあいの測定

□ 適用する 適用しない

(6)  騒音の測定

□ 適用する 適用しない

(7)　飲料水の水質の測定(水道法施行規則第10条による水質検査）

適用する 適用しない

のうち　一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

有機物（全有機炭素（TOC）の量）、ｐH値、味、臭気、色度、濁度　について測定を行なうこと。

　 ※遊離残留塩素　については、上記適用の有無にかかわらず、測定を行なうこと。

□ 適用する □ 適用しない

（8)　その他（　　）

□

■

■

■

□

□

□

□

■

■

■



□

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町260 4 - 5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号
NS

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

M-

※ 横走り管の吊り間隔

鋼管 100A以下　　－　　2m 以下

125A以上　　－　　3m以下

ビニル管  80A以下　　－　　1m 以下

耐火二層管 100A以上　　－　　2m以下

銅管

鉛管 1.5m以下

鋳鉄管 標準図による

※ 横走り管形鋼振れ止め支持間隔

支持間隔 6m以下 8ｍ以下 12ｍ以下

鋼管 - 50A～100Ａ 125A～

鋳鉄管

ビニル管

耐火二層管 25A～40A 50A～100A 125A～

銅管

※ 冷媒用銅管の横走り管の支持間隔

基準外径　9.52mm 以下　　吊り間隔　 1.5m以下 ※　液管・ガス管共吊りの場合は

基準外径　12.70mm 以上　吊り間隔　　2.0m以下 液管の外径を基準とする。

形鋼振れ止め支持間隔は、銅管に準ずる。

(2) ダクト工事

矩形ダクト

□ ステンレス鋼板　JIS G4305

工法 アングルフランジ工法

□ 共板フランジ工法

□ スライドオンフランジ工法

形鋼補強 山形鋼　　　JIS G 3101 □ SUS鋼材　　JIS G 4317

丸ダクト　　 スパイラルダクト

□ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　(多湿箇所）　AS-62 (RS-VU)

(3) 保温塗装工事

1） 材料 部分的に材料を変更する場合は、図面内に明記すること。

グラスウール保温材 保温筒　JIS A 9504 2号　40K

（屋内一般等） 保温板、保温帯　JIS A 9504 2号　40K

給水管 排水管 給湯管 □ 温水管

□ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷媒管 □

（屋外等）

□ 温水管 □ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管

□ 冷媒管 □ □ □

□ ロックウール保温材 保温板、保温帯、ブランケット

（防火区画貫通部等） 1号JIS A 9504

□ 給水管 □ 排水管 □ 給湯管 □ 温水管

□ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷媒管 □ 消火管

ポリスチレンフォーム保温材 保温筒　JIS A 9511 3号

（屋内一般等） 保温板　JIS A 9511 3号

給水管 □ 排水管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷水管（2～4℃）

□ ブライン管 □ □ □

（屋外等）

給水管 □ 排水管 □ □ 冷水・冷温水管

□ ブライン管 □ 消火管 □ □

調合ペイント塗り塗料 JIS K 5516（合成樹脂調合ペイント）　1種 

（露出）

□ 給水管 排水管 □ 通気管 □ ドレン管

ガス管 消火管 □ 油管 □ 冷却水管

2) 保温厚

・ グラスウール、ロックウール

保温厚　（mm） 20 25 30 40 50

給水・排水・ドレン・給湯 ～80A 100～150A - 200A～ -

膨張・温水・消火管  

蒸気管 ～25A - 32～50A 65A～ -

冷水・冷温水・冷媒管 - - ～25A 32～200A 250A～

　

・ ポリスチレンフォーム

保温厚（mm) 20 25 30 40 50 65

給水・消火・排水管 ～80A 100A～ - - - -

冷水・冷温水管 - - ～25A 32～200A 250A～ -

冷水管（冷水温度2～4℃） - - ～20A 25A～100A 125A～ -

ブライン管 - - - ～25A 32～80A 100A～

・ 機器ダクト保温厚

保温厚

25mm ダクト(屋内露出［機械室、書庫、倉庫］、隠蔽部）、消音チャンバー・エルボ

膨張タンク、鋼板製タンク、排煙ダクト隠蔽部(ロックウール）

50mm ダクト(屋内露出［一般居室、廊下］）、サプライチャンバー、貯湯タンク類

冷水・冷温水・温水・環水タンク、熱交換器、冷水・冷温水・温水・蒸気ヘッダー

排気筒隠蔽部（ロックウール）

75mm 煙導（ロックウール）

3） 種別

１ ２ ３ ４

屋内露出 保温筒 鉄線 合成樹脂製カバー

機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 原紙 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上

天井内・ＰＳ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧保温筒 アルミガラスクロス粘着テープ

暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線 ポリエチレンフィルム 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

屋外露出 保温筒 鉄線 ポリエチレンフィルム SUS鋼板仕上

※ 1） 排水管については、上表暗渠内（ピット内）の仕様を防食テープ巻きに読み替える。

※ 2） サヤ管工法；架橋ポリエチレン・ボリブデン管使用の場合は、上表保温不要。

※ 3）

空調設備配管の保温仕様(R、G保温材の仕様のみ)

１ ２ ３ ４ ５

屋内露出 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 合成樹脂製カバー

機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 原紙 アルミガラスクロス仕上

天井内・ＰＳ内 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ アルミガラスクロス仕上

(温水・蒸気管以外)

暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 着色アルミガラスクロス仕上

屋外露出 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ SUS鋼板仕上

※ 1) 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の保温種別

保温化粧ケース仕上

機器保温仕様

１ ２ ３ ４ ５

冷水・冷温水タンク

鋼板製タンク 鋲 保温板 ポリエチレン 鉄線 SUS鋼板仕上

冷水・冷温水ヘッダ フィルム カラー鉄板(屋内）

温水・膨張・還水

貯湯タンク 鋲 保温板 鉄線 SUS鋼板仕上

温水・蒸気ヘッダ カラー鉄板(屋内）

熱交換器

※ １）密閉式膨張タンク及び、プレート形熱交換器は、保温施工不要

ダクト・チャンバー・煙道 保温仕様

１ ２ ３ ４ ５

長方 屋内露出 一般・廊下 鋲 保温板 カラー鉄板

形ダ 機械室 鋲 アルミガラスクロス化粧保温板 アルミガラスクロス粘着テープ

クト 屋内隠蔽、ＤＳ内 鋲 アルミガラスクロス化粧保温板 アルミガラスクロス粘着テープ

屋外露出、多湿箇所 鋲 保温板 ポリエチレンフィルム 鉄線 SUS鋼板

スパ 屋内露出 一般・廊下 保温帯 鉄線 カラー鉄板

イラ 機械室 アルミガラスクロス化粧保温帯 アルミガラスクロス粘着テープ

ルダ 屋内隠蔽、多湿箇所 アルミガラスクロス化粧保温帯 アルミガラスクロス粘着テープ

クト 屋外露出、多湿箇所 保温帯 鉄線 ポリエチレンフィルム 鉄線 SUS鋼板

サプライチャンバー 鋲 保温板 ガラスクロス 銅亀甲金網

消音チャンバー、エルボ 鋲 保温板 ガラスクロス

排煙ダクト長方形 屋内隠蔽 鋲 アルミガラスクロス化粧保温板 アルミガラスクロス粘着テープ

排煙ダクト　円形 屋内隠蔽 アルミガラスクロス化粧保温帯 アルミガラスクロス粘着テープ

煙道 ブランケット 鉄線 カラー鉄板

※ １）排煙ダクトは、ロックウール保温板、保温帯、1号を使用。

※ ２）煙道ブランケットは、JIS G 3554 (亀甲金網）による亜鉛鍍金を施した網目16線径0.55

による防錆処理を施した平ラス0号で外面補強したものを使用。

※ ３）銅亀甲金網は、JIS H 3260 網目10、線径0.5

配管用炭素鋼鋼管の塗装仕様　　

機材 状態 塗料の種別
塗り回数

備考
下塗り 中塗り 上塗り

白管 露出 調合ペイント １ １ １ 下塗りはさび止めペイント

黒管 露出 調合ペイント ２ １ １ 下塗りはさび止めペイント

※ １）ねじ切りした部分の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。

4） 施工

ダクト保温施工範囲

   １．ＳＡ

□ 保温あり　　　□保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 ２．ＥＡ

   ３．ＲＡ

□ 保温あり　　　□保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　４．ＯＡ

チャンバー内貼施工

 (4) スリーブ工事

1.管スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む）

より40mm程度大（=2サイズUP)なるものとする。

箱抜きスリーブは、木枠又は鋼板(実管ダクト）とする。

2.地中部分のスリーブは、塩化ビニル管(VU)とし、水密を要する部分のスリーブは、

つば付き鋼管とする。

3.

共通事項

1) 陸上ポンプ、送排風機（エアハン含む）の電動機は、すべて全閉防まつ形とする。

2) 配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にすること。

3) 系統が分かるように、必要箇所（機械室、ＰＳ内等）に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を

行うこと。手書きもしくはカッティングシートとする。

4) 機器・配管・支持金物には、絶縁処理を行うこと。

5) 配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、最寄りの

ドレン管に接続すること。

6) 屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取り出す、

もしくはあと施工アンカー工法の類とする。使用アンカーについては、

機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。また、重量機器にあと施工アンカー

工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。

7) 機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防振・消音については、標準仕様書

、標準図、施工監理指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮

すること。

8) 雨がかり部に取り付けるガラリのチャンバーには、水抜きを設けること。

9) 屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、

地中埋設標を施工すること。

10) 冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用すること。

11) 水栓は、節水機構付きのものを使用すること。

12) 冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて

防火処理を行うこと。

13) 地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずること。

・ 管は継ぎ手の組み合わせにより可とう性をもたせる。

・ 接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。

・ 土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持すること。

・ 呼び径100A以下はM10、125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス

棒鋼を使用する。

14) 屋外露出及び多湿箇所（トレンチピット等）の配管架台は、SUS又はSS溶融亜鉛

メッキ仕上げとすること。

15) 屋外設置のマンホール類には用途名を入れること。

行うこと。

17) 送風機用ベルトカバーには点検口を設けること。

その他のスリーブは、特記なき限り、紙ボイドとする。紙ボイド使用の際は、

配管前に必ず撤去のこと。

ポリスチレン成形の上、SUS鋼板仕上(屋外露出部分）

消火管の外部露出のは保温を行う。

給湯管

給湯管

□

亜鉛鉄板　JIS G 3302 (SGCC 、SGCCA)　鍍金付着Z18以上

□

給排水衛生設備配管の保温仕様

合成樹脂製カバーの仕上げについては、保温見切り箇所には菊座の取り付けを16）

18) 建設発生土は場外自由処分とすること。

□

□

□

□

□

□

□

□ 内貼あり（　　　　　　ｍｍ　）　  　□内貼なし　　　■図面による　　　□その他（　　　　　　　　）

□

□

□

□

□ □

□ □

□ 保温あり　　　□保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 保温あり　　　□保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

機械設備特記仕様書（2）
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特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町260 4 -5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号1/100

衛生設備撤去・改修図三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

渡り廊下

ｂ ｄ ｅ ｆｃａ

一般閲覧室１ ラウンジ
研究棟

（既設建物）

（既設建物）

新設　歩車道境界ブロック

便所

　ＵＰ

廊下

管理棟
（既設建物）

既設　花壇

渡り廊下

一般閲覧室１
研究棟

（既設建物）

（既設建物）

事務局

便所

　ＵＰ

廊下

管理棟
（既設建物）

既設　花壇

校舎棟

（既設建物）

校舎棟

（既設建物）

100
80（揚水）

100

5
0

8
0（

揚
水

）

100

20

2
0

20

2
0

20

GV100

10
0

100 100

100

20
50

既設散水栓へポンプ室より調理実習室へ

G

X65
（揚水)80

65
25

G X

既設埋設管×4（新設土間コン施工時注意を要する）

配管撤去を示す

継手にて切離し

既設管切断

100
80（揚水）

100

50

80
（

揚
水
）

10
0

2
0

50

既設散水栓へ

G

X65
（揚水)80

65
25

G X

既設埋設管×4（施工時注意を要する）

新設管接続

ポンプ室より調理実習室へ

新設管接続

10
0（

新
設
）

100（新設）

10
0（

新
設
）

埋設表示

埋設表示 埋設表示 埋設表示

VC-5 1
仕切弁 1GV100

1
1

VC-P 1
仕切弁 1GV20

1
1

VC-P 1
仕切弁 1GV20

器具撤去を示す

M-

衛生設備撤去図 （渡り廊下）

衛生設備改修図 （渡り廊下）

GV20撤去

散水栓撤去

GV20撤去

散水栓撤去
20

2020

以
降

配
管

撤
去

50

50

切断箇所

50

100

新設管接続

切断箇所

新設管接続

※アスファルト舗装及び土間コンの撤去復旧は建築工事とする

1
仕切弁 1GV50

VC-3

弁桝

弁桝 弁桝

弁桝

散水栓ﾎﾞｯｸｽ

埋設表示

散水栓ﾎﾞｯｸｽ
散水栓 散水栓

3

50



(40) 新設(40)

(40)
(40)

(40)

特記事項 工事名称 図面名称 作成年月日

縮尺

図面番号
一 級 建 築 士 事 務 所 大森建築設計事務所

三重県津市久居藤ヶ丘町260 4 - 5

管 理 建 築 士 大 森 幸 路

事務所登録　　三重県知事　第1-259号

一級建築士 大 臣 登 録 143376号1/100

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

渡り廊下

一般閲覧室１ ラウンジ
研究棟

（既設建物）

（既設建物）

事務局

便所

　ＵＰ

廊下

管理棟
（既設建物）

既設　花壇

G
G

G
G

(40)架空配管を示す

校舎棟

（既設建物）

継手にて切離し
プラグ止め

配管撤去を示す

渡り廊下

一般閲覧室１ ラウンジ
研究棟

（既設建物）

（既設建物）

事務局

便所

　ＵＰ

廊下

管理棟
（既設建物）

既設　花壇

G
G

G

(40)

(40)架空配管を示す

校舎棟

（既設建物） 新設ガス管は、各新設梁下にて支持する。

新設管接続

新設管接続

継手にて切離し
プラグ止め

M-

ﾎﾞｰﾙｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ50Aﾎﾞｰﾙｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ50A

1階ガス設備新設図 （渡り廊下）

1階ガス設備撤去図 （渡り廊下）

4
1階ガス設備撤去・新設図


